
2
0
2
1
年

4
月

1
日

足
下

の
経

済
状

況
等

に
関

す
る

補
足

資
料

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

資
料

No
.4



内
閣

府
「

月
例

経
済

報
告

」
に

お
け

る
日

本
経

済
の

基
調

判
断

（
20

25
年

１
月

～
６

月
）

○
20

25
年

６
月

の
月

例
経

済
報

告
で

は
、「

景
気

は
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

が
、米

国
の

通
商

政
策

等
に

よ
る

不
透

明
感

が
み

られ
る

。先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

の
改

善
や

各
種

政
策

の
効

果
が

緩
や

か
な

回
復

を
支

え
る

こと
が

期
待

され
る

が
、米

国
の

通
商

政
策

の
影

響
に

よ
る

景
気

の
下

振
れ

リス
クが

高
ま

って
い

る
。」

とさ
れ

て
い

る
。

2
（

資
料

出
所

）
内

閣
府

「月
例

経
済

報
告

」
を

も
とに

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

作
成

。
（

注
）

下
線

は
前

月
か

らの
主

な
変

更
点

消
費

者
物

価
雇

用
情

勢
基

調
判

断
(先

行
き

）
基

調
判

断
(現

状
）

上
昇

して
い

る
改

善
の

動
き

が
み

られ
る

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

が
改

善
す

る
下

で
、各

種
政

策
の

効
果

も
あ

って
、緩

や
か

な
回

復
が

続
く

こと
が

期
待

され
る

。た
だ

し、
欧

米
に

お
け

る
高

い
金

利
水

準
の

継
続

や
中

国
に

お
け

る
不

動
産

市
場

の
停

滞
の

継
続

に
伴

う影
響

な
ど、

海
外

景
気

の
下

振
れ

が
我

が
国

の
景

気
を

下
押

しす
る

リス
クと

な
って

い
る

。ま
た

、物
価

上
昇

、ア
メリ

カの
政

策
動

向
、中

東
地

域
を

め
ぐる

情
勢

、金
融

資
本

市
場

の
変

動
等

の
影

響
に

十
分

注
意

す
る

必
要

が
あ

る
。

景
気

は
、一

部
に

足
踏

み
が

残
る

も
の

の
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

。
１

月
月

例

上
昇

して
い

る
改

善
の

動
き

が
み

られ
る

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

が
改

善
す

る
下

で
、各

種
政

策
の

効
果

も
あ

って
、緩

や
か

な
回

復
が

続
く

こと
が

期
待

され
る

。た
だ

し、
欧

米
に

お
け

る
高

い
金

利
水

準
の

継
続

や
中

国
に

お
け

る
不

動
産

市
場

の
停

滞
の

継
続

に
伴

う影
響

な
ど、

海
外

景
気

の
下

振
れ

が
我

が
国

の
景

気
を

下
押

しす
る

リス
クと

な
って

い
る

。ま
た

、物
価

上
昇

、通
商

政
策

な
どア

メリ
カの

政
策

動
向

、中
東

地
域

を
め

ぐる
情

勢
、金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
の

影
響

に
十

分
注

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

景
気

は
、一

部
に

足
踏

み
が

残
る

も
の

の
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

。
２

月
月

例

上
昇

して
い

る
改

善
の

動
き

が
み

られ
る

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

が
改

善
す

る
下

で
、各

種
政

策
の

効
果

も
あ

って
、緩

や
か

な
回

復
が

続
く

こと
が

期
待

され
る

。た
だ

し、
物

価
上

昇
の

継
続

が
消

費
者

マ
イン

ドの
下

振
れ

等
を

通
じて

個
人

消
費

に
及

ぼ
す

影
響

や
、通

商
政

策
な

どア
メリ

カの
政

策
動

向
に

よ
る

影
響

な
どが

、我
が

国
の

景
気

を
下

押
しす

る
リス

クと
な

って
い

る
。ま

た
、金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
の

影
響

に
十

分
注

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

景
気

は
、一

部
に

足
踏

み
が

残
る

も
の

の
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

。
３

月
月

例

上
昇

して
い

る
改

善
の

動
き

が
み

られ
る

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

の
改

善
や

各
種

政
策

の
効

果
が

緩
や

か
な

回
復

を
支

え
る

こと
が

期
待

さ
れ

る
が

、米
国

の
通

商
政

策
の

影
響

に
よ

る
景

気
の

下
振

れ
リス

クが
高

ま
って

い
る

。加
え

て
、物

価
上

昇
の

継
続

が
消

費
者

マ
イン

ドの
下

振
れ

等
を

通
じて

個
人

消
費

に
及

ぼ
す

影
響

な
ども

、我
が

国
の

景
気

を
下

押
しす

る
リス

クと
な

って
い

る
。ま

た
、金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
の

影
響

に
一

層
注

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

景
気

は
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

が
、米

国
の

通
商

政
策

等
に

よ
る

不
透

明
感

が
み

られ
る

。
４

月
月

例

上
昇

して
い

る
改

善
の

動
き

が
み

られ
る

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

の
改

善
や

各
種

政
策

の
効

果
が

緩
や

か
な

回
復

を
支

え
る

こと
が

期
待

さ
れ

る
が

、米
国

の
通

商
政

策
の

影
響

に
よ

る
景

気
の

下
振

れ
リス

クが
高

ま
って

い
る

。加
え

て
、物

価
上

昇
の

継
続

が
消

費
者

マ
イン

ドの
下

振
れ

等
を

通
じて

個
人

消
費

に
及

ぼ
す

影
響

な
ども

、我
が

国
の

景
気

を
下

押
しす

る
リス

クと
な

って
い

る
。ま

た
、金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
の

影
響

に
一

層
注

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

景
気

は
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

が
、米

国
の

通
商

政
策

等
に

よ
る

不
透

明
感

が
み

られ
る

。
５

月
月

例

上
昇

して
い

る
改

善
の

動
き

が
み

られ
る

先
行

き
に

つ
い

て
は

、雇
用

・所
得

環
境

の
改

善
や

各
種

政
策

の
効

果
が

緩
や

か
な

回
復

を
支

え
る

こと
が

期
待

さ
れ

る
が

、米
国

の
通

商
政

策
の

影
響

に
よ

る
景

気
の

下
振

れ
リス

クが
高

ま
って

い
る

。加
え

て
、物

価
上

昇
の

継
続

が
消

費
者

マ
イン

ドの
下

振
れ

等
を

通
じて

個
人

消
費

に
及

ぼ
す

影
響

な
ども

、我
が

国
の

景
気

を
下

押
しす

る
リス

クと
な

って
い

る
。ま

た
、金

融
資

本
市

場
の

変
動

等
の

影
響

に
一

層
注

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

景
気

は
、緩

や
か

に
回

復
して

い
る

が
、米

国
の

通
商

政
策

等
に

よ
る

不
透

明
感

が
み

られ
る

。
６

月
月

例



連
合

春
季

賃
上

げ
妥

結
状

況

⃝
連

合
の

春
闘

第
７

回
（

最
終

）
回

答
集

計
結

果
（

７
月

３
日

公
表

）
で

は
、全

体
の

賃
上

げ
率

は
5.

25
％

（
中

小
4.

65
％

）
と

な
って

お
り、

比
較

可
能

な
20

13
年

以
降

で
最

も
高

い
。

20
13

.7
.3

20
14

.7
.3

20
15

.7
.2

20
16

.7
.5

20
17

.7
.5

20
18

.7
.6

20
19

.7
.5

20
20

.7
.6

20
21

.7
.5

20
22

.7
.5

20
23

.7
.5

20
24

.7
.3

20
25

.7
.3

賃
上

げ
率

1.
71

2.
07

2.
20

2.
00

1.
98

2.
07

2.
07

1.
90

1.
78

2.
07

3.
58

5.
10

5.
25

中
小

賃
上

げ
率

1.
53

1.
76

1.
88

1.
81

1.
87

1.
99

1.
94

1.
81

1.
73

1.
96

3.
23

4.
45

4.
65

1.
71

2.
07

2.
20

2.
00

1.
98

2.
07

2.
07

1.
90

1.
78

2.
07

3.
58

5.
10

5.
25

1.
53

1.
76

1.
88

1.
81

1.
87

1.
99

1.
94

1.
81

1.
73

1.
96

3.
23

4.
45

4.
65

0.
0

0.
5

1.
0

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

4.
5

5.
0

5.
5

連
合

春
季

生
活

闘
争

第
７

回
（

最
終

）
回

答
集

計
結

果
の

推
移

賃
上

げ
率

中
小

賃
上

げ
率

(％
)

（
資

料
出

所
）

連
合

「2
02

5春
季

生
活

闘
争

第
７

回
（

最
終

）
回

答
集

計
結

果
」（

20
25

年
７

月
３

日
）

を
も

とに
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
（

注
）

各
年

デ
ー

タは
平

均
賃

金
方

式
（

加
重

平
均

）
に

よ
る

定
昇

相
当

込
み

賃
上

げ
率

。
3



経
団

連
春

季
賃

上
げ

妥
結

状
況

⃝
20

25
年

の
経

団
連

春
季

労
使

交
渉

月
例

賃
金

引
上

げ
結

果
で

は
、ア

ップ
率

は
大

手
企

業
5.

38
％

（
第

１
回

集
計

）
、中

小
企

業
4.

35
％

（
第

１
回

集
計

）
とな

って
い

る
。

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

大
手

企
業

1.
83

2.
28

2.
52

2.
27

2.
34

2.
53

2.
43

2.
12

1.
84

2.
27

3.
99

5.
58

5.
38

中
小

企
業

1.
63

1.
76

1.
87

1.
83

1.
81

1.
89

1.
89

1.
70

1.
68

1.
92

3.
00

4.
01

4.
35

1.
83

2.
28

2.
52

2.
27

2.
34

2.
53

2.
43

2.
12

1.
84

2.
27

3.
99

5.
58

5.
38

1.
63

1.
76

1.
87

1.
83

1.
81

1.
89

1.
89

1.
70

1.
68

1.
92

3.
00

4.
01

4.
35

0.
0

1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

6.
0

経
団

連
春

季
労

使
交

渉
月

例
賃

金
引

上
げ

結
果

（
ア

ップ
率

）
の

推
移

大
手

企
業

中
小

企
業

(％
)

（
資

料
出

所
）

経
団

連
「春

季
労

使
交

渉
・大

手
企

業
業

種
別

妥
結

結
果

」「
春

季
労

使
交

渉
・中

小
企

業
業

種
別

妥
結

結
果

」
「2

02
5年

春
季

労
使

交
渉

・大
手

企
業

業
種

別
回

答
状

況
」「

20
25

年
春

季
労

使
交

渉
・中

小
企

業
業

種
別

回
答

状
況

」を
も

とに
、厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

お
い

て
作

成
。

（
注

）
20

24
年

ま
で

は
最

終
集

計
結

果
、2

02
5年

は
第

１
回

集
計

結
果

4



雇
用

人
員

判
断

D
.I

の
推

移
（

過
剰

ｰ
不

足
）

⃝
20

20
年

９
月

以
降

人
手

不
足

感
が

強
ま

り続
け

て
お

り、
中

堅
企

業
・中

小
企

業
に

つ
い

て
は

大
企

業
以

上
に

人
手

不
足

感
が

高
ま

っ
て

い
る

。

5

▲
5
0

▲
4
0

▲
3
0

▲
2
0

▲
1
00

102030

３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月
12月
３月
６月
９月

2
0
0
6
年

2
0
0
7
年

2
0
0
8
年

2
0
0
9
年

2
0
1
0
年

2
0
1
1
年

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

雇
用

人
員

判
断

D
.I

.の
推

移
（

過
剰

－
不

足
）

全
規
模

大
企
業

中
堅
企
業

中
小
企
業

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

注
）

１
．

全
産

業
の

数
値

。
２

．
大

企
業

：
資

本
金

10
億

円
以

上
、中

堅
企

業
：

資
本

金
１

億
円

以
上

10
億

円
未

満
、中

小
企

業
：

資
本

金
２

千
万

円
以

上
１

億
円

未
満

。

予
測

（
％

ポ
イン

ト）
予

測



フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

平
均

値
・

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

の
国

際
比

較

6

（
注

１
）
各

国
で

最
低

賃
金

の
適

用
対

象
等

が
異

な
る

た
め

（
た

と
え

ば
英

仏
独

で
は

若
年

者
等

は
適

用
除

外
等

の
措

置
が

取
ら

れ
て

い
る

一
方

、
日

本
は

全
労

働
者

が
適

用
対

象
）

、
単

純
比

較
は

で
き

な
い

こ
と

に
留

意
が

必
要

。

（
注

２
）
ア

メ
リ

カ
は

連
邦

法
の

最
低

賃
金

額
で

あ
り

、
州

等
に

よ
っ

て
は

連
邦

最
低

賃
金

よ
り

高
い

州
別

最
低

賃
金

を
定

め
て

い
る

州
も

あ
る

こ
と

に
留

意
が

必
要

。

（
注

３
）
O

E
C

D
 D

at
a 

E
xp

lo
re

rの
注

釈
で

は
、

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

「
中

央
値

」
の

方
が

賃
金

の
「
平

均
値

」
よ

り
も

、
国

毎
の

賃
金

の
ば

ら
つ

き
の

違
い

を
考

慮
で

き
る

た
め

、
国

際
比

較
に

は
適

し
て

い
る

と
し

て
い

る
。

（
資

料
出

所
）
O

E
C

D
D

at
a

E
xp

lo
re

r 
“
M

in
im

u
m

 r
e
la

ti
ve

 t
o
 a

ve
ra

ge
 w

ag
e
s 

o
f 
fu

ll-
ti
m

e
 w

o
rk

e
rs

”

48
.1

%
50

.2
%

50
.0

%
45

.3
%

40
.3

%

18
.3

%

60
.9

%
62

.2
%

59
.6

%

51
.7

%
46

.0
%

26
.0

%

0.
0%

10
.0

%

20
.0

%

30
.0

%

40
.0

%

50
.0

%

60
.0

%

70
.0

%

韓
国

フ
ラ

ン
ス

イ
ギ

リ
ス

ド
イ

ツ
日

本
ア

メ
リ

カ

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

平
均

値
・
中

央
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合
（
2
0
2
3
年

）

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

平
均

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

フ
ル

タ
イ

ム
労

働
者

の
賃

金
の

中
央

値
に

占
め

る
最

低
賃

金
の

割
合

○
最

低
賃

金
の

水
準

の
国

際
比

較
に

当
た

っ
て

、
O

E
C

D
で

は
、

「
フ

ル
タ

イ
ム

労
働

者
の

賃
金

の
平

均
値

・
中

央
値

に
占

め
る

最
低

賃
金

の
割

合
」

を
公

表
し

て
い

る
が

、
平

均
値

・
中

央
値

い
ず

れ
で

見
て

も
、

イ
ギ

リ
ス

・
ド

イ
ツ

・
フ

ラ
ン

ス
・

韓
国

よ
り

も
低

い
水

準
と

な
っ

て
い

る
。



地
域

別
の

状
況
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ラ
ン

ク
別

完
全

失
業

率
の

推
移

⃝
ラン

ク別
に

完
全

失
業

率
の

推
移

を
み

る
と、

20
20

年
４

～
６

月
期

頃
か

ら特
に

Ａ
ラン

ク地
域

に
お

い
て

完
全

失
業

率
が

上
昇

し
た

が
、

緩
や

か
に

改
善

し
、こ

の
とこ

ろ
横

ば
い

で
あ

る
。

8

20
14 年

20
15 年

20
16 年

20
17 年

20
18 年

20
19 年

20
20 年

20
21 年

20
22 年

20
23 年

20
24 年

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

20
19

年
20

20
年

20
21

年
20

22
年

20
23

年
20

24
年

20
25 年

Ａ
ラン

ク
3.

6
3.

4
3.

2
2.

8
2.

5
2.

3
2.

9
3.

0
2.

7
2.

6
2.

6
2.

3
2.

4
2.

2
2.

2
2.

4
3.

0
3.

4
3.

0
2.

9
3.

3
3.

1
2.

7
2.

7
2.

9
2.

6
2.

4
2.

7
2.

7
2.

7
2.

3
2.

6
2.

9
2.

5
2.

4
2.

4

Ｂ
ラン

ク
3.

4
3.

1
2.

8
2.

5
2.

2
2.

2
2.

4
2.

5
2.

4
2.

3
2.

3
2.

3
2.

3
2.

1
2.

0
2.

2
2.

5
2.

5
2.

6
2.

6
2.

6
2.

5
2.

3
2.

4
2.

5
2.

3
2.

2
2.

3
2.

4
2.

3
2.

2
2.

3
2.

4
2.

3
2.

1
2.

3

Ｃ
ラン

ク
3.

7
3.

4
2.

9
2.

7
2.

3
2.

2
2.

5
2.

5
2.

3
2.

3
2.

4
2.

3
2.

3
2.

2
2.

1
2.

4
2.

6
2.

6
2.

5
2.

7
2.

7
2.

4
2.

1
2.

4
2.

3
2.

3
2.

1
2.

3
2.

4
2.

4
2.

2
2.

5
2.

5
2.

4
2.

1
2.

3

1.
5

2.
0

2.
5

3.
0

3.
5

4.
0

ラ
ン

ク
別

完
全

失
業

率
の

推
移

Ａ
ラン

ク
Ｂ

ラン
ク

Ｃ
ラン

ク

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「労

働
力

調
査

（
基

本
集

計
）

」よ
り作

成
。

（
注

）
１

．
モ

デ
ル

推
計

に
よ

る
都

道
府

県
別

結
果

。
２

．
各

ラン
クに

属
す

る
都

道
府

県
の

完
全

失
業

者
数

と労
働

力
人

口
を

それ
ぞ

れ
が

合
算

す
る

こと
に

よ
り算

出
。

３
．

各
都

道
府

県
の

ラン
クは

、現
時

点
の

ラン
クに

そろ
え

て
い

る
。

（
％

）



ラ
ン

ク
別

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

⃝
ラン

ク別
に

有
効

求
人

倍
率

の
推

移
を

み
る

と、
20

20
年

の
前

半
に

大
き

く低
下

し
た

後
、改

善
が

続
い

た
が

、足
下

で
は

横
ば

い
とな

って
い

る
。

9

【2
02

5年
４

月
】

A
ラ

ン
ク
,
 
1
.
1
5

B
ラ

ン
ク
,
 
1
.
3
1

C
ラ

ン
ク
,
 
1
.
3
0

0.
60

0.
80

1.
00

1.
20

1.
40

1.
60

1.
80

20 14 年

20 15 年

20 16 年

20 17 年

20 18 年

20 19 年

20 20 年

20 21 年

20 22 年

20 23 年

20 24 年

10 月
11 月

12 月
１ 月

２ 月
３ 月

４ 月
５ 月

６ 月
７ 月

８ 月
９ 月

10 月
11 月

12 月
１ 月

２ 月
３ 月

４ 月
５ 月

６ 月
７ 月

８ 月
９ 月

10 月
11 月

12 月
１ 月

２ 月
３ 月

４ 月
５ 月

６ 月
７ 月

８ 月
９ 月

10 月
11 月

12 月
１ 月

２ 月
３ 月

４ 月
５ 月

６ 月
７ 月

８ 月
９ 月

10 月
11 月

12 月
１ 月

２ 月
３ 月

４ 月
５ 月

６ 月
７ 月

８ 月
９ 月

10 月
11 月

12 月
１ 月

２ 月
３ 月

４ 月
５ 月

20
19

年
20

20
年

20
21

年
20

22
年

20
23

年
20

24
年

20
25

年

ラ
ン

ク
別

有
効

求
人

倍
率

の
推

移

Aラ
ンク

Bラ
ンク

Cラ
ンク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「職

業
安

定
業

務
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

各
ラン

クに
属

す
る

都
道

府
県

の
有

効
求

人
数

（
就

業
地

別
）

と有
効

求
職

者
数

を
それ

ぞ
れ

が
合

算
す

る
こと

に
よ

り算
出

。
２

．
月

次
の

数
値

に
つ

い
て

は
、１

の
計

算
に

お
い

て
、有

効
求

人
数

と有
効

求
職

者
数

の
季

節
調

整
値

を
用

い
て

い
る

。
３

．
各

都
道

府
県

の
ラン

クは
、現

時
点

の
ラン

クに
そろ

え
て

い
る

。

（
倍

）

【2
02

5年
5月

】



ラ
ン

ク
別

新
規

求
人

数
の

水
準

の
推

移

⃝
ラン

ク別
に

新
規

求
人

数
の

水
準

の
推

移
を

み
る

と、
20

20
年

４
月

に
大

き
く減

少
し

た
後

、増
加

傾
向

が
続

き
、こ

の
とこ

ろ
各

ラン
クと

も
お

お
む

ね
横

ば
い

で
推

移
し

て
い

る
。

10

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月
６ 月

７ 月
８ 月

９ 月
10 月

11 月
12 月

１ 月
２ 月

３ 月
４ 月

５ 月

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年
20

25
年

Ａ
ラン

ク
10

01
06

10
2

73
81

90
82

84
89

81
85

88
85

86
87

85
84

88
88

88
90

90
93

96
95

93
96

99
98

98
10

1
99

10
11

02
10

21
01

10
31

03
99

10
31

03
10

11
03

10
5

99
10

21
00

10
11

02
10

31
01

99
99

10
0

99
10

01
00

10
01

00
99

10
31

00
99

10
2

97

Ｂ
ラン

ク
10

01
06

99
81

86
90

86
89

91
88

92
92

89
91

95
93

93
96

97
96

98
10

01
01

10
41

04
10

11
05

10
71

07
10

81
09

10
71

08
10

91
09

10
61

06
10

51
04

10
51

05
10

41
04

10
51

03
10

31
02

10
21

02
10

21
02

99
10

0
99

99
10

01
00

99
97

99
10

1
97

99
10

0
97

Ｃ
ラン

ク
10

01
08

99
84

87
92

90
93

92
93

98
95

94
97

10
1

99
10

11
03

10
41

03
10

41
04

10
61

09
10

91
06

10
91

13
11

31
13

11
41

12
11

41
15

11
41

13
11

41
13

11
01

10
11

21
09

10
81

11
10

81
06

10
71

09
10

61
08

10
61

05
10

51
03

10
31

05
10

31
03

10
21

02
10

51
00

10
11

04
99

70758085909510
0

10
5

11
0

11
5

12
0

ラ
ン

ク
別

新
規

求
人

数
の

推
移

Ａ
ラン

ク
Ｂ

ラン
ク

Ｃ
ラン

ク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「職

業
安

定
業

務
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

20
20

年
１

月
の

新
規

求
人

数
（

季
節

調
整

値
）

を
10

0と
した

場
合

の
各

月
の

新
規

求
人

数
（

季
節

調
整

値
）

の
水

準
。

２
．

各
ラン

クの
新

規
求

人
数

は
、当

該
ラン

クに
属

す
る

都
道

府
県

の
就

業
地

別
新

規
求

人
数

（
季

節
調

整
値

）
を

合
算

して
算

出
。

３
．

各
都

道
府

県
の

ラン
クは

、現
時

点
の

ラン
クに

そろ
え

て
い

る
。

（
20

20
年

１
月

＝
10

0）



2
0
2
1
年

4
月

1
日

産
業

別
の

状
況

11



主
な

産
業

の
売

上
高

経
常

利
益

率
の

推
移

⃝
主

な
産

業
の

経
常

利
益

率
の

推
移

を
み

る
と、

20
20

年
４

～
６

月
期

に
一

部
の

産
業

で
大

き
く低

下
し

て
い

る
が

、そ
の

後
は

、四
半

期
ご

とに
変

動
は

あ
る

も
の

の
、改

善
傾

向
で

推
移

し
て

お
り、

直
近

で
は

横
ば

い
で

あ
る

。

12

7
.
5

全
産
業
（
除
く
金
融
保
険
業
）

7
.
0

9
.
1

製
造
業

7
.7

7
.
5

運
輸
業
，
郵
便
業

3
.3

4
.
2

宿
泊
業
，
飲
食
サ
ー
ビ
ス
業

3
.3

5
.
9

生
活
関
連
サ
ー
ビ
ス
業
，
娯
楽
業

5
.0

▲
30

.0

▲
25

.0

▲
20

.0

▲
15

.0

▲
10

.0

▲
5.

0

0.
0

5.
0

10
.0

15
.0

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

20
14 年

20
15 年

20
16 年

20
17 年

20
18 年

20
19 年

20
20 年

20
21 年

20
22 年

20
23 年

20
24 年

20
19

年
20

20
年

20
21

年
20

22
年

20
23

年
20

24
年

20
25 年

主
な
産
業
の
売
上
高
経
常
利
益
率

の
推
移

全
産

業
（

除
く金

融
保

険
業

）
製

造
業

運
輸

業
，

郵
便

業
宿

泊
業

，
飲

食
サ

ー
ビス

業
生

活
関

連
サ

ー
ビス

業
，

娯
楽

業

（
資

料
出

所
）

財
務

省
「法

人
企

業
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

資
本

金
、出

資
金

又
は

基
金

1,
00

0万
円

以
上

の
営

利
法

人
等

が
対

象
。

２
．

暦
年

の
数

値
は

、四
半

期
デ

ー
タを

合
算

して
作

成
。

（
％

）
【2

02
5年

１
月

～
３

月
】



（
参

考
）

売
上

高
経

常
利

益
率

の
推

移
（

詳
細

）

13
（

資
料

出
所

）
財

務
省

「法
人

企
業

統
計

」よ
り作

成
。

（
注

）
１

．
資

本
金

、出
資

金
又

は
基

金
1,

00
0万

円
以

上
の

営
利

法
人

等
が

対
象

。
２

．
暦

年
の

数
値

は
、四

半
期

デ
ー

タを
合

算
して

作
成

。

20
25

年
20

24
年

20
23

年
20

22
年

20
21

年

20
20

年
20

19
年

20
18

年
20

17
年

20
16

年
20

15
年

（
単

位
：

％
）

１
～

３
月

10
～

12
月

７
～

９
月

４
～

６
月

１
～

３
月

10
～

12
月

７
～

９
月

４
～

６
月

１
～

３
月

10
～

12
月

７
～

９
月

４
～

６
月

１
～

３
月

10
～

12
月

７
～

９
月

４
～

６
月

１
～

３
月

7.
0

7.
2

6.
1

9.
7

7.
1

7.
5

6.
5

6.
5

8.
9

6.
3

7.
0

6.
0

5.
7

8.
4

6.
3

6.
6

6.
6

5.
2

7.
7

6.
0

6.
3

4.
7

5.
7

5.
9

5.
9

5.
5

5.
4

全
産

業
（

除
く金

融
保

険
業

）

7.
7

9.
3

7.
1

11
.6

8.
4

9.
1

7.
5

8.
6

10
.5

7.
0

8.
4

6.
5

8.
9

11
.2

8.
5

8.
7

8.
4

7.
4

10
.7

7.
8

8.
6

5.
5

6.
3

7.
5

7.
6

5.
8

6.
1

製
造

業

6.
8

6.
3

5.
7

8.
9

6.
6

6.
8

6.
1

5.
6

8.
2

6.
0

6.
4

5.
8

4.
2

7.
2

5.
4

5.
6

5.
8

4.
2

6.
4

5.
3

5.
4

4.
3

5.
5

5.
2

5.
2

5.
4

5.
0

非
製

造
業

1.
6

0.
7

0.
4

0.
0

2.
7

0.
9

9.
7

4.
7

4.
8

7.
1

6.
4

9.
3

3.
2

7.
2

2.
7

5.
9

4.
8

2.
2

5.
9

6.
7

4.
9

1.
2

3.
4

2.
0

2.
7

5.
9

3.
7

農
林

水
産

業

24
.7

31
.9

30
.6

30
.3

35
.1

31
.9

32
.4

30
.3

26
.5

23
.3

28
.1

50
.1

29
.0

24
.6

24
.4

32
.6

24
.6

25
.1

28
.2

20
.6

24
.7

8.
8

22
.8

19
.9

21
.6

14
.0

24
.1

鉱
業

、採
石

業
、砂

利
採

取
業

11
.6

6.
3

3.
8

6.
4

9.
9

6.
8

5.
6

4.
9

6.
0

9.
6

6.
7

4.
9

2.
7

4.
4

7.
9

5.
1

5.
2

4.
5

5.
6

9.
8

6.
4

6.
1

6.
0

5.
9

6.
3

6.
4

5.
7

建
設

業

1.
7

4.
6

6.
0

11
.9

0.
4

5.
6

4.
1

9.
4

15
.3

4.
2

7.
9

▲
4.

8
▲

6.
0

▲
0.

3
▲

2.
5

▲
3.

7
▲

3.
5

4.
4

10
.0

▲
1.

8
1.

6
4.

2
4.

2
3.

3
3.

2
4.

6
5.

4
電

気
業

5.
6

0.
9

0.
5

14
.3

3.
8

4.
8

1.
3

1.
9

12
.3

11
.2

7.
3

4.
5

▲
4.

9
3.

4
8.

6
3.

0
▲

2.
7

▲
2.

3
8.

5
4.

8
2.

1
5.

4
5.

9
3.

8
5.

2
6.

5
9.

7
ガ

ス
・熱

供
給

・水
道

業

9.
0

8.
6

9.
1

13
.3

9.
7

10
.2

10
.1

8.
8

14
.2

9.
7

10
.7

9.
1

8.
0

16
.1

9.
0

10
.4

12
.8

8.
9

11
.0

8.
5

10
.3

9.
5

9.
7

10
.0

9.
7

9.
2

8.
9

情
報

通
信

業

3.
3

9.
1

6.
7

9.
6

4.
5

7.
5

7.
3

7.
4

11
.0

2.
9

7.
1

11
.9

5.
4

8.
5

2.
8

7.
1

6.
2

0.
7

2.
7

▲
0.

4
2.

4
▲

1.
8

6.
8

7.
2

6.
3

5.
9

6.
5

運
輸

業
、郵

便
業

3.
7

3.
9

3.
3

4.
9

3.
6

3.
9

3.
6

3.
7

4.
8

3.
4

3.
8

4.
0

3.
3

5.
0

3.
3

3.
9

3.
8

2.
9

3.
4

2.
6

3.
2

2.
7

2.
9

2.
8

2.
7

2.
5

2.
5

卸
売

業
・小

売
業

13
.9

11
.4

12
.2

14
.5

12
.6

12
.6

10
.5

11
.5

12
.9

10
.8

11
.4

12
.3

10
.5

12
.3

11
.2

11
.6

10
.5

10
.9

13
.8

10
.8

11
.5

10
.1

11
.6

12
.0

12
.3

12
.2

12
.2

不
動

産
業

、物
品

賃
貸

業

9.
7

8.
9

8.
8

15
.8

9.
8

10
.8

9.
3

5.
8

11
.7

8.
1

8.
7

7.
3

6.
1

10
.9

9.
0

8.
3

9.
3

4.
6

12
.0

10
.1

9.
1

5.
8

9.
1

8.
0

8.
2

9.
8

8.
0

サ
ー

ビス
業

3.
3

6.
5

3.
0

4.
0

3.
0

4.
2

5.
4

4.
8

2.
4

1.
1

3.
5

2.
8

▲
2.

4
3.

1
▲

4.
5

0.
0

8.
2

1.
5

▲
7.

5
▲

11
.2

▲
1.

2
▲

7.
8

2.
8

3.
6

4.
9

4.
2

4.
3

宿
泊

業
、飲

食
サ

ー
ビス

業

5.
0

5.
6

4.
3

6.
7

7.
2

5.
9

5.
0

6.
1

4.
5

5.
0

5.
1

3.
6

5.
3

4.
8

0.
1

3.
5

5.
0

▲
0.

9
1.

0
▲

0.
5

1.
2

▲
2.

6
4.

1
4.

1
4.

3
3.

8
4.

1
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
業

、娯
楽

業

20
.9

15
.1

19
.5

34
.8

18
.2

22
.1

21
.1

7.
5

24
.5

14
.8

17
.3

14
.7

10
.0

20
.9

19
.9

16
.5

15
.1

7.
2

28
.4

23
.3

19
.3

15
.9

19
.9

16
.0

14
.4

22
.4

16
.4

学
術

研
究

、専
門

・技
術

サ
ー

ビス
業

11
.4

9.
4

12
.3

1.
0

8.
1

7.
8

8.
0

14
.0

4.
9

10
.1

9.
4

5.
4

10
.4

1.
3

5.
8

5.
8

6.
5

11
.0

6.
0

8.
1

7.
9

4.
4

5.
6

7.
4

8.
1

4.
7

5.
1

教
育

、学
習

支
援

業

4.
4

5.
9

4.
4

7.
1

5.
1

5.
6

2.
0

0.
8

3.
3

2.
0

2.
0

3.
0

7.
3

5.
2

3.
2

4.
7

5.
2

4.
4

5.
8

3.
5

4.
8

5.
0

3.
8

4.
3

5.
1

6.
8

6.
1

医
療

、福
祉

業

3.
6

5.
9

4.
5

8.
3

2.
5

5.
5

3.
6

5.
8

9.
3

4.
1

5.
7

5.
4

8.
0

6.
5

6.
5

6.
6

9.
4

6.
2

5.
3

5.
8

6.
8

5.
2

5.
3

5.
2

6.
0

5.
1

4.
6

職
業

紹
介

・労
働

者
派

遣
業

6.
1

7.
2

5.
5

9.
4

7.
7

7.
5

4.
4

4.
8

8.
9

7.
2

6.
3

4.
7

5.
8

7.
8

7.
7

6.
4

6.
9

5.
4

8.
8

7.
7

7.
2

6.
0

6.
9

6.
3

7.
0

7.
1

6.
2

その
他

の
サ

ー
ビス

業



３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

1
2

月

３ 月

６ 月

９ 月

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5
年

全
産

業
1
2

7
4

5
7

7
8

9
7

4
5

7
1
0

1
2

1
5

1
6

1
7

1
6

1
5

1
6

1
2

1
0

8
4

▲
4

▲
3

▲
2

▲
1

▲
8

▲
3

▲
2

2
0

2
3

6
5

8
1
0

1
3

1
2

1
2

1
4

1
5

1
5

1
5

9

製
造

業
1
0

6
4

6
5

4
5

4
1

0
1

4
8

1
1

1
5

1
9

1
8

1
7

1
6

1
6

7
3

▲
1

▲
4

▲
1

▲
3

▲
3

▲
2

▲
6

2
5

6
2

1
0

2
▲

4
▲

1
0

5
4

5
5

8
7

7
4

運
輸

・
郵

便
5

4
▲

1
2

5
9

1
1

1
5

1
2

7
4

5
9

1
1

1
3

1
6

1
1

1
5

1
3

1
4

1
3

1
2

1
1

9
▲

1
▲

4
▲

4
▲

3
▲

2
▲

2
▲

1
▲

1
▲

1
▲

1
▲

4
3

0
5

5
7

1
0

1
4

1
4

1
9

1
9

1
8

1
3

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
▲

1
0

▲
4

▲
1

▲
1

1
0

1
5

1
6

1
2

▲
6

2
3

1
8

6
2

1
2

▲
1

▲
5

▲
3

1
▲

2
▲

8
▲

5
▲

9
▲

7
▲

4
▲

7
▲

7
▲

7
▲

4
▲

6
▲

3
▲

2
1

3
2
5

3
1

3
1

3
0

2
4

2
8

3
0

2
2

2
3

2
0

対
個

人
サ

ー
ビ

ス
▲

2
4

▲
2

▲
3

8
1
1

8
1
5

6
3

3
2

7
1
2

1
3

1
2

8
1
0

9
1
1

1
3

1
5

1
3

8
▲

1
▲

6
▲

5
▲

4
▲

4
▲

3
▲

3
▲

2
▲

2
▲

7
▲

4
6

6
1
2

1
3

1
9

2
0

2
1

1
5

1
8

1
9

2
0

1
3

▲
10

0

▲
80

▲
60

▲
40

▲
2002040

主
な

産
業

の
業

況
判

断
D

Iの
推

移

全
産

業
製

造
業

運
輸

・郵
便

宿
泊

・飲
食

サ
ー

ビス
対

個
人

サ
ー

ビス

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「全
国

企
業

短
期

経
済

観
測

調
査

」
（

注
）

１
．

調
査

対
象

は
、資

本
金

２
千

万
円

以
上

の
民

間
企

業
（

「金
融

機
関

」お
よび

「経
営

コン
サ

ル
タン

ト業
，

純
粋

持
株

会
社

」を
除

く）
。

２
．

20
25

年
９

月
の

数
値

は
、2

02
5年

６
月

調
査

に
よ

る
「先

行
き

（
３

か
月

後
）

の
状

況
」の

数
値

。
３

．
「対

個
人

サ
ー

ビス
」は

、「
洗

濯
・理

容
・美

容
・浴

場
業

」「
そ

の
他

の
生

活
関

連
サ

ー
ビス

業
」「

娯
楽

業
」「

専
修

学
校

、各
種

学
校

」「
学

習
塾

」「
教

養
・技

能
教

授
業

」「
老

人
福

祉
・介

護
事

業
」「

その
他

の
社

会
保

険
・社

会
福

祉
・介

護
事

業
」か

らな
る

。

（
％

ポ
イン

ト：
「良

い
」－

「悪
い

」）

日
銀

短
観

に
よ

る
主

な
産

業
の

業
況

判
断

Ｄ
Ｉ

の
推

移

⃝
日

銀
短

観
に

よ
る

主
な

産
業

の
業

況
判

断
Ｄ

Ｉ
の

推
移

を
み

る
と、

20
20

年
前

半
に

大
き

く低
下

し
た

が
、そ

の
後

は
改

善
傾

向
で

推
移

し
、直

近
で

は
横

ば
い

で
あ

る
。

14先
行

き
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5
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9
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1
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5
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9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

国
内
企
業
物
価
指
数
（
前
年
同
月
比
）

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「企
業

物
価

指
数

」
（

注
）

20
25

年
６

月
速

報
値

。

（
％

）

国
内

企
業

物
価

指
数

（
前

年
同

月
比

）
の

推
移

⃝
国

内
企

業
物

価
指

数
に

つ
い

て
は

、2
02

3年
に

減
少

傾
向

に
あ

った
が

、直
近

で
は

上
昇

傾
向

に
あ

る
。
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【2
02

5年
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9
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1
3

5
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9
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1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5
7

9
11

1
3

5

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

輸
入
物
価
指
数
（
円
ベ
ー
ス
・
前
年
同
月
比
）
の
推
移

（
資

料
出

所
）

日
本

銀
行

「企
業

物
価

指
数

」
（

注
）

20
25

年
６

月
速

報
値

。

（
％

）

輸
入

物
価

指
数

（
円

ベ
ー

ス
・

前
年

同
月

比
）

の
推

移

⃝
輸

入
物

価
指

数
に

つ
い

て
は

、2
02

2年
10

月
以

降
、円

ベ
ー

ス
・前

年
同

月
比

が
縮

小
し

た
。2

02
5年

６
月

は
-1

2.
3%

で
あ

り、
足

下
で

は
減

少
傾

向
で

あ
る

。
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【2
02

5年
６

月
】



2
0
2
1
年

4
月

1
日

消
費

者
物

価
の

動
向
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消
費

者
物

価
指

数
の

指
標

○
消

費
者

物
価

指
数

の
指

標
に

は
、「

総
合

」の
ほ

か
、消

費
者

物
価

の
基

調
を

把
握

す
る

た
め

、変
動

が
大

き
い

品
目

を
除

い
た

「生
鮮

食
品

を
除

く総
合

」「
生

鮮
食

品
及

び
エ

ネ
ル

ギ
ー

を除
く総

合
」が

あ
る

が
、中

央
最

低
賃

金
審

議
会

の
「主

要
統

計
資

料
」で

は
、消

費
者

と実
際

に
取

引
が

あ
る

品
目

の
価

格
の

動
き

を
把

握
す

る
た

め
、「

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
」を

利
用

して
い

る
。

（
資

料
出

所
）

総
務

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「消

費
者

物
価

指
数

に
関

す
る

Q
&A

（
回

答
）

」「
家

計
調

査
に

関
す

る
Q

＆
A（

回
答

）
」、

総
務

省
統

計
研

究
研

修
所

次
長

佐
藤

朋
彦

「統
計

To
da

y
No

.1
28

「実
感

」す
る

消
費

者
物

価
とは

」（
20

18
年

４
月

19
日

）
を

基
に

、厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
お

い
て

作
成

。

世
帯

が
購

入
す

る
財

・サ
ー

ビス
の

うち
、世

帯
の

消
費

支
出

上
一

定
の

割
合

を
占

め
る

重
要

な
品

目
の

価
格

の
指

数
を

計
算

し、
これ

を
ウエ

イト
（

家
計

の
消

費
支

出
に

占
め

る
割

合
）

に
よ

り加
重

平
均

した
も

の
。

「総
合

」

消
費

者
物

価
の

基
調

を
把

握
す

る
た

め
、天

候
要

因
で

値
動

き
が

激
しい

「生
鮮

食
品

」を
除

い
た

も
の

。
「生

鮮
食

品
を

除
く総

合
」

消
費

者
物

価
の

基
調

を
把

握
す

る
た

め
、天

候
要

因
で

値
動

き
が

激
しい

「生
鮮

食
品

」や
、海

外
要

因
で

変
動

す
る

原
油

価
格

の
影

響
を

直
接

受
け

る
「エ

ネ
ル

ギ
ー

」（
電

気
代

、都
市

ガ
ス

代
、プ

ロパ
ンガ

ス
、灯

油
、ガ

ソ
リン

）
を

除
い

た
も

の
。

「生
鮮

食
品

及
び

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

除
く総

合
」

消
費

者
と取

引
が

あ
る

品
目

の
価

格
の

動
き

を
把

握
す

る
た

め
、実

際
に

市
場

で
の

売
買

が
な

い
「持

家
の

帰
属

家
賃

」を
除

い
た

も
の

。

※
 「

持
家

の
帰

属
家

賃
」と

は
、実

際
に

は
家

賃
の

支
払

を伴
わ

な
い

持
家

住
宅

に
つ

い
て

も
、通

常
の

借
家

や
借

間
と

同
様

の
サ

ー
ビス

が
生

産
され

、消
費

され
る

も
の

と仮
定

して
、一

般
市

場
価

格
で

評
価

した
概

念
的

な
も

の
。

※
家

計
調

査
の

「消
費

支
出

」や
毎

月
勤

労
統

計
調

査
の

「賃
金

」は
、「

持
家

の
帰

属
家

賃
を除

く総
合

」を
使

用
し

て
実

質
化

して
い

る
。

「持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
」

18



-2
.0

-1
.00.
0

1.
0

2.
0

3.
0

4.
0

5.
0

1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月

20
12

年
20

13
年

20
14

年
20

15
年

20
16

年
20

17
年

20
18

年
20

19
年

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年
20

25
年

総
合

生
鮮

食
品

を
除

く総
合

生
鮮

食
品

及
び

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

除
く総

合
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

【2
02

5年
5月

】
（

％
）

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」

生
鮮

食
品

を
除

く総
合

3.
7

総
合

3.
5

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く

総
合

4.
0

生
鮮

食
品

及
び

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

除
く総

合
3.

3

消
費

者
物

価
指

数
の

推
移

（
対

前
年

同
月

比
）

○
20

25
年

５
月

の
消

費
者

物
価

指
数

の
「総

合
」は

＋
3.

5％
、「

生
鮮

食
品

を
除

く総
合

」は
＋

3.
7％

、「
生

鮮
食

品
及

び
エ

ネ
ル

ギ
ー

を
除

く
総

合
」は

＋
3.

3％
、「

持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
」は

＋
4.

0％
とな

って
い

る
（

い
ず

れ
も

対
前

年
同

月
比

）
。
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消
費

者
物

価
指

数
の

「
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
」

（
対

前
年

同
月

比
）

の
主

な
項

目
別

寄
与

度
の

推
移

○
消

費
者

物
価

指
数

の
「持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く総
合

」（
前

年
同

月
比

）
は

、2
02

5年
５

月
に

＋
4.

0％
とな

って
い

る
が

、主
な

項
目

別
の

寄
与

度
を

み
る

と、
生

鮮
食

品
を

除
く食

料
、エ

ネ
ル

ギ
ー

の
寄

与
度

が
大

き
い

。

20

-2
.0

%

-1
.0

%

0.
0%

1.
0%

2.
0%

3.
0%

4.
0%

5.
0%

1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月
7月
9月
11月
1月
3月
5月

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

2
0
2
3
年

2
0
2
4
年

2
0
2
5

年

生
鮮
食

品
生

鮮
食

品
を

除
く

食
料

エ
ネ

ル
ギ

ー
通

信
料

（
携

帯
電

話
）

そ
の
他

持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く
総
合

（
資
料
出

所
）
総
務
省
「
消

費
者
物
価
指
数
」
を
も
と
に
厚
生
労
働

省
労

働
基

準
局

に
て

作
成

。
（
注
）
１

．
各
項
目
の
寄
与

度
は
、
「
当
該
項
目
の
ウ
エ
イ
ト
／
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
の

ウ
エ

イ
ト
×

（
当

月
の

当
該

項
目

の
指

数
－

前
年

同
月

の
当

該
項

目
の

指
数

）
／

前
年

同
月

の
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
の

指
数
」
に
よ
り
算

出
。

２
．
「
そ
の
他
」
の

寄
与
度
は
、
持
家
の
帰
属
家
賃
を
除
く

総
合

の
前

年
同

月
比

か
ら

各
項

目
の

寄
与

度
を

控
除

し
た

残
差

と
し

て
計

算
。

３
．
「
エ
ネ
ル
ギ
ー

」
は
、
電
気
代
、
都
市
ガ
ス
代
、
プ
ロ

パ
ン

ガ
ス

、
灯

油
及

び
ガ

ソ
リ

ン
。

2
0
2
5
年
5
月

持
ち

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
：

＋
4
.
0
％

（
寄

与
度

）
・
生

鮮
食

品
：

－
0
.
0
％

・
生

鮮
食

品
を

除
く

食
料

：
＋
2
.
2
％

・
エ

ネ
ル

ギ
ー

：
＋
0
.
7
％

・
通

信
料

（
携

帯
電

話
）

：
＋
0
.
0
％

・
そ

の
他

：
＋
1
.
1
％



消
費

者
物

価
指

数
の

「
基

礎
的

・
選

択
的

支
出

項
目

別
指

数
」

（
対

前
年

同
月

比
）

の
推

移

○
消

費
者

物
価

指
数

の
「基

礎
的

・選
択

的
支

出
項

目
別

指
数

」
（

対
前

年
同

月
比

）
を

見
る

と、
20

25
年

５
月

で
は

、「
基

礎
的

支
出

項
目

」は
＋

5.
2％

、「
選

択
的

支
出

項
目

」は
＋

2.
1％

とな
って

い
る

。
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-4
.0

-2
.00.
0

2.
0

4.
0

6.
0

8.
0

1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月

20
12

年
20

13
年

20
14

年
20

15
年

20
16

年
20

17
年

20
18

年
20

19
年

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年
20

25
年

基
礎

的
支

出
項

目
選

択
的

支
出

項
目

【2
02

5年
5月

】

（
％

）

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」
（

注
）

１
．

基
礎

的
支

出
項

目
（

必
需

品
的

な
も

の
）

とは
、支

出
弾

力
性

が
1.

00
未

満
の

支
出

項
目

で
あ

り、
食

料
、家

賃
、光

熱
費

、保
健

医
療

サ
ー

ビス
な

どが
該

当
。

選
択

的
支

出
項

目
（

贅
沢

品
的

な
も

の
）

とは
、支

出
弾

力
性

が
1.

00
以

上
の

支
出

項
目

で
あ

り、
教

育
費

、教
養

娯
楽

用
耐

久
財

、月
謝

な
どが

該
当

。
２

．
支

出
弾

力
性

とは
、消

費
支

出
総

額
が

１
％

変
化

す
る

時
に

各
財

・サ
ー

ビス
（

支
出

項
目

）
が

何
％

変
化

す
る

か
を

示
した

指
標

。
３

．
基

礎
的

支
出

項
目

・
選

択
的

支
出

項
目

別
指

数
は

、持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
か

ら作
成

され
て

い
る

。

基
礎

的
支

出
項

目
5.

2

選
択

的
支

出
項

目
2.

1



-6
.0

-4
.0

-2
.00.
0

2.
0

4.
0

6.
0

8.
0

10
.0

1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月
9月
1月
5月

20
12

年
20

13
年

20
14

年
20

15
年

20
16

年
20

17
年

20
18

年
20

19
年

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年
20

25
年

１
か

月
に

１
回

程
度

以
上

の
購

入
１

か
月

に
１

回
程

度
未

満
の

購
入

【2
02

5年
5月

】

（
％

）

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」
（

注
）

１
．

購
入

頻
度

階
級

別
指

数
は

、指
数

品
目

を
家

計
調

査
か

ら得
られ

る
１

世
帯

当
た

り購
入

頻
度

に
よ

って
区

分
し、

購
入

頻
度

の
階

級
区

分
別

に
指

数
を

作
成

した
も

の
。

２
．

購
入

頻
度

階
級

別
指

数
は

、持
家

の
帰

属
家

賃
を

除
く総

合
か

ら作
成

され
て

い
る

。

１
か

月
に

１
回

程
度

以
上

の
購

入
4.

7
１

か
月

に
１

回
程

度
未

満
の

購
入

3.
8

消
費

者
物

価
指

数
の

「
購

入
頻

度
階

級
別

指
数

」
（

対
前

年
同

月
比

）
の

推
移

○
消

費
者

物
価

指
数

の
「購

入
頻

度
階

級
別

指
数

」
（

対
前

年
同

月
比

）
を

見
る

と、
20

25
年

５
月

で
は

、「
１

か
月

に
１

回
程

度
以

上
の

購
入

」は
＋

4.
7％

、「
１

か
月

に
１

回
程

度
未

満
の

購
入

」は
＋

3.
8％

とな
って

い
る

。
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消
費

者
物

価
指

数
に

対
す

る
電

気
・

ガ
ス

料
金

支
援

に
よ

る
押

下
げ

効
果

の
推

移

○
電

気
・ガ

ス
料

金
支

援
は

、一
部

の
月

で
消

費
者

物
価

指
数

「総
合

」に
対

す
る

押
し下

げ
効

果
を

示
して

い
る

。

23

＜
電

気
・

ガ
ス

料
金

支
援

値
引

き
単

価
＞

酷
暑

乗
り

切
り

緊
急

支
援

（
20

24
年

８
～

10
月

使
用

分
）

20
24

年
８

・
９

月
使

用
分

低
圧

契
約

は
1k

W
h当

た
り

4円
、

高
圧

契
約

は
1k

W
h当

た
り

2円
、

都
市

ガ
ス

料
金

は
1㎥

当
た

り
17

.5円
20

24
年

10
月

使
用

分
低

圧
契

約
は

1k
W

h当
た

り
2.

5円
、

高
圧

契
約

は
1k

W
h当

た
り

1.
3円

、
都

市
ガ

ス
料

金
は

1㎥
当

た
り

10
円

電
気

・
ガ

ス
料

金
負

担
軽

減
支

援
事

業
（

20
25

年
１

～
３

月
使

用
分

）

20
25

年
１

・
２

月
使

用
分

低
圧

契
約

は
1k

W
h当

た
り

2.
5円

、
高

圧
契

約
は

1k
W

h当
た

り
1.

3円
、

都
市

ガ
ス

料
金

は
1㎥

当
た

り
10

円
、

LN
Gは

1t
当

た
り

12
,1

56
円

20
25

年
３

月
使

用
分

低
圧

契
約

は
1k

W
h当

た
り

1.
3円

、
高

圧
契

約
は

1k
W

h当
た

り
0.

7円
、

都
市

ガ
ス

料
金

は
1㎥

当
た

り
5円

、
LN

Gは
1t

当
た

り
6,

07
8円

※
都

市
ガ

ス
は

家
庭

及
び

年
間

契
約

量
1,

00
0万

㎥
未

満
の

企
業

等
が

対
象

。
LN

Gは
年

間
総

契
約

量
8,

22
6t

未
満

の
需

要
家

が
対

象
。

20
25

年
20

24
年

５
月

４
月

３
月

２
月

１
月

12
月

11
月

10
月

-
-0

.1
7

-0
.3

3
-0

.3
3

-
-

-0
.3

4
-0

.5
4

電
気

・ガ
ス

料
金

支
援

に
よ

る
押

下
げ

効
果

資
料

出
所

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」



20
24

年
10

月
以

降
の

消
費

者
物

価
指

数
の

対
前

年
上

昇
率

の
推

移

資
料

出
所

総
務

省
「

消
費

者
物

価
指

数
」

（
注

）
１

指
数

は
、

「
持

家
の

帰
属

家
賃

を
除

く
総

合
」

を
用

い
た

。
２

各
ラ

ン
ク

の
数

値
は

都
道

府
県

の
県

庁
所

在
地

に
お

け
る

指
数

を
労

働
基

準
局

賃
金

課
に

て
単

純
平

均
し

、
そ

の
対

前
年

上
昇

率
を

算
出

し
た

も
の

で
あ

る
。

３
各

ラ
ン

ク
は

、
20

23
年

度
か

ら
の

適
用

区
分

で
あ

る
。

24

○
消

費
者

物
価

指
数

の
対

前
年

上
昇

率
に

つ
い

て
、2

02
4年

10
月

以
降

、全
国

で
は

2.
6％

～
4.

7％
で

推
移

し、
20

24
年

10
月

～
20

25
年

５
月

平
均

の
対

前
年

同
期

の
上

昇
率

は
3.

9％
とな

って
い

る
。

（
単

位
：

％
）

20
24

年
10

月
～

20
25

年
５

月
平

均

20
25

年
20

24
年

５
月

４
月

３
月

２
月

１
月

12
月

11
月

10
月

3.
9 

4.
0 

4.
1 

4.
2 

4.
3 

4.
7 

4.
2 

3.
4 

2.
6 

全
国

3.
8 

3.
9 

3.
9 

4.
0 

4.
0 

4.
6 

4.
3 

3.
4 

2.
7 

Ａ
ラン

ク

3.
9 

3.
8 

4.
0 

4.
3 

4.
3 

4.
7 

4.
1 

3.
3 

2.
6 

Ｂ
ラン

ク

4.
1 

4.
0 

4.
2 

4.
4 

4.
5 

5.
0 

4.
4 

3.
6 

2.
9 

Ｃ
ラン

ク



消
費

者
物

価
指

数
（

「
頻

繁
に

購
入

す
る

品
目

」
）

の
対

前
年

上
昇

率
の

推
移

【参
考

】「
頻

繁
に

購
入

す
る

品
目

」の
構

成

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「消

費
者

物
価

指
数

」
25

○
消

費
者

物
価

指
数

は
、指

数
品

目
を

家
計

調
査

か
ら得

られ
る

１
世

帯
当

た
り年

間
購

入
頻

度
に

よ
って

区
分

し、
購

入
頻

度
の

階
級

区
分

別
に

指
数

を
作

成
して

い
る

。
○

購
入

頻
度

階
級

の
うち

、「
頻

繁
に

購
入

す
る

品
目

」に
つ

い
て

は
、年

間
購

入
頻

度
15

.0
回

以
上

の
品

目
で

あ
る

。

食
パ

ン
鶏

卵
せ

ん
べ

い
あ

ん
パ

ン
キ

ャベ
ツ

ポ
テト

チ
ップ

ス
カレ

ー
パ

ン
ね

ぎ
チ

ョコ
レー

ト
ゆ

で
うど

ん
レタ

ス
ア

イス
クリ

ー
ム

カッ
プ

麺
もや

し
お

に
ぎ

り
中

華
麺

に
ん

じん
調

理
パ

ン
か

まぼ
こ

た
ま

ね
ぎ

サ
ラダ

豚
肉

（
国

産
品

）
きゅ

うり
茶

飲
料

豚
肉

（
輸

入
品

）
トマ

ト
コー

ヒー
飲

料
Ａ

鶏
肉

ピー
マン

野
菜

ジ
ュー

ス
ハ

ム
しめ

じ
炭

酸
飲

料
ソ

ー
セ

ー
ジ

豆
腐

ポ
リ袋

牛
乳

油
揚

げ
診

療
代

ヨー
グル

ト
納

豆
ガ

ソリ
ン

チ
ー

ズ
（

国
産

品
）

バ
ナ

ナ

（
単

位
：

％
）

20
24

年
10

月
～

20
25

年
５

月
平

均

20
25

年
20

24
年

５
月

４
月

３
月

２
月

１
月

12
月

11
月

10
月

4.
4 

3.
6 

4.
3 

5.
7 

5.
7 

6.
2 

4.
6 

3.
2 

1.
5 

頻
繁

に
購

入



2
0
2
1
年

4
月

1
日

倒
産

の
動

向

26



倒
産

件
数

（
実

数
）

の
推

移

○
倒

産
件

数
の

推
移

を
み

る
と、

20
24

年
は

増
加

して
い

る
。

27

【足
下

の
推

移
】

【長
期

的
な

推
移

】

4,
00

0
6,

00
0

8,
00

0
10

,0
00

12
,0

00
14

,0
00

16
,0

00
18

,0
00

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

倒
産
件
数
（
実
数
）

（
資

料
出

所
）

東
京

商
工

リサ
ー

チ

【2
02

4年
】

10
,0

06
件

10
00

12
00

14
00

16
00

18
00

20
00

22
00

24
00

26
00

28
00

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

７～９月

10～12月

１～３月

４～６月

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

倒
産
件
数
（
実
数
）



原
因

別
倒

産
状

況
の

推
移

○
原

因
別

の
倒

産
状

況
を

見
る

と、
「販

売
不

振
」が

最
も

多
くな

って
い

る
。

28

そ の 他

設 備 投 資 過 大

在 庫 状 態 悪 化

売 掛 金 回 収 難

販 売 不 振

信 用 性 の 低 下

既 往 の し わ よ せ

連 鎖 倒 産

過 少 資 本

放 漫 経 営

19
3

70
5

29
5,

75
9

39
1,

08
2

39
8

44
8

42
3

20
16

年
16

2
49

4
31

5,
81

3
43

1,
04

4
44

7
39

0
42

2
20

17
年

18
2

71
8

27
5,

79
9

56
96

7
37

4
34

2
40

9
20

18
年

18
0

56
8

38
6,

07
9

37
84

4
37

0
33

7
43

4
20

19
年

20
8

47
2

26
5,

72
9

34
77

1
36

1
20

5
39

0
20

20
年

18
9

34
3

18
4,

40
3

25
67

4
29

9
10

1
28

4
20

21
年

23
1

38
2

20
4,

52
5

45
75

7
40

1
12

4
28

5
20

22
年

25
5

31
2

22
6,

38
0

43
93

9
47

6
15

6
38

6
20

23
年

23
7

34
7

29
7,

35
2

56
1,

13
4

53
6

16
6

45
5

20
24

年

（
資

料
出

所
）

中
小

企
業

庁
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
「倒

産
の

状
況

」（
ht

tp
s:

//
w

w
w

.c
hu

sh
o.

m
et

i.g
o.

jp
/k

ou
ka

i/c
ho

us
a/

to
us

an
/)

（
注

）
1．

中
小

企
業

庁
に

お
い

て
、株

式
会

社
東

京
商

工
リサ

ー
チ

「全
国

企
業

倒
産

状
況

」の
調

査
結

果
を

、負
債

総
額

、資
本

金
別

、業
種

別
、原

因
別

で
倒

産
状

況
を

取
りま

とめ
て

い
る

も
の

。
２

．
倒

産
とは

、企
業

が
債

務
の

支
払

不
能

に
陥

った
り、

経
済

活
動

を
続

け
る

こと
が

困
難

に
な

った
状

態
とな

る
こと

。ま
た

、私
的

整
理

（
取

引
停

止
処

分
、内

整
理

）
も

倒
産

に
含

ま
れ

る
。

３
．

負
債

総
額

1,
00

0万
円

以
上

の
倒

産
が

対
象

。



物
価

高
倒

産
の

状
況

29
（

資
料

出
所

）
帝

国
デ

ー
タバ

ン
ク「

全
国

企
業

倒
産

集
計

（
20

24
年

報
）

」、
「全

国
企

業
倒

産
集

計
（

20
25

年
上

半
期

報
）

」
※

本
文

の
下

線
は

厚
生

労
働

省
労

働
基

準
局

に
て

追
記

全
国

企
業

倒
産

集
計

（
20

24
年

報
）

（
抜

粋
）

物
価

高
倒

産
は

93
3件

判
明

過
去

最
多

を
大

幅
に

更
新

「物
価

高
倒

産
」は

、9
33

件
（

前
年

77
5件

、2
0.

4％
増

）
判

明
し、

倒
産

全
体

の
約

１
割

を
占

め
た

。初
め

て
90

0件
を

超
え

、過
去

最
多

を
大

幅
に

更
新

した
。業

種
別

で
は

、『
建

設
業

』（
25

0件
）

が
最

も
多

く、
『製

造
業

』（
19

4件
）

、『
運

輸
・通

信
業

』（
15

5件
）

が
続

い
た

。
資

材
高

が
続

く『
建

設
業

』は
初

め
て

20
0件

を
超

え
、『

小
売

業
』の

うち
「飲

食
店

」（
81

件
）

は
前

年
（

46
件

）
か

ら7
割

増
とな

った
。

全
国

企
業

倒
産

集
計

（
20

25
年

上
半

期
報

）
（

抜
粋

）
（

下
図

）
物

価
高

倒
産

は
44

9件
判

明
2年

連
続

で
40

0件
超

え
「物

価
高

倒
産

」は
、4

49
件

（
前

年
同

期
48

4件
、7

.2
％

減
）

判
明

した
。上

半
期

とし
て

は
5年

ぶ
りに

前
年

同
期

を
下

回
った

も
の

の
、2

年
連

続
で

40
0件

を
超

え
た

。業
種

別
で

は
、『

建
設

業
』（

11
8件

）
が

最
も

多
く、

『小
売

業
』（

90
件

）
、『

製
造

業
』（

87
件

）
が

続
い

た
。原

材
料

や
燃

料
費

高
騰

な
どの

要
因

を
受

け
た

一
方

、人
件

費
な

どの
上

昇
に

耐
え

切
れ

ず
に

倒
産

した
ケ

ー
ス

も
目

立
った

。



要
因

別
で

み
た

人
手

不
足

関
連

倒
産

の
推

移

○
人

手
不

足
関

連
倒

産
件

数
の

推
移

を
み

る
と、

近
年

は
増

加
して

お
り、

倒
産

件
数

全
体

に
占

め
る

人
手

不
足

関
連

倒
産

の
割

合
も

上
昇

して
い

る
。ま

た
、人

手
不

足
関

連
倒

産
の

要
因

は
、「

後
継

者
難

型
」が

最
も

多
い

。

30

求
人
難
型

58
11

4
42

71
59

10
4

後
継
者
難
型

43
0

46
2

倒
産
件
数
全
体
に
占
め
る
割
合
（
折
線
、
右
目
盛
）

7.
5%

0.
0%

2.
0%

4.
0%

6.
0%

8.
0%

10
.0

%

12
.0

%

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

80
0

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

要
因
別
に
み
た
人
手
不
足
関
連
倒
産
件
数
の
推
移

求
人
難
型

後
継
者
難
型

倒
産
件
数
全
体
に
占
め
る
割
合
（
折
線
、
右
目
盛
）

資
料

出
所

：
東

京
商

工
リサ

ー
チ

「全
国

企
業

倒
産

状
況

」を
も

とに
厚

生
労

働
省

労
働

基
準

局
に

て
作

成
（

注
）

負
債

額
1,

00
0万

円
以

上
を

集
計

した
も

の
。

（
件
）



2
0
2
1
年

4
月

1
日

20
24

年
度

全
国

加
重

平
均

51
円

引
上

げ
後

の
状

況

31



最
低

賃
金

の
影

響
率

の
推

移

⃝
最

低
賃

金
の

影
響

率
（

最
低

賃
金

額
を

改
正

し
た

後
に

、改
正

後
の

最
低

賃
金

額
を

下
回

る
こと

とな
る

労
働

者
の

割
合

）
は

、
上

昇
傾

向
に

あ
り、

規
模

の
小

さい
事

業
所

に
お

い
て

、よ
り高

い
水

準
で

推
移

し
て

い
る

。

1.
8

1.
9

1.
6

1.
5

1.
6

1.
5

2.
2

2.
7

2.
7

4.
1

3.
4

4.
9

7.
4

7.
3

9.
0

11
.1

11
.9

13
.8

16
.3

4.
7

16
.2

19
.2

21
.6

23
.2

1.
3

1.
2

1.
0

1.
2

1.
3

1.
2

1.
5

1.
8

1.
9

2.
6

2.
5

2.
8

3.
6

3.
6

4.
0

4.
5

4.
9

5.
1

6.
0

2.
5

5.
9

6.
9

8.
1

8.
8

0.
0

5.
0

10
.0

15
.0

20
.0

25
.0

20
01

02
03

04
05

06
07

08
09

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20
21

22
23

24

３
０

人
未

満
（
製

造
業

等
は

1
0
0
人

未
満

）
事

業
所

に
お

け
る

影
響

率

５
人

以
上

事
業

所
に

お
け

る
影

響
率

資
料

出
所

厚
生

労
働

省
「最

低
賃

金
に

関
す

る
基

礎
調

査
」

（
注

）
事

業
所

規
模

30
人

未
満

（
製

造
業

等
は

10
0人

未
満

）
を

調
査

対
象

とし
て

い
る

。
厚

生
労

働
省

「賃
金

構
造

基
本

統
計

調
査

特
別

集
計

」
（

注
）

調
査

対
象

事
業

所
に

は
、事

業
所

規
模

１
～

４
人

は
含

ま
れ

て
い

な
い

。

（
％

）
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完
全

失
業

率

33

○
完

全
失

業
率

は
、

い
ず

れ
の

ラ
ン

ク
も

前
年

と
同

様
の

動
き

で
あ

る
。

2.
0

2.
1

2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

2.
6

2.
7

2.
8

2.
9

3.
0

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

４
～

６
月

７
～

９
月

10
～

12
月

１
～

３
月

20
22

年
20

23
年

20
24

年

全
国

Ａ
ラン

ク
Ｂ

ラン
ク

Ｃ
ラン

ク

（
資

料
出

所
）

総
務

省
「労

働
力

調
査

（
基

本
集

計
）

」よ
り作

成
。

（
注

）
１

．
モ

デ
ル

推
計

に
よ

る
都

道
府

県
別

結
果

に
よ

る
。

２
．

ラン
ク別

は
各

ラン
クに

属
す

る
都

道
府

県
の

完
全

失
業

者
数

と労
働

力
人

口
を

それ
ぞ

れ
が

合
算

す
る

こと
に

よ
り算

出
。

３
．

各
都

道
府

県
の

ラン
クは

、現
時

点
の

ラン
クに

そろ
え

て
い

る
。

20
25

年

（
％

）
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（
季

節
調

整
値

）
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○
有

効
求

人
倍

率
は

、
い

ず
れ

の
ラ

ン
ク

も
直

近
は

横
ば

い
で

あ
る

。

（
倍

）

0.
9

1.
0

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

20
22

年
20

23
年

20
24

年
20

25
年

全
国

Aラ
ンク

Bラ
ンク

Cラ
ンク

（
資

料
出

所
）

厚
生

労
働

省
「職

業
安

定
業

務
統

計
」よ

り作
成

。
（

注
）

１
．

各
ラン

クに
属

す
る

都
道

府
県

の
有

効
求

人
数

（
就

業
地

別
）

と有
効

求
職

者
数

を
それ

ぞ
れ

が
合

算
す

る
こと

に
よ

り算
出

。
２

．
月

次
の

数
値

に
つ

い
て

は
、１

の
計

算
に

お
い

て
、有

効
求

人
数

と有
効

求
職

者
数

の
季

節
調

整
値

を
用

い
て

い
る

。
３

．
各

都
道

府
県

の
ラン

クは
、現

時
点

の
ラン

クに
そろ

え
て

い
る

。
34
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数
（

前
年

同
月

比
）
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・
雇

用
保

険
の

被
保

険
者

数
（

前
年

同
月

比
）

は
全

国
計

で
は

微
増

し
て

い
る

一
方

、
Ａ

ラ
ン

ク
で

は
増

加
し

て
い

る
が

、
Ｂ

・
Ｃ

ラ
ン

ク
で

は
減

少
傾

向
に

あ
る

。

（
前

年
同

月
比

）

出
所

：
厚

生
労

働
省

「
雇

用
保

険
事

業
統

計
」

都
道

府
県

労
働

局
別

適
用

状
況

月
末

被
保

険
者

数
を

基
に

集
計
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%
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雇
用

保
険

事
業

主
都

合
資

格
喪

失
者

数
（

原
数

値
）
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出
所

：
厚

生
労

働
省

「
雇

用
保

険
事

業
統

計
」

都
道

府
県

労
働

局
別

適
用

状
況

資
格

喪
失

者
数

う
ち

事
業

主
都

合

○
事

業
主

都
合

に
よ

る
雇

用
保

険
資

格
喪

失
者

は
い

ず
れ

の
ラ

ン
ク

も
お

お
む

ね
前

年
と

同
様

の
動

き
で

あ
る

。

（
左

軸
）

（
右
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）

（
右

軸
）
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右

軸
）
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23
年

20
24
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年

全
国

Ａ
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ク
Ｂ
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ク

Ｃ
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（

件
）

（
件

）



雇
用

保
険

適
用

事
業

所
数

（
前

年
同

月
比

）
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○
適

用
事

業
所

数
の

増
加

率
は

縮
小

の
傾

向
に

あ
っ

た
が

、
2
0
2
4
年

以
降

は
横

ば
い

の
傾

向
に

あ
る

。

出
所

：
厚

生
労

働
省

「
雇

用
保

険
事

業
統

計
」

都
道

府
県

労
働

局
別

適
用

状
況
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.5

%

0.
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0.
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1.
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20
22

年
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23
年

20
24

年
20

25
年

全
国

Ａ
ラン

ク
Ｂ

ラン
ク

Ｃ
ラン

ク
（

前
年

同
月

比
）

出
所

：
厚

生
労

働
省

「
雇

用
保

険
事

業
統

計
」

都
道

府
県

労
働

局
別

適
用

状
況



倒
産

に
関

す
る

状
況

38

出
所

：
帝

国
デ

ー
タ

バ
ン

ク
「

全
国

企
業

倒
産

集
計

」

※
倒

産
件

数
は

、
会

社
更

生
法

等
に

よ
る

法
的

整
理

を
申

請
し

た
負

債
額

1,
00

0万
円

以
上

の
法

人
及

び
個

人
経

営
が

対
象

。

○
倒

産
件

数
は

各
ラ

ン
ク

と
も

微
増

傾
向

に
あ

る
。

※
以

下
の

値
は

60
0％

を
超

え
る

。
20

22
年

4月
全

国
計

:1
,6

69
％

、Ａ
ラン

ク：
4,

44
5％

、
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23
年

9月
Ｂ

ラン
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1,
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22
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23
年
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24
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倒
産

件
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全
国

計
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Bラ
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Cラ

ンク

（
件

）
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0
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0
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年
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24
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年

負
債

総
額

（
対

前
年

同
月

比
）

全
国

計
Aラ

ンク
Bラ

ンク
Cラ

ンク
（

％
）
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出

所
：

総
務

省
「

労
働

力
調

査
」

都
道

府
県

別
完

全
失

業
率

（
モ

デ
ル

推
計

値
）

20
24

年
度

最
賃

引
上

げ
額

51 50 55 59 50 54 55 55 52 50 50 50 50 50 50 54 50 51 53 50 50 51 50 50 50 50 50 50 51 50 51 57 58 50 50 51 84 52 59 55 51 56 55 54 55 55 56 56

低
←
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0%
1.

1%
0.

9%
0.

8%
0.

8%
0.

8%
0.

7%
0.

7%
0.

6%
和

歌
山

県
0.

5%
0.

4%
0.

4%
0.

4%
0.

5%
0.

5%
0.

5%
0.

5%
0.

4%
0.

4%
0.

4%
0.

3%
0.

3%
0.

3%
0.

3%
0.

2%
0.

1%
0.

1%
0.

1%
0.

1%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.3
%

-0
.3

%
-0

.4
%

-0
.8

%
-0

.8
%

-0
.8

%
-0

.8
%

鳥
取

県
0.

1%
0.

1%
0.

0%
0.

0%
-0

.2
%

-0
.1

%
-0

.1
%

-0
.1

%
-0

.1
%

-0
.1

%
-0

.2
%

-0
.2

%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
-0

.1
%

0.
0%

-0
.1

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.3
%

-0
.4

%
-0

.3
%

-0
.3

%
-0

.5
%

-0
.5

%
-0

.4
%

-0
.3

%
-0

.5
%

島
根

県
-0

.1
%

-0
.2

%
-0

.4
%

-0
.2

%
-0

.3
%

-0
.3

%
-0

.3
%

-0
.4

%
-0

.4
%

-0
.4

%
-0

.4
%

-0
.5

%
-0

.4
%

-0
.4

%
-0

.4
%

-0
.7

%
-0

.7
%

-0
.8

%
-0

.9
%

-0
.8

%
-0

.9
%

-0
.9

%
-0

.9
%

-0
.9

%
-1

.0
%

-1
.0

%
-1

.0
%

-0
.9

%
-0

.9
%

岡
山

県
0.

8%
0.

8%
0.

6%
0.

6%
0.

4%
0.

3%
0.

2%
0.

2%
0.

1%
0.

0%
-0

.1
%

-0
.1

%
-0

.1
%

-0
.2

%
-0

.1
%

-0
.1

%
-0

.2
%

-0
.1

%
-0

.1
%

-0
.1

%
-0

.2
%

-0
.3

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.2
%

-0
.2

%
0.

0%
広

島
県

0.
5%

0.
5%

0.
5%

0.
4%

0.
3%

0.
2%

0.
2%

0.
2%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
0%

0.
1%

0.
1%

0.
1%

0.
0%

0.
1%

0.
2%

0.
1%

0.
1%

0.
1%

0.
1%

0.
1%

0.
1%

0.
0%

-0
.1

%
山

口
県

-0
.3

%
-0

.3
%

-0
.5

%
-0

.5
%

-0
.7

%
-0

.8
%

-0
.8

%
-1

.0
%

-1
.1

%
-1

.0
%

-1
.2

%
-1

.2
%

-1
.1

%
-1

.1
%

-1
.0

%
-1

.0
%

-0
.9

%
-0

.8
%

-0
.8

%
-0

.7
%

-0
.8

%
-0

.8
%

-0
.6

%
-0

.7
%

-0
.8

%
-0

.8
%

-0
.8

%
-0

.9
%

-1
.0

%
徳

島
県

-0
.6

%
-0

.6
%

-0
.1

%
-0

.3
%

-0
.4

%
-0

.4
%

-0
.5

%
-0

.4
%

-0
.5

%
-0

.6
%

-0
.6

%
-0

.6
%

-0
.5

%
-0

.5
%

-0
.4

%
-0

.4
%

-0
.3

%
-0

.3
%

-0
.3

%
-0

.5
%

-0
.3

%
-0

.3
%

-0
.4

%
-0

.5
%

-0
.6

%
-0

.8
%

-0
.8

%
-0

.8
%

-1
.0

%
香

川
県

0.
5%

0.
4%

0.
3%

0.
4%

0.
3%

0.
2%

0.
2%

0.
1%

-0
.2

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.2
%

-0
.3

%
-0

.1
%

-0
.2

%
-0

.1
%

-0
.2

%
-0

.2
%

-0
.1

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.1
%

-0
.2

%
-0

.5
%

-0
.4

%
-0

.5
%

-0
.4

%
-0

.5
%

-0
.7

%
愛

媛
県

0.
2%

0.
1%

0.
2%

0.
2%

0.
2%

0.
2%

0.
2%

0.
1%

-0
.1

%
-0

.1
%

0.
0%

0.
0%

0.
1%

0.
0%

0.
0%

-0
.1

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.2
%

-0
.3

%
-0

.4
%

-0
.5

%
-0

.6
%

-0
.8

%
-0

.8
%

-0
.8

%
-0

.8
%

-1
.0

%
-1

.0
%

高
知

県
-0

.4
%

-0
.3

%
-0

.3
%

-0
.5

%
-0

.5
%

-0
.7

%
-0

.6
%

-0
.4

%
-0

.4
%

-0
.3

%
-0

.9
%

-1
.7

%
-2

.2
%

-2
.8

%
-2

.9
%

-2
.7

%
-2

.7
%

-2
.5

%
-2

.7
%

-2
.8

%
-2

.7
%

-2
.9

%
-2

.3
%

-1
.6

%
-1

.2
%

-0
.9

%
-0

.9
%

-1
.0

%
-1

.0
%

福
岡

県
1.

6%
1.

5%
1.

2%
1.

1%
1.

1%
1.

0%
0.

9%
1.

0%
0.

9%
1.

0%
1.

0%
0.

9%
0.

9%
1.

0%
1.

1%
1.

0%
1.

0%
1.

0%
1.

0%
0.

9%
1.

0%
0.

9%
0.

9%
1.

0%
0.

9%
0.

8%
0.

8%
0.

8%
0.

8%
佐

賀
県

0.
6%

0.
6%

0.
6%

0.
5%

0.
6%

0.
5%

0.
4%

0.
4%

0.
5%

0.
6%

0.
5%

0.
7%

0.
8%

0.
8%

0.
8%

0.
8%

0.
7%

0.
7%

0.
8%

0.
8%

0.
5%

0.
6%

0.
6%

0.
5%

0.
4%

0.
3%

0.
4%

0.
4%

0.
3%

長
崎

県
-0

.6
%

-0
.6

%
-0

.6
%

-0
.7

%
-0

.4
%

-0
.4

%
-0

.4
%

-0
.3

%
-0

.2
%

-0
.3

%
-0

.2
%

-0
.3

%
-0

.3
%

-0
.2

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.3
%

-0
.2

%
-0

.3
%

-0
.2

%
-0

.6
%

-0
.7

%
-0

.7
%

-0
.7

%
-0

.8
%

-0
.8

%
-0

.9
%

-0
.9

%
-1

.0
%

熊
本

県
1.

3%
1.

2%
1.

2%
1.

0%
1.

0%
1.

0%
1.

0%
1.

0%
1.

0%
1.

1%
1.

0%
0.

9%
0.

9%
0.

9%
0.

9%
0.

9%
0.

8%
0.

9%
0.

9%
0.

8%
0.

7%
0.

7%
0.

7%
0.

8%
0.

8%
0.

7%
0.

6%
0.

6%
0.

6%
大

分
県

0.
0%

0.
0%

0.
1%

-0
.1

%
-0

.1
%

-0
.4

%
-0

.5
%

-0
.5

%
-0

.4
%

-0
.4

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.4
%

-0
.4

%
-0

.5
%

-0
.6

%
-0

.7
%

-0
.5

%
-0

.5
%

-0
.4

%
-0

.4
%

-0
.5

%
-0

.6
%

-0
.6

%
-0

.6
%

-0
.7

%
-0

.6
%

-0
.4

%
-0

.4
%

宮
崎

県
0.

6%
0.

6%
0.

7%
0.

5%
0.

5%
0.

6%
0.

7%
0.

8%
0.

3%
0.

5%
0.

5%
0.

5%
0.

7%
0.

7%
0.

6%
0.

8%
0.

9%
0.

9%
0.

8%
0.

6%
0.

7%
0.

6%
0.

6%
0.

6%
0.

6%
0.

6%
0.

5%
0.

2%
0.

1%
鹿

児
島

県
0.

3%
0.

1%
0.

0%
0.

3%
0.

3%
0.

1%
0.

2%
0.

0%
0.

1%
0.

1%
0.

0%
-0

.2
%

-0
.3

%
-0

.1
%

-0
.3

%
-0

.3
%

-0
.3

%
-0

.2
%

-0
.2

%
-0

.2
%

-0
.5

%
-0

.3
%

-0
.1

%
0.

0%
0.

2%
0.

2%
0.

3%
0.

3%
0.

3%
沖

縄
県

2.
1%

1.
9%

1.
8%

1.
7%

1.
6%

1.
6%

1.
6%

1.
5%

1.
6%

1.
8%

1.
7%

1.
7%

1.
7%

1.
8%

1.
8%

1.
7%

1.
7%

1.
7%

1.
8%

1.
8%

1.
5%

1.
4%

1.
4%

1.
4%

1.
4%

1.
3%

1.
2%

1.
2%

1.
2%



2
0
2
1
年

4
月

1
日

中
小

企
業

へ
の

支
援

・
経

済
対

策
・

エ
ネ

ル
ギ

ー
価

格
対

策
等

44



働
き

方
改

革
推

進
支

援
事

業
|3

0.
1億

円
(3

1.
4億

円
)|

働
き

方
改

革
推

進
支

援
セ

ン
ター

に
お

い
て

、労
務

管
理

等
の

専
門

家
に

よ
る

窓
口

相
談

、企
業

の
取

組
事

例
や

労
働

関
係

助
成

金
の

活
用

方
法

な
どに

関
す

る
セ

ミナ
ー

等
を

実
施

。

よ
ろ

ず
支

援
拠

点
等

の
支

援
体

制
の

充
実

|3
4億

円
の

内
数

(3
5.

0億
円

の
内

数
)|

＜
11

2億
円

の
内

数
＞

各
都

道
府

県
に

設
置

し
た

よ
ろ

ず
支

援
拠

点
の

専
門

家
等

に
よ

る
経

営
相

談
。働

き
方

改
革

や
賃

上
げ

、被
用

者
保

険
の

適
用

拡
大

な
どを

含
む

、多
様

な
経

営
相

談
に

対
応

す
る

た
め

、支
援

体
制

を
充

実
。

業
務

改
善

助
成

金
|1

5億
円

(8
.2

億
円

)|
＜

29
7億

円
＞

事
業

場
内

最
低

賃
金

を
一

定
額

以
上

引
き

上
げ

る
とと

も
に

、生
産

性
向

上
に

資
す

る
設

備
投

資
等

を
行

った
中

小
企

業
等

に
対

し、
そ

の
設

備
投

資
等

に
要

した
費

用
の

一
部

を
助

成
。

キ
ャリ

ア
ア

ップ
助

成
金

|1
,0

25
億

円
(1

,1
06

億
円

)|
非

正
規

雇
用

労
働

者
の

正
社

員
転

換
、処

遇
改

善
を

実
施

した
事

業
主

に
対

し助
成

。
人

材
確

保
等

支
援

助
成

金
|2

.0
億

円
(2

.9
億

円
)|

事
業

主
や

事
業

協
同

組
合

等
が

、魅
力

あ
る

職
場

づ
くり

の
た

め
に

、労
働

環
境

の
向

上
等

の
取

組
に

よ
り従

業
員

の
職

場
定

着
の

促
進

等
を

図
った

場
合

に
助

成
。

人
材

開
発

支
援

助
成

金
等

に
よ

る
支

援
|5

45
億

円
(6

29
億

円
)|

人
材

開
発

支
援

助
成

金
に

よ
り、

事
業

主
等

が
雇

用
す

る
労

働
者

に
対

して
職

務
に

関
連

した
専

門
的

な
知

識
及

び
技

能
の

習
得

を
させ

る
た

め
の

職
業

訓
練

等
を

計
画

に
沿

って
実

施
した

場
合

等
に

、訓
練

経
費

や
訓

練
期

間
中

の
賃

金
の

一
部

等
を

助
成

。

働
き

方
改

革
推

進
支

援
助

成
金

|9
2.

3億
円

(7
1.

0億
円

)|
生

産
性

を
高

め
な

が
ら労

働
時

間
の

縮
減

等
に

取
り組

む
中

小
企

業
等

に
つ

い
て

、そ
の

取
組

に
要

す
る

費
用

を
助

成
。

中
小

企
業

省
力

化
投

資
補

助
事

業
＜

3,
00

0億
円

※
既

存
基

金
を

活
用

＞
人

手
不

足
に

悩
む

中
小

企
業

等
に

対
して

、カ
タロ

グ
か

ら選
ぶ

よ
うに

簡
易

で
即

効
性

あ
る

省
力

化
投

資
を

支
援

す
る

「カ
タロ

グ
注

文
型

」と
、事

業
内

容
に

合
わ

せ
て

多
様

な
設

備
や

シ
ス

テ
ム

が
導

入
で

き
る

「一
般

型
」に

よ
り、

省
力

化
投

資
を

後
押

し。

地
方

公
共

団
体

に
よ

る
小

規
模

事
業

者
支

援
推

進
事

業
|1

0.
00

億
円

|＜
10

.0
0億

円
＞

小
規

模
事

業
者

の
販

路
開

拓
や

生
産

性
向

上
の

取
組

等
を

都
道

府
県

が
支

援
す

る
際

、国
が

そ
の

実
行

に
係

る
都

道
府

県
経

費
の

一
部

を
支

援
。

中
小

企
業

生
産

性
革

命
推

進
事

業
＜

2,
00

0億
円

＞
(独

)中
小

企
業

基
盤

整
備

機
構

が
、生

産
性

向
上

に
取

り組
む

中
小

企
業

・小
規

模
事

業
者

の
設

備
投

資
、I

T導
入

、国
内

外
の

販
路

開
拓

、事
業

承
継

・引
継

ぎ
等

を継
続

的
に

支
援

。

新
事

業
進

出
補

助
金

＜
1,

50
0億

円
※

既
存

基
金

を
活

用
＞

既
存

の
事

業
とは

異
な

る
、新

市
場

・高
付

加
価

値
事

業
へ

の
進

出
に

か
か

る
設

備
投

資
等

を
支

援
。

中
小

企
業

の
生

産
性

向
上

等
に

係
る

支
援

策
|2

02
5年

度
当

初
予

算
額

（
20

24
年

度
当

初
予

算
額

）
|＜

20
24

年
度

補
正

予
算

額
＞

相
談

窓
口

45

生
産

性
向

上
に

関
す

る
支

援
賃

金
引

き
上

げ
に

関
す

る
支

援

①
中

小
企

業
成

長
加

速
化

補
助

金
（

補
助

上
限

額
：

5億
円

、補
助

率
：

1/
2）

…
賃

上
げ

へ
の

貢
献

、輸
出

に
よ

る
外

需
獲

得
、域

内
の

仕
入

に
よ

る
地

域
経

済
へ

の
波

及
効

果
が

大
き

い
売

上
高

10
0億

円
超

を
目

指
して

行
う大

胆
な

投
資

を
支

援

②
も

の
づ

くり
・商

業
・サ

ー
ビス

生
産

性
向

上
促

進
事

業
（

も
の

づ
くり

補
助

金
）

（
補

助
額

：
10

0万
～

4,
00

0万
円

、補
助

率
：

1/
2～

2/
3）

…
革

新
的

な
新

製
品

・新
サ

ー
ビス

開
発

や
、海

外
需

要
開

拓
等

を
行

う事
業

の
た

め
に

必
要

な
設

備
投

資
･シ

ス
テ

ム
構

築
を

支
援

③
小

規
模

事
業

者
持

続
的

発
展

支
援

事
業

（
持

続
化

補
助

金
）

（
補

助
上

限
額

：
原

則
50

万
円

、補
助

率
：

2/
3等

）
…

小
規

模
事

業
者

が
経

営
計

画
を

作
成

して
、商

工
会

・商
工

会
議

所
の

伴
走

支
援

を
受

け
な

が
ら取

り
組

む
販

路
開

拓
の

取
組

等
を

支
援

④
サ

ー
ビス

等
生

産
性

向
上

IT
導

入
支

援
事

業
（

IT
導

入
補

助
金

）
（

補
助

額
：

5万
～

45
0万

円
、補

助
率

：
1/

2~
4/

5）
…

中
小

企
業

・小
規

模
事

業
者

等
の

労
働

生
産

性
の

向
上

を
目

的
とし

て
、業

務
効

率
化

や
Ｄ

Ｘ
等

に
向

け
た

IT
ツー

ル
（

ソ
フト

ウェ
ア

、サ
ー

ビス
等

）
の

導
入

を
支

援
⑤

事
業

承
継

・M
&

A支
援

事
業

（
事

業
承

継
・M

&
A補

助
金

）
（

補
助

額
：

15
0万

～
2,

00
0万

円
、補

助
率

：
1/

3~
2/

3）
…

事
業

承
継

前
の

設
備

投
資

等
に

か
か

る
費

用
や

M
&A

時
の

専
門

家
活

用
に

か
か

る
費

用
、M

&A
後

の
PM

Iに
か

か
る

専
門

家
費

用
や

設
備

投
資

、承
継

時
に

伴
う廃

業
に

か
か

る
費

用
を

支
援



20
25

年
度

予
算

に
お

け
る

「
賃

上
げ

」
支

援
助

成
金

パ
ッ

ケ
ー

ジ

46



中
小

企
業

の
生

産
性

向
上

等
に

係
る

支
援

策
に

お
け

る
主

な
補

助
金

・
助

成
金

の
実

績

47

20
24

年
度

執
行

額
（

億
円

）
※

一
部

暫
定

値

20
24

年
度

実
績

（
件

）
※

一
部

暫
定

値

20
24

年
度

応
募

・申
請

数
（

件
）

※
一

部
暫

定
値

名
称

ー
ー

2,
23

5
中

小
企

業
省

力
化

投
資

補
助

事
業

ー
2,

25
5

6,
40

6
も

の
づ

くり
・商

業
・サ

ー
ビス

生
産

性
向

上
促

進
事

業
（

も
の

づ
くり

補
助

金
）

ー
10

,5
91

23
,3

21
小

規
模

事
業

者
持

続
的

発
展

支
援

事
業

（
持

続
化

補
助

金
）

ー
50

,1
75

71
,7

67
サ

ー
ビス

等
生

産
性

向
上

IT
導

入
支

援
事

業
（

IT
導

入
補

助
金

）

ー
1,

28
5

2,
10

7
事

業
承

継
・M

&
A支

援
事

業
（

事
業

承
継

・M
&

A補
助

金
）

ー
2,

03
1

7,
66

4
中

小
企

業
等

事
業

再
構

築
促

進
事

業

23
3.

5
17

,6
16

21
,7

83
業

務
改

善
助

成
金

53
5.

5
72

,8
26

97
,2

92
キ

ャリ
ア

ア
ップ

助
成

金

0.
7

42
64

人
材

確
保

等
支

援
助

成
金

※
中

小
企

業
団

体
助

成
コー

ス
、雇

用
管

理
制

度
・雇

用
環

境
整

備
助

成
コー

ス
(R

7よ
り受

付
再

開
)、

テ
レ

ワ
ー

クコ
ー

ス

31
5.

5
50

,4
87

82
,2

68
人

材
開

発
支

援
助

成
金

※
人

材
育

成
支

援
コー

ス
、教

育
訓

練
休

暇
等

付
与

コー
ス

、人
へ

の
投

資
促

進
コー

ス
、事

業
展

開
等

リス
キ

リン
グ

支
援

コー
ス

67
.9

4,
28

3
5,

42
5

働
き

方
改

革
推

進
支

援
助

成
金



48

業
務

改
善

助
成

金
の

執
行

状
況

※
事

業
費

を除
い

た
業

務
改

善
助

成
金

の
み

の
予

算
を

記
載

。
（

）
内

の
数

値
は

、事
業

費
を含

め
た

金
額

。
※

四
捨

五
入

の
関

係
か

ら、
数

値
が

一
致

しな
い

場
合

が
あ

る
。

執
行

件
数

（
件

）
執

行
率

（
％

）

⑥
／

⑤

執
行

額

⑥

予
算

現
額

⑤
＝

①
＋

②
＋

③
－

④

次
年

度
へ

の
繰

越
額

④

補
正

予
算

額

③

前
年

度
か

ら
の

繰
越

額

②

当
初

予
算

額

①

18
,6

01
90

.5
23

3.
5

25
7.

9
（

26
8.

7）
13

3.
5

（
13

9.
3）

29
1.

2
（

29
7.

4）
94

.0
（

10
1.

9）
6.

2
（

8.
2）

20
24

年
度

13
,6

03
85

.0
15

1.
6

17
8.

2
（

18
5.

4）
94

.0
（

10
1.

9）
17

1.
7

（
17

9.
8）

92
.6

（
97

.6
）

7.
9

（
9.

9）
20

23
年

度

5,
67

2
34

.6
45

.8
13

2.
5

（
14

0.
0）

92
.6

（
97

.6
）

95
.0

（
10

0.
0）

12
0.

7
（

12
5.

7）
9.

4
（

11
.9

）
20

22
年

度

（
億

円
）
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業
務

改
善

助
成

金
の

執
行

状
況

（
都

道
府

県
別

執
行

件
数

）

20
24

年
度

20
23

年
度

20
22

年
度

20
24

年
度

20
23

年
度

20
22

年
度

27
3 

23
9

13
1

滋
賀

95
3 

64
5

20
1

北
海

道
46

2 
18

6
85

京
都

24
8 

16
9

62
青

森
1,

36
3 

1,
04

2
35

8
大

阪
24

0 
25

4
12

4
岩

手
91

9 
57

7
26

0
兵

庫
24

1 
19

6
59

宮
城

25
2 

16
3

72
奈

良
14

4 
95

55
秋

田
23

3 
17

6
89

和
歌

山
21

9 
14

7
74

山
形

19
2 

17
7

94
鳥

取
34

6 
25

5
84

福
島

16
3 

16
1

45
島

根
30

2 
21

7
10

1
茨

城
20

1 
26

6
10

4
岡

山
35

1 
20

5
10

4
栃

木
42

9 
40

3
16

9
広

島
23

0 
18

7
76

群
馬

30
1 

24
1

10
7

山
口

43
2 

35
9

10
5

埼
玉

33
3 

13
0

84
徳

島
35

6 
24

2
12

1
千

葉
32

3 
24

1
98

香
川

1,
00

7 
69

9
44

0
東

京
30

2 
17

3
96

愛
媛

59
1 

43
7

27
4

神
奈

川
17

2 
19

6
37

高
知

38
1 

32
6

86
新

潟
86

3 
53

9
21

9
福

岡
20

6 
15

8
58

富
山

21
0 

21
1

32
佐

賀
25

7 
18

9
78

石
川

25
5 

21
6

83
長

崎
34

2 
25

4
91

福
井

29
8 

15
5

12
3

熊
本

11
1 

12
8

33
山

梨
29

9 
23

1
16

1
大

分
33

9 
24

8
10

6
長

野
16

9 
15

3
54

宮
崎

43
9 

31
2

10
1

岐
阜

16
3 

12
2

42
鹿

児
島

73
0 

32
4

18
1

静
岡

35
4 

22
0

82
沖

縄
1,

31
5 

1,
09

0
36

1
愛

知
18

,6
01

13
,6

03
5,

67
2

全
国

計
29

2 
24

9
72

三
重

（
件

）



事
業

概
要

：
人

手
不

足
に

悩
む

中
小

企
業

等
に

対
して

、カ
タロ

グ
か

ら選
ぶ

よ
うに

簡
易

で
即

効
性

あ
る

省
力

化
投

資
を

支
援

す
る

「カ
タロ

グ
注

文
型

」と
、事

業
内

容
に

合
わ

せ
て

多
様

な
設

備
や

シ
ス

テ
ム

が
導

入
で

き
る

「一
般

型
」に

よ
り、

省
力

化
投

資
を

後
押

し。

補
助

率
：

1/
3～

2/
3

補
助

上
限

：
最

大
80

00
万

円
⇒

 一
定

水
準

以
上

の
賃

上
げ

で
上

限
額

を
最

大
1億

円
に

引
き

上
げ

【既
存

基
金

を
活

用
3,

00
0億

円
】

•
中

小
企

業
の

大
胆

な
賃

上
げ

を
促

す
た

め
、各

種
補

助
金

に
お

い
て

賃
上

げ
を

行
った

場
合

の
イ

ン
セ

ン
テ

ィブ
措

置
（

補
助

上
限

・補
助

率
の

引
上

げ
等

）
を

設
け

て
い

る
。

•
事

業
承

継
・M

&
A補

助
金

（
事

業
承

継
促

進
枠

・P
M

I促
進

枠
）

に
つ

い
て

は
、現

在
公

募
な

し。

賃
上

げ
を

後
押

しす
る

予
算

措
置

【2
02

4年
度

補
正

予
算

】

＜
中

小
企

業
省

力
化

投
資

補
助

金
＞

＜
事

業
承

継
・M

&
A補

助
金

＞
【生

産
性

革
命

推
進

事
業

20
24

年
度

補
正

3,
40

0億
円

の
内

数
】

50

典
も
ご
教
示
く
だ
さ
い
。

P
M

I推
進

枠
事

業
承

継
促

進
枠

Ｍ
＆

Ａ
後

の
Ｐ

Ｍ
Ｉ

に
か

か
る

専
門

家
費

用
や

設
備

投
資

を
補

助
 

承
継

前
の

設
備

投
資

等
に

係
る

費
用

を
補

助
事

業
概

要

Ｐ
Ｍ

Ｉ
専

門
家

活
用

類
型

 ：
1
/2

事
業

統
合

投
資

類
型

 
：

1
/2

～
2
/3

 
1
/2

～
2
/3

補
助

率

Ｐ
Ｍ

Ｉ
専

門
家

活
用

類
型

 ：
最

大
：

1
5
0
万

円
 

 事
業

統
合

投
資

類
型

：
最

大
8
0
0
万

円
⇒

 一
定

水
準

以
上

の
賃

上
げ

で
上

限
額

を
最

大
1

,0
0

0
万

円
に

引
上

げ

最
大

8
0
0
万

円
⇒

 一
定

水
準

以
上

の
賃

上
げ

で
上

限
額

を
最

大
1

,0
0

0
万

円
に

引
上

げ
補

助
上

限

事
業

場
内

最
低

賃
金

＋
3

0
円

の
場

合
実

施
予

定
事

業
場

内
最

低
賃

金
＋

3
0

円
の

場
合

実
施

予
定

加
点

措
置



事
業

の
内

容
事

業
ス

キ
ー

ム
（

対
象

者
、対

象
行

為
、補

助
率

等
）

導
入

支
援

イ
メ

ー
ジ

中
小

企
業

省
力

化
投

資
補

助
事

業
3,

00
0億

円
（

中
小

企
業

等
事

業
再

構
築

促
進

基
金

を
活

用
20

24
年

に
再

編
）

事
業

目
的

中
小

企
業

等
の

売
上

拡
大

や
生

産
性

向
上

を
後

押
し

す
る

た
め

に
、人

手
不

足
に

悩
む

中
小

企
業

等
に

対
して

、省
力

化
投

資
を

支
援

す
る

。
これ

に
よ

り、
中

小
企

業
等

の
付

加
価

値
額

や
生

産
性

向
上

を
図

り、
賃

上
げ

に
つ

な
げ

る
こと

を
目

的
とす

る
。

事
業

概
要

（
１

）
カタ

ログ
注

文
型

清
掃

ロボ
ット

、自
動

券
売

機
、ス

チ
ー

ム
コン

ベ
クシ

ョン
オ

ー
ブ

ン
、無

人
搬

送
車

等
の

人
手

不
足

解
消

に
効

果
が

あ
る

汎
用

製
品

を
「カ

タロ
グ

」に
掲

載
し

、中
小

企
業

等
が

選
択

し
て

導
入

で
き

る
よ

うに
す

る
こと

で
、簡

易
で

即
効

性
が

あ
る

省
力

化
投

資
を

促
進

す
る

。

（
２

）
一

般
型

業
務

プ
ロセ

ス
の

自
動

化
・高

度
化

や
ロボ

ット
生

産
プ

ロセ
ス

の
改

善
、デ

ジ
タル

トラ
ン

ス
フォ

ー
メー

シ
ョン

(D
X)

等
、中

小
企

業
等

の
個

別
の

現
場

の
設

備
や

事
業

内
容

等
に

合
わ

せ
た

設
備

導
入

・シ
ス

テ
ム

構
築

等
の

多
様

な
省

力
化

投
資

を
促

進
す

る
。

補
助

（
1/

2）
独

立
行

政
法

人
中

小
企

業
基

盤
整

備
機

構
中

小
企

業
等

国
補

助
（

基
金

）

※
これ

ま
で

実
施

して
き

た
中

小
企

業
等

事
業

再
構

築
促

進
事

業
の

ス
キ

ー
ム

補
助

率
補

助
上

限
額

※
カ

ッコ
内

は
大

幅
賃

上
げ

を
行

う場
合

枠
・類

型

1/
2

5人
以

下
20

0万
円

（
30

0万
円

）
6~

20
人

50
0万

円
（

75
0万

円
）

21
人

以
上

10
00

万
円

（
15

00
万

円
）

カ
タ

ロ
グ

注
文

型

1/
2、

小
規

模
・再

生
2/

3

※
補

助
金

額
1,

50
0万

円
まで

は
1/

2も
しく

は
2/

3、
1,

50
0万

円
を超

え
る

部
分

は
1/

3
※

最
低

賃
金

引
上

げ
特

例
：

補
助

率
を2

/3
に

引
上

げ
（

小
規

模
・再

生
事

業
者

は
除

く。
）

5人
以

下
75

0万
円

（
1,

00
0万

円
）

6～
20

人
1,

50
0万

円
（

2,
00

0万
円

）
21

～
50

人
3,

00
0万

円
（

4,
00

0万
円

）
51

～
10

0人
5,

00
0万

円
（

6,
50

0万
円

）
10

1人
以

上
8,

00
0万

円
（

1億
円

）

一
般

型

カタ
ログ

注
文

型
一

般
型

・自
動

券
売

機
・無

人
搬

送
車

・カ
ス

タマ
イズ

機
器

・ソ
フト

＋
ハ

ー
ド

51



52

早
期

の
事

業
承

継
を

促
す

た
め

、事
業

承
継

促
進

枠
に

よ
り５

年
以

内
に

事
業

承
継

す
る

事
業

者
の

設
備

投
資

を
支

援
。

M
&

Aに
お

い
て

成
立

後
の

トラ
ブ

ル
防

止
の

た
め

、専
門

家
活

用
枠

に
お

け
る

デ
ュー

・デ
ィリ

ジ
ェン

ス
実

施
の

際
の

費
用

を
補

助
額

に
加

算
。

ま
た

、1
00

億
企

業
要

件
を

満
た

す
場

合
、専

門
家

活
用

枠
の

補
助

上
限

額
を

拡
大

。
M

&
Aの

統
合

効
果

を
最

大
化

さ
せ

る
た

め
、P

M
I専

門
家

費
用

や
事

業
統

合
投

資
を

支
援

す
る

「P
M

I推
進

枠
」を

新
設

。

補
助

上
限

補
助

率

対
象

経
費

要
件

５
年

以
内

に
親

族
内

承
継

又
は

従
業

員
承

継
を

予
定

し
て

い
る

者
補

助
事

業
期

間
に

経
営

資
源

を
譲

り
渡

す
、

又
は

譲
り

受
け

る
者

事
業

承
継

や
M

&
A
の

検
討

・
実

施
等

に
伴

っ
て

廃
業

等
を

行
う

者

1
/2

・
2
/3

＊

＊
中

小
企

業
者

等
の

う
ち

、
小

規
模

事
業

者
に

該
当

す
る

場
合

：
2
/3

設
備

費
、

産
業

財
産

権
等

関
連

経
費

、
謝

金
、

旅
費

、
外

注
費

、
委

託
費

等

謝
金

、
旅

費
、

外
注

費
、

委
託

費
、

シ
ス

テ
ム

利
用

料
、

保
険

料

事
業

承
継

促
進

枠
専

門
家

活
用

枠
廃

棄
・再

チ
ャレ

ン
ジ

枠

廃
業

支
援

費
、

在
庫

廃
棄

費
、

解
体

費
、

原
状

回
復

費
、

リ
ー

ス
の

解
約

費
、

移
転

・
移

設
費

用
（

併
用

申
請

の
場

合
の

み
）

PM
I推

進
枠

M
&

A
に

伴
い

経
営

資
源

を
譲

り
受

け
る

中
小

企
業

等
に

係
る

P
M

Iの
取

り
組

み
を

行
う

者

設
備

費
、

外
注

費
、

委
託

費
等

昨
年

か
ら

の
主

な
変

更
点

8
0
0
～

1
,0

0
0
万

円
＊

＊
一

定
の

賃
上

げ
を

実
施

す
る

場
合

、
補

助
上

限
を

1
,0

0
0
万

円
に

引
き

上
げ

6
0
0
～

8
0
0
万

円
*

1
、

2
,0

0
0
万

円
＊

2

＊
1
:

8
0
0
万

円
を

上
限

に
、

D
D

費
用

の
申

請
す

る
場

合
2
0
0
万

円
を

加
算

＊
2
:1

0
0
億

企
業

要
件

を
満

た
す

場
合

、
2
,0

0
0
万

円
ま

で
補

助
上

限
額

を
拡

大

P
M

I専
門

家
活

用
類

型
：

1
5
0
万

円
＊

１

事
業

統
合

投
資

類
型

：
8
0
0
～

1
,0

0
0
万

円
＊

２

＊
1
：

専
門

家
活

用
枠

と
同

時
申

請
可

能
＊

2
：

一
定

の
賃

上
げ

を
実

施
す

る
場

合
、

補
助

上
限

を
1
,0

0
0
万

円
に

引
き

上
げ

買
手

支
援

類
型

：
1
/3

・
1
/2

o
r2

/3
＊

1

売
手

支
援

類
型

：
1
/2

・
2
/3

＊
2

＊
1
:1

0
0
億

企
業

要
件

を
満

た
す

場
合

：
1
,0

0
0
万

円
以

下
の

部
分

は
1
/2

、
1
,0

0
0
万

円
超

の
部

分
は

1
/3

＊
2
:①

赤
字

、
②

営
業

利
益

率
の

低
下

(物
価

高
影

響

等
）

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

場
合

：
2
/3

P
M

I専
門

家
活

用
類

型
：

1
/2

事
業

統
合

投
資

類
型

：
1
/2

・
2
/3

＊

＊
中

小
企

業
者

等
の

う
ち

、
小

規
模

事
業

者
に

該
当

す
る

場
合

：
2
/3

• 経
営

革
新

枠
か

ら
改

変
• ５

年
以

内
事

業
承

継
す

る
事

業
者

が
対

象

• 8
0
0
万

円
を

上
限

に
、

D
D

費
用

の
申

請
す

る
場

合
2
0
0
万

円
を

加
算

• 1
0
0
億

企
業

要
件

を
満

た
す

場
合

は
補

助
上

限
額

を
2
,0

0
0
万

円
ま

で
引

き
上

げ

• 新
設

1
5
0
万

円
＊

＊
事

業
承

継
促

進
枠

、
専

門
家

活
用

枠
、

事
業

統
合

投
資

類
型

と
併

用
申

請
す

る
場

合
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

補
助

上
限

に
加

算

1
/2

・
2
/3

＊

＊
事

業
承

継
促

進
枠

、
専

門
家

活
用

枠
、

事
業

統
合

投
資

類
型

と
併

用
申

請
す

る
場

合
は

、
各

事
業

に
お

け
る

事
業

費
の

補
助

率

20
24

年
度

補
正

予
算

事
業

承
継

・Ｍ
＆

Ａ
補

助
金

の
概

要



（
１

－
３

）
賃

上
げ

促
進

税
制

の
拡

充
及

び
延

長
（

所
得

税
・法

人
税

・法
人

住
民

税
・事

業
税

）

•
３

０
年

ぶ
りの

高
い

水
準

の
賃

上
げ

率
を

一
過

性
の

も
の

とせ
ず

、構
造

的
・持

続
的

な
賃

上
げ

を
実

現
す

る
こと

を
目

指
す

。

大 企 業 中 小 企 業

※
１

「資
本

金
10

億
円

以
上

か
つ

従
業

員
数

1,
00

0人
以

上
」又

は
「従

業
員

数
2,

00
0人

超
」の

い
ず

れ
か

に
当

て
は

ま
る

企
業

は
、マ

ル
チ

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

方
針

の
公

表
及

び
そ

の
旨

の
届

出
を

行
うこ

と
が

適
用

の
条

件
。そ

れ
以

外
の

企
業

は
不

要
。

※
２

従
業

員
数

2,
00

0人
以

下
の

企
業

（
そ

の
法

人
及

び
そ

の
法

人
との

間
に

そ
の

法
人

に
よ

る
支

配
関

係
が

あ
る

法
人

の
従

業
員

数
の

合
計

が
１

万
人

を
超

え
る

も
の

を
除

く。
）

が
適

用
可

能
。

た
だ

し、
資

本
金

10
億

円
以

上
か

つ
従

業
員

数
1,

00
0人

以
上

の
企

業
は、

マ
ル

チ
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
方

針
の

公
表

及
び

そ
の

旨
の

届
出

が
必

要
。

※
３

中
小

企
業

者
等

（
資

本
金

１
億

円
以

下
の

法
人

、農
業

協
同

組
合

等
）

又
は

従
業

員
数

1,
00

0人
以

下
の

個
人

事
業

主
が

適
用

可
能

。
※

４
継

続
雇

用
者

とは
、適

用
事

業
年

度
及

び
前

事
業

年
度

の
全

月
分

の
給

与
等

の
支

給
を

受
け

た
国

内
雇

用
者

（
雇

用
保

険
の

一
般

被
保

険
者

に
限

る
）

。
※

５
全

雇
用

者
とは

、雇
用

保
険

の
一

般
被

保
険

者
に

限
られ

な
い

全
て

の
国

内
雇

用
者

。
※

６
税

額
控

除
額

の
計

算
は

、全
雇

用
者

の
前

事
業

年
度

か
ら適

用
事

業
年

度
の

給
与

等
支

給
増

加
額

に
税

額
控

除
率

を
乗

じて
計

算
。た

だ
し、

控
除

上
限

額
は

法
人

税
額

等
の

20
％

。
※

７
教

育
訓

練
費

の
上

乗
せ

要
件

は
、適

用
事

業
年

度
の

教
育

訓
練

費
の

額
が

適
用

事
業

年
度

の
全

雇
用

者
に

対
す

る
給

与
等

支
給

額
の

0.
05

％
以

上
で

あ
る

場
合

に
限

り、
適

用
可

能
。

※
８

繰
越

税
額

控
除

を
す

る
事

業
年

度
に

お
い

て
、全

雇
用

者
の

給
与

等
支

給
額

が
前

年
度

よ
り増

加
して

い
る

場
合

に
限

り、
適

用
可

能
。

中 堅 企 業

最
大

控
除

率
税

額
控

除
率

両
立

支
援

・

女
性

活
躍

税
額

控
除

率
教

育
訓

練
費

※
７

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
※

６

継
続

雇
用

者
※

４

給
与

等
支

給
額

（
前

年
度

比
）

35
％

５
％

上
乗

せ
プ

ラ
チ

ナ
くる

み
ん

ｏ
ｒ

プ
ラ

チ
ナ

え
る

ぼ
し

５
％

上
乗

せ
＋

10
％

10
％

＋
３

％
15

％
＋

４
％

20
％

＋
５

％
25

％
＋

７
％

※
１

※
２

※
３

最
大

控
除

率
税

額
控

除
率

両
立

支
援

・

女
性

活
躍

税
額

控
除

率
教

育
訓

練
費

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
継

続
雇

用
者

給
与

等
支

給
額

（
前

年
度

比
）

35
％

５
％

上
乗

せ
プ

ラ
チ

ナ
くる

み
ん

ｏ
ｒ

え
る

ぼ
し三

段
階

目
以

上
５

％
上

乗
せ

＋
10

％
10

％
＋

３
％

25
％

＋
４

％

最
大

控
除

率
税

額
控

除
率

教
育

訓
練

費
（

前
年

度
比

）

税
額

控
除

率
継

続
雇

用
者

給
与

等
支

給
額

（
前

年
度

比
）

30
％

５
％

上
乗

せ
＋

20
％

15
％

＋
３

％
25

％
＋

４
％

ー
ー

ー
ー

最
大

控
除

率
税

額
控

除
率

両
立

支
援

・

女
性

活
躍

税
額

控
除

率
教

育
訓

練
費

（
前

年
度

比
）

税
額

控
除

率
全

雇
用

者
※

５

給
与

等
支

給
額

（
前

年
度

比
）

45
％

５
％

上
乗

せ
くる

み
ん

ｏ
ｒ

え
る

ぼ
し二

段
階

目
以

上
10

％
上

乗
せ

＋
５

％
15

％
＋

1.
5％

30
％

＋
2.

5％

最
大

控
除

率
税

額
控

除
率

教
育

訓
練

費
（

前
年

度
比

）

税
額

控
除

率
全

雇
用

者
給

与
等

支
給

額
（

前
年

度
比

）

40
％

10
％

上
乗

せ
＋

10
％

15
％

＋
1.

5％
30

％
＋

2.
5％

改
正

後
【措

置
期

間
：

３
年

間
】

改
正

前
【措

置
期

間
：

２
年

間
】

中
小

企
業

は
、賃

上
げ

を実
施

した
年

度
に

控
除

しき
れ

な
か

った
金

額
の

５
年

間
の

繰
越

しが
可

能
※

８
。

経
済

産
業

関
係

20
24

年
度

税
制

改
正

に
つ

い
て

（
抜

粋
） 53



○
成

長
と

分
配

の
好

循
環

の
実

現
に

向
け

た
継

続
的

な
賃

上
げ

に
は

、
コ

ス
ト

上
昇

分
が

適
切

に
価

格
転

嫁
で

き
る

環
境

の
整

備
が

必
要

で
す

。

○
消

費
者

庁
で

は
、

賃
金

上
昇

が
巡

り
巡

る
と

物
価

上
昇

を
も

た
ら

し
得

る
と

い
う

共
通

理
解

を
消

費
者

を
含

め
た

社
会

全
体

で
醸

成
す

べ
く

、
消

費
者

の
物

価
に

対
す

る
理

解
を

促
進

す
る

た
め

の
動

画
コ

ン
テ

ン
ツ

を
作

成
し

、
周

知
を

図
っ

て
い

ま
す

。

賃
金

上
昇

と
物

価
上

昇
の

関
係

に
つ

い
て

の
周

知
（

消
費

者
庁

）

＜
メ

イ
ン

ス
トー

リー
＞

✓
日

本
は

20
22

年
か

らパ
ン

等
が

値
上

が
りし

て
い

る
✓

30
年

位
、物

価
も

賃
金

も
横

ば
い

✓
企

業
は

、原
材

料
費

が
高

騰
して

も
、消

費
者

離
れ

を
お

それ
値

上
げ

せ
ず

、賃
上

げ
も

され
ず

✓
物

価
が

緩
や

か
に

上
が

りな
が

ら、
賃

金
が

上
が

って
い

くの
が

望
ま

しい
姿

✓
値

上
が

りし
て

も
商

品
を

購
入

して
応

援
す

る
気

持
ち

が
大

切

＜
サ

ブ
ス

トー
リー

＞
♯

１
物

の
値

段
は

どう
や

って
決

ま
る

?
✓

物
の

値
段

は
基

本
的

に
「需

給
バ

ラン
ス

」
で

決
ま

る
。物

価
が

下
が

る
/上

が
る

状
態

を
、

デ
フレ

/イ
ンフ

レ
とい

う

♯
２

物
価

が
上

が
ら

な
い

の
は

、な
ぜ

良
く

な
い

の
？

✓
日

本
は

長
い

間
値

上
げ

を
避

け
た

結
果

、
90

年
代

の
終

わ
り頃

か
ら物

価
も

賃
金

も
あ

ま
り上

が
らず

、外
国

と差
が

つ
い

て
しま

った
。

これ
が

デ
フレ

の
良

くな
い

理
由

の
一

つ
。

♯
３

日
本

の
物

価
・賃

金
、世

界
と比

べ
て

ここ
が

変
！

✓
日

本
で

は
、海

外
諸

国
とは

対
照

的
に

、こ
の

30
年

、
物

価
も

賃
金

も
上

が
って

い
な

い
。物

価
が

上
が

らな
い

デ
フレ

の
状

態
が

続
い

て
い

た
の

が
原

因
。

♯
４

物
価

は
な

ん
で

上
が

ら
な

い
の

？
✓

原
材

料
費

が
高

騰
して

も
、値

上
げ

に
敏

感
な

消
費

者
が

離
れ

る
こと

を
お

それ
、価

格
転

嫁
が

で
き

な
か

った
。

♯
５

物
価

を
ウ

ォッ
チ

しよ
う!

✓
買

い
物

を
す

る
とき

、そ
の

値
段

とな
って

い
る

理
由

や
背

景
を

意
識

して
考

え
て

み
る

こと
が

重
要

。

作
成

し
た

動
画

コ
ン

テ
ン

ツ
は

、
消

費
者

庁
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
や

Y
o
u
Tu

b
e
に

掲
載

し
、

S
N

S
（

X
等

）
を

活
用

し
た

周
知

・
啓

発
を

行
っ

て
い

る
ほ

か
、

消
費

者
団

体
に

対
し

て
、

当
該

コ
ン

テ
ン

ツ
の

チ
ラ

シ
を

お
送

り
す

る
な

ど
し

て
、

周
知

を
図

っ
て

い
ま

す
。

動
画

コ
ン

テ
ン

ツ
「

教
え

て
、

探
偵

さ
ん

物
価

上
昇

！
ど

う
す

る
？

」

「
物

の
値

段
は

ど
う

や
っ

て
決

ま
る

？
」

「
日

本
の

物
価

・
賃

金
、

世
界

と
比

べ
て

こ
こ

が
変

！
」

「
物

価
を

ウ
ォ

ッ
チ

し
よ

う
！

」
な

ど
を

テ
ー

マ
に

わ
か

り
や

す
く

解
説

。

動
画

は
こ

ち
ら

か
ら
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パ
ー

トナ
ー

シ
ップ

構
築

宣
言

は
、「

発
注

者
」の

立
場

か
ら、

「代
表

者
の

名
前

」で
、サ

プ
ラ

イ
チ

ェー
ン

全
体

の
付

加
価

値
向

上
や

望
ま

しい
取

引
慣

行
の

遵
守

等
に

つ
い

て
自

主
的

に
宣

言
・公

表
す

る
こと

で
、取

引
適

正
化

に
関

す
る

社
内

へ
の

意
識

徹
底

、
取

引
先

か
らの

取
組

の
見

え
る

化
等

を
図

り、
サ

プ
ライ

チ
ェー

ン全
体

の
共

存
共

栄
を

図
る

取
組

。
※

日
本

商
工

会
議

所
・三

村
元

会
頭

の
イ

ニ
シ

ア
テ

ィブ
の

下
、「

未
来

を
拓

くパ
ー

トナ
ー

シ
ップ

構
築

推
進

会
議

（
PS

会
議

）
」（

20
20

年
5月

）
に

お
い

て
、導

入
を

決
定

。
※

宣
言

の
公

表
は

賃
上

げ
促

進
税

制
（

大
企

業
向

け
）

の
要

件
で

あ
り、

国
・地

方
の

補
助

金
の

加
点

要
素

に
も

な
って

い
る

。

PS
会

議
で

は
、関

係
省

庁
・経

済
界

が
一

堂
に

会
し、

経
産

省
か

らパ
ー

トナ
ー

シ
ップ

宣
言

企
業

の
取

引
先

（
下

請
企

業
）

に
対

す
る

調
査

結
果

を
報

告
し、

今
後

の
課

題
や

対
応

の
方

向
性

を
示

す
とと

も
に

、宣
言

の
拡

大
や

取
引

適
正

化
に

向
け

た
経

済
界

や
各

省
庁

の
姿

勢
を

確
認

。

【共
同

議
長

】経
済

産
業

大
臣

、内
閣

府
特

命
担

当
大

臣
（

経
済

財
政

政
策

）
【構

成
員

】厚
労

大
臣

、農
水

大
臣

、国
交

大
臣

、内
閣

官
房

副
長

官
（

政
務

）
、経

団
連

会
長

、日
商

会
頭

、連
合

会
長

※
第

５
回

は
、臨

時
議

員
とし

て
全

国
知

事
会

・村
井

会
長

（
宮

城
県

知
事

）
及

び
矢

田
補

佐
官

が
出

席
。

「パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ップ
構

築
宣

言
」に

つ
い

て

２
．

未
来

を
拓

くパ
ー

トナ
ー

シ
ップ

構
築

推
進

会
議

（
PS

会
議

）

第
1回

は
20

20
年

5月
、第

2回
は

20
20

年
11

月
、第

3回
は

20
22

年
2月

、第
４

回
は

20
22

年
10

月
11

日
、

第
5回

は
20

23
年

12
月

21
日

、第
６

回
は

20
25

年
2月

21
日

に
開

催
。

（
１

）
サ

プ
ライ

チ
ェー

ン全
体

の
共

存
共

栄
と新

た
な

連
携

（
オ

ー
プ

ンイ
ノベ

ー
シ

ョン
、I

T実
装

、グ
リー

ン化
等

）
（

２
）

下
請

企
業

との
望

ま
しい

取
引

慣
行

（
「振

興
基

準
」）

の
遵

守
、特

に
、取

引
適

正
化

の
重

点
5課

題
（

※
）

へ
の

取
組

※
①

価
格

決
定

方
法

の
適

正
化

、②
型

取
引

の
適

正
化

、③
支

払
条

件
の

改
善

、④
知

的
財

産
・ノ

ウハ
ウの

保
護

、
⑤

働
き

方
改

革
に

伴
うし

わ
寄

せ
防

止

１
．

宣
言

の
骨

子
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56

20
25

年
６

月
27

日
時

点
で

71
,5

60
社

が
宣

言
（

うち
、資

本
金

3億
円

超
の

大
企

業
は

3,
01

2社
）

0

10
00

0

20
00

0

30
00

0

40
00

0

50
00

0

60
00

0

70
00

0

80
00

0

20
20

20
21

年
20

22
年

20
23

年
20

24
年

20
25

宣言企業数

資
本

金
3億

円
超

資
本

金
3億

円
以

下

0

50
0

10
00

15
00

20
00

25
00

30
00

35
00

20
20

年
20

21
年

20
22

年
20

23
年

20
24

年
20

25
年

資
本

金
3億

円
超



（
１

）
多

段
階

の
事

業
者

が
連

携
し

た
取

組
へ

の
支

援
●

多
段

階
の

取
引

か
ら

な
る

サ
プ

ラ
イ

チ
ェ

ー
ン

に
お

い
て

、
二

以
上

の
取

引
段

階
に

あ
る

事
業

者
が

作
成

す
る

振
興

事
業

計
画

に
対

し
、

承
認

・
支

援
で

き
る

旨
を

追
加

。

（
２

）
適

用
対

象
の

追
加

●
①

製
造

、
販

売
等

の
目

的
物

の
引

渡
し

に
必

要
な

運
送

の
委

託
を

対
象

取
引

に
追

加
②

法
人

同
士

に
お

い
て

も
従

業
員

数
の

大
小

関
係

が
あ

る
場

合
を

対
象

に
追

加
。

【
規

制
内

容
の

追
加

】
（

１
）

協
議

を
適

切
に

行
わ

な
い

代
金

額
の

決
定

の
禁

止
【

価
格

据
え

置
き

取
引

へ
の

対
応

】
●

対
象

取
引

に
お

い
て

、
代

金
に

関
す

る
協

議
に

応
じ

な
い

こ
と

や
、

協
議

に
お

い
て

必
要

な
説

明
又

は
情

報
の

提
供

を
し

な
い

こ
と

に
よ

る
、

一
方

的
な

代
金

の
額

の
決

定
を

禁
止

。

（
２

）
手

形
払

等
の

禁
止

●
対

象
取

引
に

お
い

て
、

手
形

払
を

禁
止

。
ま

た
、

支
払

期
日

ま
で

に
代

金
相

当
額

を
得

る
こ

と
が

困
難

な
支

払
手

段
も

併
せ

て
禁

止
。

※
手

形
払

の
禁

止
に

伴
い

、
割

引
困

難
な

手
形

に
係

る
規

制
を

廃
止

。

【
規

制
対

象
の

追
加

】
（

３
）

運
送

委
託

の
対

象
取

引
へ

の
追

加
【

物
流

問
題

へ
の

対
応

】
●

対
象

取
引

に
、

製
造

、
販

売
等

の
目

的
物

の
引

渡
し

に
必

要
な

運
送

の
委

託
を

追
加

。

（
４

）
従

業
員

基
準

の
追

加
【

適
用

基
準

の
追

加
】

●
従

業
員

数
3
0
0
人

（
役

務
提

供
委

託
等

は
1
0
0
人

）
の

区
分

を
新

設
し

、
規

制
及

び
保

護
の

対
象

を
拡

充
。

下
請

代
金

支
払

遅
延

等
防

止
法

及
び

下
請

中
小

企
業

振
興

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律

近
年

の
急

激
な

労
務

費
、

原
材

料
費

、
エ

ネ
ル

ギ
ー

コ
ス

ト
の

上
昇

を
受

け
、

発
注

者
・

受
注

者
の

対
等

な
関

係
に

基
づ

き
、

サ
プ

ラ
イ

チ
ェ

ー
ン

全
体

で
適

切
な

価
格

転
嫁

を
定

着
さ

せ
る

「
構

造
的

な
価

格
転

嫁
」

の
実

現
を

図
っ

て
い

く
こ

と
が

重
要

。
こ

の
た

め
、

協
議

を
適

切
に

行
わ

な
い

代
金

額
の

決
定

の
禁

止
、

手
形

に
よ

る
代

金
の

支
払

等
の

禁
止

、
規

制
及

び
振

興
の

対
象

と
な

る
取

引
へ

の
運

送
委

託
の

追
加

等
の

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
多

段
階

の
取

引
当

事
者

が
連

携
し

た
取

組
等

を
支

援
し

、
価

格
転

嫁
・

取
引

適
正

化
を

徹
底

し
て

い
く

。

１
．

規
制

の
見

直
し

（
下

請
代

金
支

払
遅

延
等

防
止

法
）

２
．

振
興

の
充

実
（

下
請

中
小

企
業

振
興

法
）

背
景

・
概

要

2
0
2
6
年

１
月

１
日

（
一

部
の

規
定

を
除

く
）

施
行

期
日

【
執

行
の

強
化

等
】

（
５

）
面

的
執

行
の

強
化

●
関

係
行

政
機

関
に

よ
る

指
導

及
び

助
言

に
係

る
規

定
、

相
互

情
報

提
供

に
係

る
規

定
等

を
新

設
。

※
そ

の
他

●
製

造
委

託
の

対
象

物
品

と
し

て
、

木
型

そ
の

他
専

ら
物

品
の

製
造

に
用

い
る

物
品

を
追

加
。

●
書

面
等

の
交

付
義

務
に

お
い

て
、

承
諾

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

電
磁

的
方

法
に

よ
る

提
供

を
認

容
。

●
遅

延
利

息
の

対
象

に
、

代
金

を
減

じ
た

場
合

を
追

加
。

●
既

に
違

反
行

為
が

行
わ

れ
て

い
な

い
場

合
等

の
勧

告
に

係
る

規
定

を
整

備
。

（
３

）
地

方
公

共
団

体
と

の
連

携
強

化
●

国
及

び
地

方
公

共
団

体
が

連
携

し
、

全
国

各
地

の
事

業
者

の
振

興
に

向
け

た
取

組
を

講
じ

る
旨

の
責

務
と

、
関

係
者

が
情

報
交

換
な

ど
密

接
な

連
携

に
努

め
る

旨
を

規
定

。

（
４

）
主

務
大

臣
に

よ
る

執
行

強
化

●
主

務
大

臣
に

よ
る

指
導

・
助

言
を

し
た

も
の

の
状

況
が

改
善

さ
れ

な
い

事
業

者
に

対
し

て
、

よ
り

具
体

的
措

置
を

示
し

て
改

善
を

促
す

こ
と

が
で

き
る

旨
を

追
加

。

３
．

「
下

請
」

等
の

用
語

の
見

直
し

（
下

請
代

金
支

払
遅

延
等

防
止

法
及

び
下

請
中

小
企

業
振

興
法

等
）

●
用

語
に

つ
い

て
、

「
下

請
事

業
者

」
を

「
中

小
受

託
事

業
者

」
、

「
親

事
業

者
」

を
「

委
託

事
業

者
」

等
に

改
め

る
。

●
題

名
に

つ
い

て
、

「
下

請
代

金
支

払
遅

延
等

防
止

法
」

を
「

製
造

委
託

等
に

係
る

中
小

受
託

事
業

者
に

対
す

る
代

金
の

支
払

の
遅

延
等

の
防

止
に

関
す

る
法

律
」

に
、

「
下

請
中

小
企

業
振

興
法

」
を

「
受

託
中

小
企

業
振

興
法

」
に

改
め

る
。

5
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地
方

版
政

労
使

会
議

で
の

「
労

務
費

の
指

針
」

の
広

報
状

況

「
地

方
版

政
労

使
会

議
」

で
の

周
知

（
2

0
2

5
年

）

○
「

地
方

版
政

労
使

会
議

」
の

機
会

を
活

用
し

、
都

道
府

県
労

働
局

か
ら

の
依

頼
に

応
じ

、
４

４
の

都
道

府
県

に
お

い
て

公
正

取
引

委
員

会
か

ら
「

労
務

費
転

嫁
指

針
」

を
説

明
。

※
の

滋
賀

県
、

兵
庫

県
、

山
口

県
は

資
料

対
応

開
催

日
（

2
0

2
5

年
）

都
道

府
県

名
開

催
日

（
2

0
2

5
年

）
都

道
府

県
名

開
催

日
（

2
0

2
5

年
）

都
道

府
県

名

1
/3

1
岡

山
3

1
2
/3

富
山

1
6

1
/2

2
北

海
道

0
1

1
/3

1
広

島
3

2
2
/6

石
川

1
7

1
/2

3
青

森
0

2

1
/2

0
徳

島
3

3
1
/1

7
福

井
1

8
2
/1

0
岩

手
0

3

1
/1

5
香

川
3

4
2
/6

山
梨

1
9

2
/6

宮
城

0
4

2
/2

0
愛

媛
3

5
2
/1

7
長

野
2

0
1
/3

0
秋

田
0

5

2
/2

0
高

知
3

6
1
2
/2

3
(2

0
2
4
)

岐
阜

2
1

2
/1

4
山

形
0

6

1
/1

5
福

岡
3

7
2
/3

静
岡

2
2

2
/4

福
島

0
7

2
/4

佐
賀

3
8

2
/6

愛
知

2
3

1
/3

0
茨

城
0

8

2
/6

長
崎

3
9

1
/2

9
三

重
2

4
3
/7

栃
木

0
9

1
/1

5
熊

本
4

0
3
/1

8
京

都
2

5
3
/2

7
群

馬
1

0

1
/3

1
大

分
4

1
2
/1

7
大

阪
2

6
2
/6

埼
玉

1
1

2
/1

8
宮

崎
4

2
2
/2

6
奈

良
2

7
1
/1

7
千

葉
1

2

2
/1

7
鹿

児
島

4
3

2
/1

4
和

歌
山

2
8

1
/2

9
東

京
1

3

1
/2

1
沖

縄
4

4
1
/2

4
鳥

取
2

9
1
/2

0
神

奈
川

1
4

2
/1

2
島

根
3

0
2
/1

4
新

潟
1

5
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（
参

考
）

労
務

費
の

適
切

な
転

嫁
の

た
め

の
価

格
交

渉
に

関
す

る
指

針
①

発
注

者
とし

て
採

る
べ

き
行

動
／

求
め

られ
る

行
動

59

★
行

動
①

：
本

社
（

経
営

ト
ッ

プ
）

の
関

与

①
労

務
費

の
上

昇
分

に
つ

い
て

取
引

価
格

へ
の

転
嫁

を
受

け
入

れ
る

取
組

方
針

を
具

体
的

に
経

営
ト

ッ
プ

ま
で

上
げ

て
決

定
す

る
こ

と
、

②
経

営
ト

ッ
プ

が
同

方
針

又
は

そ
の

要
旨

な
ど

を
書

面
等

の
形

に
残

る
方

法
で

社
内

外
に

示
す

こ
と

、
③

そ
の

後
の

取
組

状
況

を
定

期
的

に
経

営
ト

ッ
プ

に
報

告
し

、
必

要
に

応
じ

、
経

営
ト

ッ
プ

が
更

な
る

対
応

方
針

を
示

す
こ

と
。

★
行

動
②

：
発

注
者

側
か

ら
の

定
期

的
な

協
議

の
実

施

受
注

者
か

ら
労

務
費

の
上

昇
分

に
係

る
取

引
価

格
の

引
上

げ
を

求
め

ら
れ

て
い

な
く

て
も

、
業

界
の

慣
行

に
応

じ
て

１
年

に
１

回
や

半
年

に
１

回
な

ど
定

期
的

に
労

務
費

の
転

嫁
に

つ
い

て
発

注
者

か
ら

協
議

の
場

を
設

け
る

こ
と

。
特

に
長

年
価

格
が

据
え

置
か

れ
て

き
た

取
引

や
、

ス
ポ

ッ
ト

取
引

と
称

し
て

長
年

同
じ

価
格

で
更

新
さ

れ
て

い
る

よ
う

な
取

引
に

お
い

て
は

協
議

が
必

要
で

あ
る

こ
と

に
留

意
が

必
要

で
あ

る
。

協
議

す
る

こ
と

な
く

長
年

価
格

を
据

え
置

く
こ

と
や

、
ス

ポ
ッ

ト
取

引
と

は
い

え
な

い
に

も
か

か
わ

ら
ず

ス
ポ

ッ
ト

取
引

で
あ

る
こ

と
を

理
由

に
協

議
す

る
こ

と
な

く
価

格
を

据
え

置
く

こ
と

は
、

独
占

禁
止

法
上

の
優

越
的

地
位

の
濫

用
又

は
下

請
代

金
法

上
の

買
い

た
た

き
と

し
て

問
題

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
。

★
行

動
③

：
説

明
・

資
料

を
求

め
る

場
合

は
公

表
資

料
と

す
る

こ
と

労
務

費
上

昇
の

理
由

の
説

明
や

根
拠

資
料

の
提

出
を

受
注

者
に

求
め

る
場

合
は

、
公

表
資

料
（

最
低

賃
金

の
上

昇
率

、
春

季
労

使
交

渉
の

妥
結

額
や

そ
の

上
昇

率
な

ど
）

に
基

づ
く

も
の

と
し

、
受

注
者

が
公

表
資

料
を

用
い

て
提

示
し

て
希

望
す

る
価

格
に

つ
い

て
は

、
こ

れ
を

合
理

的
な

根
拠

の
あ

る
も

の
と

し
て

尊
重

す
る

こ
と

。

★
行

動
④

：
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
全

体
で

の
適

切
な

価
格

転
嫁

を
行

う
こ

と

労
務

費
を

は
じ

め
と

す
る

価
格

転
嫁

に
係

る
交

渉
に

お
い

て
は

、
サ

プ
ラ

イ
チ

ェ
ー

ン
全

体
で

の
適

切
な

価
格

転
嫁

に
よ

る
適

正
な

価
格

設
定

を
行

う
た

め
、

直
接

の
取

引
先

で
あ

る
受

注
者

が
そ

の
先

の
取

引
先

と
の

取
引

価
格

を
適

正
化

す
べ

き
立

場
に

い
る

こ
と

を
常

に
意

識
し

て
、

そ
の

こ
と

を
受

注
者

か
ら

の
要

請
額

の
妥

当
性

の
判

断
に

反
映

さ
せ

る
こ

と
。

★
行

動
⑤

：
要

請
が

あ
れ

ば
協

議
の

テ
ー

ブ
ル

に
つ

く
こ

と

受
注

者
か

ら
労

務
費

の
上

昇
を

理
由

に
取

引
価

格
の

引
上

げ
を

求
め

ら
れ

た
場

合
に

は
、

協
議

の
テ

ー
ブ

ル
に

つ
く

こ
と

。
労

務
費

の
転

嫁
を

求
め

ら
れ

た
こ

と
を

理
由

と
し

て
、

取
引

を
停

止
す

る
な

ど
不

利
益

な
取

扱
い

を
し

な
い

こ
と

。

★
行

動
⑥

：
必

要
に

応
じ

考
え

方
を

提
案

す
る

こ
と

受
注

者
か

ら
の

申
入

れ
の

巧
拙

に
か

か
わ

ら
ず

受
注

者
と

協
議

を
行

い
、

必
要

に
応

じ
労

務
費

上
昇

分
の

価
格

転
嫁

に
係

る
考

え
方

を
提

案
す

る
こ

と
。

本
指

針
の

性
格

労
務

費
の

転
嫁

に
関

す
る

事
業

者
の

発
注

者
・

受
注

者
の

双
方

の
立

場
か

ら
の

行
動

指
針

。

労
務

費
の

適
切

な
転

嫁
の

た
め

、
発

注
者

及
び

受
注

者
が

こ
の

行
動

指
針

に
沿

っ
た

行
為

を
行

う
こ

と
が

必
要

。

本
指

針
に

記
載

の
１

２
の

行
動

指
針

に
沿

わ
な

い
よ

う
な

行
為

を
す

る
こ

と
に

よ
り

、
公

正
な

競
争

を
阻

害
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
、

公
正

取
引

委
員

会
に

お
い

て
独

占
禁

止
法

及
び

下
請

代
金

法
に

基
づ

き
厳

正
に

対
処

す
る

こ
と

を
明

記
。

他
方

で
、

記
載

さ
れ

た
発

注
者

と
し

て
の

行
動

を
全

て
適

切
に

行
っ

て
い

る
場

合
、

通
常

は
独

占
禁

止
法

及
び

下
請

代
金

法
上

の
問

題
が

生
じ

な
い

旨
を

明
記

。
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（
参

考
）

労
務

費
の

適
切

な
転

嫁
の

た
め

の
価

格
交

渉
に

関
す

る
指

針
②

60

★
行

動
②

：
交

渉
記

録
の

作
成

、発
注

者
と

受
注

者
の

双
方

で
の

保
管

価
格

交
渉

の
記

録
を

作
成

し
、

発
注

者
と

受
注

者
と

双
方

で
保

管
す

る
こ

と
。

発
注

者
・受

注
者

の
双

方
が

採
る

べ
き

行
動

／
求

め
られ

る
行

動

★
行

動
①

：
定

期
的

な
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

定
期

的
に

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
を

と
る

こ
と

。

★
行

動
①

：
相

談
窓

口
の

活
用

労
務

費
上

昇
分

の
価

格
転

嫁
の

交
渉

の
仕

方
に

つ
い

て
、

国
・

地
方

公
共

団
体

の
相

談
窓

口
、

中
小

企
業

の
支

援
機

関
（

全
国

の
商

工
会

議
所

・
商

工
会

等
）

の
相

談
窓

口
な

ど
に

相
談

す
る

な
ど

し
て

積
極

的
に

情
報

を
収

集
し

て
交

渉
に

臨
む

こ
と

。

★
行

動
②

：
根

拠
と

す
る

資
料

発
注

者
と

の
価

格
交

渉
に

お
い

て
使

用
す

る
根

拠
資

料
と

し
て

は
、

最
低

賃
金

の
上

昇
率

、
春

季
労

使
交

渉
の

妥
結

額
や

そ
の

上
昇

率
な

ど
の

公
表

資
料

を
用

い
る

こ
と

。

★
行

動
③

：
値

上
げ

要
請

の
タ

イ
ミ

ン
グ

労
務

費
上

昇
分

の
価

格
転

嫁
の

交
渉

は
、

業
界

の
慣

行
に

応
じ

て
１

年
に

１
回

や
半

年
に

１
回

な
ど

の
定

期
的

に
行

わ
れ

る
発

注
者

と
の

価
格

交
渉

の
タ

イ
ミ

ン
グ

、
業

界
の

定
期

的
な

価
格

交
渉

の
時

期
な

ど
受

注
者

が
価

格
交

渉
を

申
し

出
や

す
い

タ
イ

ミ
ン

グ
、

発
注

者
の

業
務

の
繁

忙
期

な
ど

受
注

者
の

交
渉

力
が

比
較

的
優

位
な

タ
イ

ミ
ン

グ
な

ど
の

機
会

を
活

用
し

て
行

う
こ

と
。

★
行

動
④

：
発

注
者

か
ら

価
格

を
提

示
さ

れ
る

の
を

待
た

ず
に

自
ら

希
望

す
る

額
を

提
示

発
注

者
か

ら
価

格
を

提
示

さ
れ

る
の

を
待

た
ず

に
受

注
者

側
か

ら
も

希
望

す
る

価
格

を
発

注
者

に
提

示
す

る
こ

と
。

発
注

者
に

提
示

す
る

価
格

の
設

定
に

お
い

て
は

、
自

社
の

労
務

費
だ

け
で

な
く

、
自

社
の

発
注

先
や

そ
の

先
の

取
引

先
に

お
け

る
労

務
費

も
考

慮
す

る
こ

と
。

受
注

者
とし

て
採

る
べ

き
行

動
／

求
め

られ
る

行
動



価
格

交
渉

促
進

月
間

（
20

25
年

３
月

）
フォ

ロ
ー

ア
ップ

調
査

結
果

20
25

年
6月

20
日

中
小

企
業

庁

61

（
一

部
抜

粋
）

）



20
25

年
３

月
価

格
交

渉
促

進
月

間
フォ

ロ
ー

ア
ップ

調
査

の
概

要
•

原
材

料
費

や
エ

ネ
ル

ギ
ー

費
、労

務
費

等
が

上
昇

す
る

中
、多

くの
中

小
企

業
が

価
格

交
渉

・価
格

転
嫁

で
き

る
環

境
整

備
の

た
め

、2
02

1年
９

月
よ

り毎
年

９
月

と３
月

を
「価

格
交

渉
促

進
月

間
」と

設
定

。2
02

5年
３

月
で

８
回

目
。

•
成

果
を

確
認

す
る

た
め

、各
「月

間
」の

終
了

後
、価

格
交

渉
、価

格
転

嫁
の

実
施

状
況

に
つ

い
て

、中
小

企
業

に
対

して
「①

ア
ン

ケ
ー

ト調
査

、②
下

請
Ｇ

メ
ン

に
よ

る
ヒア

リン
グ

」を
実

施
。必

要
に

応
じて

大
臣

名
で

の
指

導
・助

言
等

に
繋

げ
て

い
く。

①
ア

ン
ケ

ー
ト調

査
○

調
査

の
内

容
中

小
企

業
等

に
、2

02
4年

10
月

～
20

25
年

３
月

末
ま

で
の

期
間

に
お

け
る

、発
注

企
業

（
最

大
3社

分
）

との
間

の
価

格
交

渉
・転

嫁
の

状
況

を問
うア

ンケ
ー

ト票
を

送
付

。調
査

票
の

配
布

先
の

業
種

は
、経

済
セ

ンサ
ス

の
産

業
別

法
人

企
業

数
の

割
合

（
Bt

oC
取

引
が

中
心

の
業

種
を除

く）
を参

考
に

して
抽

出
。

○
配

布
先

の
企

業
数

30
万

社
○

調
査

期
間

20
25

年
４

月
21

日
～

５
月

30
日

○
回

答
企

業
数

65
,7

25
社

（
回

答
か

ら抽
出

され
る

発
注

企
業

数
は

延
べ

76
,8

94
社

）
※

回
答

企
業

の
うち

、取
引

先
が

グ
ル

ー
プ企

業
の

み
な

どの
理

由
に

より
、回

答
対

象
外

の
企

業
は

14
,7

78
社

※
参

考
：

20
24

年
９

月
調

査
：

51
,2

82
社

（
延

べ
54

,4
30

社
）

20
24

年
３

月
調

査
：

46
,4

61
社

（
延

べ
67

,3
90

社
）

○
回

収
率

21
.9

％
（

※
回

答
企

業
数

／
配

布
先

の
企

業
数

）
※

参
考

：
20

24
年

９
月

調
査

：
17

.1
％

、
20

24
年

３
月

調
査

：
15

.5
％

②
下

請
G

メ
ン

に
よ

る
ヒア

リン
グ

調
査

○
調

査
の

内
容

発
注

企
業

との
間

に
お

け
る

価
格

交
渉

の
内

容
や

転
嫁

状
況

等
に

つ
い

て
、全

国
の

中
小

企
業

か
ら広

くヒ
アリ

ング
を実

施
。

6 2



63

価
格

交
渉

の
状

況 ①
28

.3
%

②
58

.1
%

③
0.

4%
④

10
.2

%⑤
3.

0%

n=
34

,5
86

20
24

年
９

月
発

注
企

業
か

ら
、交

渉
の

申
し

入
れ

が
あ

り、
価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

。
①

受
注

企
業

か
ら、

発
注

企
業

に
交

渉
を

申
し出

、
価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

。
②

コス
トが

上
昇

し、
発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
が

あ
った

が
、

発
注

減
少

や
取

引
停

止
を

恐
れ

、
発

注
企

業
か

らの
申

し入
れ

を
辞

退
した

。
③

コス
トが

上
昇

した
が

、発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

が
な

く、
発

注
減

少
や

取
引

停
止

を
恐

れ
、

交
渉

を
申

し出
な

か
った

。
④

コス
トが

上
昇

し、
発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
が

な
く、

受
注

企
業

か
ら

交
渉

を
申

し
出

た
が

、
応

じて
も

ら
え

な
か

った
。

⑤
86

.4
％

13
.6

％

直
近

６
か

月
間

に
お

け
る

価
格

交
渉

の
状

況

•
「発

注
側

企
業

か
ら申

し入
れ

が
あ

り、
価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

」割
合

（
①

）
は

、前
回

か
ら約

３
ポ

イ
ン

ト増
の

31
.5

％
。

•
「価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

」割
合

（
①

②
）

も
前

回
か

ら約
３

ポ
イ

ン
ト増

の
89

.2
％

。
•

「価
格

交
渉

が
行

わ
れ

な
か

った
」割

合
（

③
④

⑤
）

は
減

少
（

前
回

13
.6

％
→

10
.8

％
）

。
発

注
企

業
か

らの
申

し入
れ

は
、さ

らに
浸

透
しつ

つ
あ

る
も

の
の

、引
き

続
き

、受
注

企
業

の
意

に
反

して
交

渉
が

行
わ

れ
な

か
った

者
が

約
１

割
。引

き
続

き
、協

議
に

応
じな

い
一

方
的

な
価

格
決

定
の

禁
止

を
盛

り込
ん

だ
「中

小
受

託
取

引
適

正
化

法
」の

周
知

を
含

め
、価

格
交

渉
・転

嫁
へ

の
更

な
る

機
運

醸
成

が
重

要
。

※
「価

格
交

渉
は

不
要

」と
の

回
答

を除
い

た
場

合
の

回
答

分
布

①
31

.5
%

②
57

.6
%

③
0.

4%
④

7.
9%

⑤
2.

6%

n=
55

,3
60

20
25

年

３
月 価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

89
.2

％

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
に

より
、

交
渉

が
行

わ
れ

た

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

な
か

った
10

.8
％



交
渉

を希
望

した
が

行
わ

れ
な

か
った

7.
5％

（
参

考
）

「価
格

交
渉

不
要

」の
回

答
を

含
め

た
場

合
の

回
答

分
布

•
「発

注
企

業
か

ら交
渉

の
申

し入
れ

が
あ

り、
価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

」割
合

は
、２

割
超

（
前

回
18

.0
％

→
22

.7
％

）
。

•
発

注
企

業
との

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

た
割

合
は

、６
割

超
（

前
回

54
.9

%
→

64
.2

%
）

。
•

一
方

で
、「

価
格

交
渉

を
希

望
した

が
、交

渉
が

行
わ

れ
な

か
った

」割
合

は
減

少
（

前
回

8.
6%

→
7.

5％
）

。

8.
6％

９
月

※
①

～
⑬

の
凡

例
（

ア
ンケ

ー
ト回

答
項

目
）

は
次

ペ
ー

ジ
参

照
。

n=
54

,4
30

※
①

～
⑪

の
凡

例
（

ア
ンケ

ー
ト回

答
項

目
）

は
次

ペ
ー

ジ
参

照
。

①
18

.0
%

②
36

.9
%

③
0.

5%④
12

.9
%

⑤
0.

6%

⑥
12

.3
%

⑦
0.

3%
⑧

4.
2%⑨
0.

2%
⑩

5.
4%

⑪
0.

3%
⑫

6.
5%

⑬
1.

9%

54
.9

％
13

.4
%

64

３
月 市

場
連

動
す

る
た

め
価

格
交

渉
は

不
要

5.
7％

n=
76

,8
94

①
22

.7
%

②
41

.5
%

③
0.

6%

④
9.

9%
⑤

0.
7%

⑥
11

.1
%

⑦
0.

4%
⑧

5.
3%⑨

0.
3%⑩

5.
7%

⑪
1.

8%

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

た
64

.2
％

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
に

より
、

交
渉

が
行

わ
れ

た

コス
トが

上
昇

せ
ず

価
格

交
渉

は
不

要
10

.5
%

コス
トは

上
昇

した
が

価
格

交
渉

は
不

要
11

.8
％

直
近

６
か

月
間

に
お

け
る

価
格

交
渉

の
状

況



（
参

考
）

価
格

交
渉

【ア
ン

ケ
ー

ト
回

答
項

目
と回

答
分

布
】

直
近

６
か

月
間

に
お

け
る

価
格

交
渉

の
状

況

22
.7

％
発

注
企

業
か

ら、
交

渉
の

申
し入

れ
が

あ
り、

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

た
。

①

41
.5

％
受

注
企

業
か

ら、
発

注
企

業
に

交
渉

を
申

し出
、価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

。
②

0.
6％

コス
トが

上
昇

せ
ず

、価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
を

辞
退

した
。

③

9.
9％

コス
トが

上
昇

せ
ず

、発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

は
な

か
った

が
、

価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

交
渉

を
申

し出
な

か
った

。
④

0.
7％

コス
トが

上
昇

した
が

、価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
を

辞
退

した
。

⑤

11
.1

％
コス

トが
上

昇
し、

発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

は
な

か
った

が
、

価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

交
渉

を
申

し出
な

か
った

。
⑥

0.
4％

支
払

代
金

が
市

場
価

格
に

連
動

して
自

動
的

に
設

定
され

る
た

め
、

価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
を

辞
退

した
。

⑦

5.
3％

支
払

代
金

が
市

場
価

格
に

連
動

して
自

動
的

に
設

定
され

る
た

め
、

価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

交
渉

を
申

し出
な

か
った

。
⑧

ー
ー

ー

ー
ー

ー

0.
3％

コス
トが

上
昇

し、
発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
が

あ
った

が
、

発
注

減
少

や
取

引
停

止
を

恐
れ

、発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
を

辞
退

した
。

⑨

5.
7％

コス
トが

上
昇

した
が

、発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

が
な

く、
発

注
減

少
や

取
引

停
止

を
恐

れ
、交

渉
を

申
し出

な
か

った
。

⑩

1.
8％

コス
トが

上
昇

し、
発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
が

な
く、

受
注

企
業

か
ら交

渉
を

申
し出

た
が

、応
じて

も
らえ

な
か

った
。

⑪

９
月

３
月

n=
 5

4,
43

0
n=

76
,8

94

18
.0

％
発

注
企

業
か

ら、
交

渉
の

申
し入

れ
が

あ
り、

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

た
。

①

36
.9

％
受

注
企

業
か

ら、
発

注
企

業
に

交
渉

を
申

し出
、価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

。
②

0.
5％

コス
トが

上
昇

せ
ず

、価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
を

辞
退

した
。

③

12
.9

％
コス

トが
上

昇
せ

ず
、発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
は

な
か

った
が

、
価

格
交

渉
は

不
要

と判
断

し、
交

渉
を

申
し出

な
か

った
。

④

0.
6％

コス
トが

上
昇

した
が

、価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
を

辞
退

した
。

⑤

12
.3

％
コス

トが
上

昇
し、

発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

は
な

か
った

が
、

価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

交
渉

を
申

し出
な

か
った

。
⑥

0.
3％

支
払

代
金

が
市

場
価

格
に

連
動

して
自

動
的

に
設

定
され

る
た

め
、

価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
を

辞
退

した
。

⑦

4.
2％

支
払

代
金

が
市

場
価

格
に

連
動

して
自

動
的

に
設

定
され

る
た

め
、

価
格

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

交
渉

を
申

し出
な

か
った

。
⑧

0.
2％

入
札

方
式

に
よ

り価
格

を
決

定
して

い
る

た
め

、
価

格
交

渉
は

不
要

と判
断

し、
発

注
企

業
か

らの
申

し入
れ

を
辞

退
した

。
⑨

5.
4％

入
札

方
式

に
よ

り価
格

を
決

定
して

い
る

た
め

、
価

格
交

渉
は

不
要

と判
断

し、
交

渉
を

申
し出

な
か

った
。

⑩

0.
3％

コス
トが

上
昇

し、
発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
が

あ
った

が
、

発
注

減
少

や
取

引
停

止
を

恐
れ

、発
注

企
業

か
らの

申
し入

れ
を

辞
退

した
。

⑪

6.
5％

コス
トが

上
昇

した
が

、発
注

企
業

か
ら申

し入
れ

が
な

く、
発

注
減

少
や

取
引

停
止

を
恐

れ
、交

渉
を

申
し出

な
か

った
。

⑫

1.
9％

コス
トが

上
昇

し、
発

注
企

業
か

ら申
し入

れ
が

な
く、

受
注

企
業

か
ら交

渉
を

申
し出

た
が

、応
じて

も
らえ

な
か

った
。

⑬
65



労
務

費
に

係
る

価
格

交
渉

の
状

況

•
価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

企
業

（
64

.2
％

）
の

うち
７

割
超

に
お

い
て

、労
務

費
に

つ
い

て
も

交
渉

を
実

施
（

前
回

70
.4

％
→

73
.2

％
）

。
•

一
方

で
、「

労
務

費
が

上
昇

し、
価

格
交

渉
を

希
望

した
が

出
来

な
か

った
」企

業
は

依
然

とし
て

存
在

（
前

回
7.

6％
→

6.
4％

）
。

引
き

続
き

、公
正

取
引

委
員

会
等

と連
携

し、
「労

務
費

指
針

」を
周

知
・徹

底
して

い
く。

労
務

費
の

交
渉

状
況

n=
29

,8
78

ア
ン

ケ
ー

ト回
答

企
業

か
らの

具
体

的
な

声
▲

労
務

費
に

つ
い

て
は

自
助

努
力

で
解

決
す

べ
き

部
分

で
あ

る
とし

て
、交

渉
の

協
議

を
拒

否
さ

れ
た

。
▲

労
務

費
の

価
格

交
渉

に
際

して
、値

上
げ

の
根

拠
・証

拠
資

料
の

提
示

要
求

が
あ

り、
非

常
に

時
間

が
か

か
った

。

70
.4

%

11
.8

%

10
.1

%7.
6%

９
月

３
月

66

※
20

23
年

11
月

に
、「

労
務

費
指

針
（

労
務

費
の

適
切

な
転

嫁
の

た
め

の
価

格
交

渉
に

関
す

る
指

針
）

」が
策

定
・公

表
され

た
こと

を踏
まえ

、
今

回
の

調
査

に
お

い
て

も
、「

労
務

費
に

つ
い

て
価

格
交

渉
が

で
き

た
か

」を
調

査
。

n=
49

,3
73

73
.2

%

9.
9%10

.5
%

6.
4%

労
務

費
の

価
格

交
渉

も
行

わ
れ

た
73

.2
％

労
務

費
が

上
昇

せ
ず

価
格

交
渉

は
不

要

労
務

費
は

上
昇

した
が

価
格

交
渉

は
不

要

交
渉

を希
望

した
が

行
わ

れ
な

か
った

【凡
例

】
○

：
よ

い
事

例
、▲

：
問

題
の

あ
る

事
例



（
参

考
）

「価
格

転
嫁

不
要

」の
回

答
を

含
め

た
回

答
分

布
•

「全
額

転
嫁

で
き

た
」割

合
は

、前
回

か
ら約

２
ポ

イ
ン

ト増
の

20
.4

％
。

•
「一

部
で

も
転

嫁
で

き
た

」割
合

は
、６

割
超

（
前

回
56

.7
%

→
65

.9
%

）
。

•
「転

嫁
で

き
な

か
った

」「
マ

イ
ナ

ス
とな

った
」割

合
は

減
少

（
前

回
14

.2
％

→
13

.4
％

）
。

９
月

３
月

n=
54

,4
30

転
嫁

率
【コ

ス
ト全

般
】

：
49

.7
％

①
18

.1
%

②
13

.2
%

③
7.

3%

④
18

.0
%

⑤
29

.1
%

⑥
13

.3
%⑦

0.
9%

56
.7

％
29

.1
%14

.2
％

①
10

割

②
9割

、8
割

、7
割

③
6割

、5
割

、4
割

④
3割

、2
割

、1
割

⑤
価

格
転

嫁
不

要

⑥
０

割

⑦
マ

イナ
ス

67

n=
76

,8
94

転
嫁

率
【コ

ス
ト全

般
】

：
52

.4
％

①
20

.4
%

②
16

.9
%

③
8.

8%
④

19
.8

%

⑤
20

.7
%

⑥
12

.5
%⑦

0.
9%

一
部

で
も

価
格

転
嫁

で
き

た
65

.9
％

価
格

転
嫁

は
不

要
20

.7
%全

く転
嫁

で
き

ず
13

.4
％

①
10

割

②
9割

、8
割

、7
割

③
6割

、5
割

、4
割

④
3割

、2
割

、1
割

⑤
価

格
転

嫁
不

要

⑥
０

割

⑦
マ

イナ
ス

直
近

６
か

月
間

に
お

け
る

価
格

転
嫁

の
状

況



68

価
格

転
嫁

の
状

況
①

【コ
ス

ト
全

般
】

①
25

.5
%

②
18

.7
%

③
10

.4
%

④
25

.4
%

⑤
18

.8
%⑥

1.
2%

９
月

３
月

①
10

割

②
9割

、8
割

、7
割

③
6割

、5
割

、4
割

④
3割

、2
割

、1
割

⑤
０

割

⑥
マ

イナ
ス

n=
38

,5
75

※
「価

格
転

嫁
は

不
要

」と
の

回
答

を除
い

た
場

合
の

回
答

分
布

•
コス

ト全
体

の
価

格
転

嫁
率

は
52

.4
％

。昨
年

９
月

よ
り約

３
ポ

イ
ン

ト増
加

（
前

回
49

.7
%

→
52

.4
％

）
。

•
「一

部
で

も
転

嫁
で

き
た

」割
合

（
①

②
③

④
）

は
、前

回
か

ら約
３

ポ
イ

ン
ト増

の
83

.1
％

。
•

「転
嫁

で
き

な
か

った
」「

マ
イ

ナ
ス

とな
った

」割
合

（
⑤

⑥
）

は
減

少
（

前
回

20
.1

％
→

16
.9

％
）

。
価

格
転

嫁
の

状
況

は
改

善
して

は
い

る
が

、引
き

続
き

、転
嫁

で
き

な
い

企
業

と二
極

分
離

の
状

態
。転

嫁
が

困
難

な
企

業
へ

の
対

策
が

重
要

。

直
近

６
か

月
間

に
お

け
る

価
格

転
嫁

の
状

況

79
.9

％

20
.1

％

転
嫁

率
【コ

ス
ト全

般
】

：
49

.7
％

転
嫁

率
【コ

ス
ト全

般
】

：
52

.4
％

①
25

.7
%

②
21

.3
%

③
11

.1
%

④
25

.0
%

⑤
15

.8
%⑥

1.
1%

n=
60

,9
83

全
額

転
嫁

が
で

きた

一
部

で
も

価
格

転
嫁

で
き

た
83

.1
％

全
く転

嫁
で

き
ず

16
.9

％



69

①
32

.3
%

①
31

.3
%

②
17

.1
%

②
14

.9
%

③
9.

2%

③
8.

5%

④
23

.2
%

④
24

.1
%

⑤
17

.1
%

⑤
20

.2
%

⑥
1.

0%

⑥
1.

0%

原
材

料
費

９
月

３
月

転
嫁

率
：

54
.5

％

エ
ネ

ル
ギ

ー
費

９
月

３
月

転
嫁

率
：

47
.8

％

労
務

費

９
月

３
月

転
嫁

率
：

48
.6

％

全
く転

嫁
で

き
ず

or
減

額

①
25

.5
%

①
24

.2
%

②
17

.4
%

②
14

.7
%

③
10

.3
%

③
9.

6%

④
24

.6
%

④
24

.9
%

⑤
21

.1
%

⑤
25

.5
%⑥

1.
0%

⑥
1.

1%

①
25

.6
%

①
24

.9
%

②
16

.8
%

②
14

.0
%

③
10

.0
%

③
9.

2%

④
23

.5
%

④
24

.0
%

⑤
23

.1
%

⑤
26

.9
%

⑥
0.

9%

⑥
1.

0%

一
部

で
も

価
格

転
嫁

で
き

た

転
嫁

率
：

51
.4

％

①
10

割

④
３

割
、２

割
、１

割

②
９

割
、８

割
、７

割

⑤
０

割

③
６

割
、５

割
、４

割

⑥
マ

イナ
ス

価
格

転
嫁

の
状

況
②

【コ
ス

ト
要

素
別

】
•

労
務

費
の

転
嫁

率
は

、前
回

か
ら約

４
％

ポ
イ

ン
ト上

昇
した

も
の

の
、原

材
料

費
と比

較
して

約
６

ポ
イ

ン
ト低

い
水

準
。

•
エ

ネ
ル

ギ
ー

費
の

転
嫁

率
も

、前
回

か
ら約

３
％

ポ
イ

ン
ト上

昇
した

も
の

の
、コ

ス
ト全

般
の

転
嫁

率
よ

り低
い

水
準

。

労
務

費
指

針
や

、原
材

料
費

・エ
ネ

ル
ギ

ー
費

の
全

額
転

嫁
を

目
指

す
旨

の
振

興
基

準
等

を
引

き
続

き
周

知
して

い
く。

※
「価

格
転

嫁
は

不
要

」と
の

回
答

を除
い

た
場

合
の

回
答

分
布 転

嫁
率

：
44

.7
％

転
嫁

率
：

44
.4

％



価
格

転
嫁

の
状

況
②

【コ
ス

ト
要

素
別

】（
「価

格
転

嫁
不

要
」の

回
答

を
含

む
）

•
コス

ト増
加

分
を

「全
額

転
嫁

で
き

た
」割

合
は

、そ
れ

ぞ
れ

約
２

～
３

ポ
イ

ン
ト増

加
•

「一
部

で
も

転
嫁

で
き

た
」割

合
は

、い
ず

れ
の

要
素

に
お

い
て

も
約

８
～

10
ポ

イ
ン

ト増
加

。

①
23

.0
%

①
19

.9
%

②
12

.2
%

②
9.

5%

③
6.

6%

③
5.

4%

④
16

.5
%

④
15

.3
%

⑤
24

.1
%

⑤
31

.7
%

⑥
12

.2
%

⑥
12

.8
%

⑦
0.

7%

⑦
0.

6%

⑧
4.

8%

⑧
4.

7%

原
材

料
費

９
月

３
月

転
嫁

率
：

54
.5

％

エ
ネ

ル
ギ

ー
費

９
月

３
月

転
嫁

率
：

47
.8

％

労
務

費

９
月

３
月

転
嫁

率
：

48
.6

％
価

格
転

嫁
不

要

全
く転

嫁
で

き
ず

or
減

額

①
19

.1
%

①
15

.8
%

②
13

.0
%

②
9.

6%

③
7.

7%

③
6.

2%

④
18

.4
%

④
16

.3
%

⑤
22

.5
%

⑤
31

.3
%

⑥
15

.8
%

⑥
16

.6
%⑦

0.
8%

⑦
0.

7%

⑧
2.

9%

⑧
3.

4%

①
17

.6
%

①
15

.1
%

②
11

.5
%

②
8.

5%

③
6.

9%

③
5.

6%

④
16

.2
%

④
14

.6
%

⑤
24

.7
%

⑤
32

.7
%

⑥
15

.9
%

⑥
16

.3
%⑦

0.
6%

⑦
0.

6%⑧
6.

6%

⑧
6.

5%

一
部

で
も

価
格

転
嫁

で
き

た

転
嫁

率
：

51
.4

％

①
10

割

④
３

割
、２

割
、１

割

⑦
マ

イナ
ス

②
９

割
、８

割
、７

割

⑤
価

格
転

嫁
不

要

⑧
当

該
費

用
は

支
払

代
金

に
含

ま
れ

な
い

③
６

割
、５

割
、４

割

⑥
０

割

70

転
嫁

率
：

44
.7

％

転
嫁

率
：

44
.4

％



価
格

転
嫁

に
関

す
る

発
注

側
企

業
に

よ
る

説
明

•
価

格
交

渉
が

行
わ

れ
た

も
の

の
、全

額
の

転
嫁

に
は

至
らな

か
った

企
業

（
全

体
の

41
.9

％
）

の
うち

、「
発

注
側

企
業

か
ら説

明
は

あ
った

も
の

の
、納

得
で

き
る

も
の

で
は

な
か

った
」又

は
「発

注
側

企
業

か
らの

説
明

は
な

か
った

」と
す

る
回

答
が

約
４

割
（

前
回

39
.6

％
→

38
.2

％
）

。
発

注
側

企
業

に
対

し、
価

格
交

渉
の

場
の

設
定

の
み

な
らず

、価
格

に
関

す
る

十
分

な
説

明
も

求
め

て
い

く必
要

。
協

議
に

お
い

て
、必

要
な

説
明

又
は

情
報

の
提

供
を

しな
い

、一
方

的
な

価
格

決
定

を
禁

止
す

る
「中

小
受

託
取

引
適

正
化

法
」の

周
知

を
徹

底
して

い
く。

発
注

側
企

業
か

らの
説

明
状

況

３
月

n=
76

,8
94

n=
32

,2
48

ア
ン

ケ
ー

ト回
答

企
業

か
らの

具
体

的
な

声
▲

コス
ト上

昇
を

踏
ま

え
、赤

字
根

拠
に

つ
い

て
記

入
した

資
料

を
提

出
し、

何
度

も
価

格
交

渉
を

申
し入

れ
た

が
全

く応
じて

も
らえ

な
か

った
。

▲
コス

トア
ップ

の
根

拠
を

示
した

価
格

を
提

示
した

が
、発

注
企

業
側

か
ら、

根
拠

の
説

明
が

な
い

価
格

を
一

方
的

に
通

知
さ

れ
た

。

61
.8

%
14

.1
%

24
.2

%

発
注

側
企

業
か

ら
納

得
で

き
る

説
明

が
あ

った
61

.8
％

71

交
渉

不
要

・
交

渉
で

き
な

か
った

交
渉

が
で

き
、

全
額

転
嫁

で
き

た
又

は
転

嫁
不

要

発
注

側
企

業
か

ら
説

明
は

な
か

った
24

.2
%

交
渉

は
行

わ
れ

た
が

全
額

転
嫁

に
は

至
らな

か
った

41
.9

％

発
注

側
企

業
か

ら説
明

は
あ

った
が

、納
得

で
き

る
内

容
で

は
な

か
った



価
格

交
渉

の
実

施
状

況
の

業
種

別
ラ

ン
キ

ン
グ

【発
注

企
業

の
業

種
毎

に
集

計
】

•
価

格
交

渉
に

応
じら

れ
て

い
な

い
業

種
は

、交
渉

の
結

果
で

あ
る

価
格

転
嫁

率
に

お
い

て
も

、比
較

的
低

い
順

位
に

あ
る

。 点
数

質
問

③
交

渉
が

実
現

しな
か

った
理

由
質

問
②

交
渉

申
し入

れ
有

無
質

問
①

交
渉

有
無

10
点

ー
申

し入
れ

が
あ

った
行

わ
れ

た
８

点
ー

申
し入

れ
が

な
か

った

10
点

コス
ト

が
上

昇
せ

ず
、交

渉
は

不
要

と判
断

し、
辞

退
した

た
め

申
し入

れ
が

あ
った

行
わ

れ
な

か
った

10
点

コス
トが

上
昇

した
が

、交
渉

は
不

要
と判

断
し、

辞
退

した
た

め

対
象

外
支

払
代

金
が

市
場

価
格

に
連

動
す

る
た

め
、

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

辞
退

した
た

め

５
点

コス
トが

上
昇

した
が

、
発

注
量

減
少

や
取

引
停

止
を

恐
れ

、辞
退

した
た

め

対
象

外
コス

ト
が

上
昇

せ
ず

、
交

渉
は

不
要

と判
断

し、
交

渉
を

申
し出

な
か

った
た

め

申
し入

れ
が

な
か

った

対
象

外
コス

トが
上

昇
した

が
、

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

交
渉

を
申

し出
な

か
った

た
め

対
象

外
支

払
代

金
が

市
場

価
格

に
連

動
す

る
た

め
、

交
渉

は
不

要
と判

断
し、

交
渉

を
申

し出
な

か
った

た
め

－
５

点
コス

トが
上

昇
した

が
、

発
注

量
減

少
や

取
引

停
止

を
恐

れ
、交

渉
を

申
し出

な
か

った
た

め

ー
10

点
コス

トが
上

昇
し、

交
渉

を
申

し出
た

が
、応

じ
て

も
ら

え
な

か
った

た
め

※
価

格
交

渉
の

実
施

状
況

に
係

る
回

答
を

点
数

化
し、

発
注

企
業

の
業

種
毎

に
平

均
点

を
集

計
。 72

今
回

平
均

点
前

回
業

種
順

位
↑

7.
18

6.
75

全
体

ー
↑

↑
↑

8.
40

7.
13

製
薬

１
位

↑
7.

67
7.

22
電

気
・ガ

ス
・熱

供
給

・水
道

２
位

↑
↑

↑
7.

67
6.

45
飲

食
サ

ー
ビ

ス
２

位
↑

↑
7.

65
7.

15
建

設
４

位
↑

↑
7.

54
6.

75
運

輸
・郵

便
（

ト
ラ

ック
運

送
除

く）
５

位
↑

7.
52

7.
41

化
学

６
位

↓
7.

46
7.

51
造

船
７

位
↑

7.
40

6.
94

情
報

サ
ー

ビ
ス

・ソ
フト

ウ
ェア

８
位

↑
↑

7.
39

6.
70

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

９
位

↑
↑

7.
38

6.
63

電
機

・情
報

通
信

機
器

10
位

↑
7.

36
7.

17
卸

売
11

位
↑

↑
7.

27
6.

38
小

売
12

位
↑

7.
19

6.
72

食
品

製
造

13
位

↓
7.

13
7.

50
広

告
14

位
↑

7.
05

6.
60

自
動

車
・自

動
車

部
品

15
位

↑
↑

7.
01

6.
41

農
業

・林
業

16
位

↑
6.

97
6.

70
紙

・紙
加

工
17

位
↓

6.
86

7.
30

金
融

・保
険

18
位

↑
6.

86
6.

67
機

械
製

造
18

位
↑

↑
↑

6.
84

5.
32

放
送

コン
テ

ン
ツ

20
位

↑
6.

60
6.

56
不

動
産

・物
品

賃
貸

21
位

↑
6.

54
6.

07
生

活
関

連
サ

ー
ビ

ス
22

位
↑

6.
44

6.
27

金
属

23
位

↑
6.

36
6.

20
通

信
24

位
↓

6.
31

6.
68

建
材

・住
宅

設
備

25
位

↑
6.

30
5.

90
印

刷
26

位
↑

↑
6.

21
5.

28
ト

ラ
ック

運
送

27
位

↓
↓

6.
19

6.
89

繊
維

28
位

↓
↓

6.
15

6.
74

廃
棄

物
処

理
29

位
↑

6.
02

5.
77

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

30
位

ー
ー

そ
の

他
ー

※
20

24
年

９
月

時
点

との
変

化
幅

と矢
印

の
数

の
関

係
↑

：
0.

1～
0.

4ポ
イン

ト
上

昇
、

↑
↑

：
0.

5～
0.

9ポ
イン

ト
上

昇
、

↑
↑

↑
：

1.
0ポ

イン
ト以

上
上

昇
※

価
格

交
渉

が
行

わ
れ

た
か

、下
記

の
評

価
方

法
で

回
答

を
点

数
化

し、
発

注
企

業
の

業
種

別
に

集
計

。
（

例
）

家
電

メー
カー

（
発

注
者

）
が

、ト
ラッ

ク運
送

業
者

（
受

注
者

）
に

運
送

委
託

す
る

ケ
ー

ス
は

、「
電

機
・

情
報

通
信

機
器

」に
集

計
。



•
製

造
業

系
が

上
位

に
あ

り、
トラ

ック
運

送
、広

告
等

が
下

位
に

あ
る

な
どの

全
体

的
な

傾
向

は
従

前
通

りだ
が

、ト
ラ

ック
運

送
は

約
６

ポ
イ

ン
ト、

広
告

は
約

７
ポ

イ
ン

ト上
昇

。

※
20

24
年

９
月

時
点

との
変

化
幅

と矢
印

の
数

の
関

係
↑

：
１

～
４

ポ
イン

ト
上

昇
、

↑
↑

：
５

～
９

ポ
イン

ト
上

昇
、

↑
↑

↑
：

10
ポ

イン
ト以

上
上

昇
※

（
）

内
は

前
回

の
転

嫁
率

を
示

す
。

各
要

素
別

の
転

嫁
率

コス
ト

増
に

対
す

る
転

嫁
率

20
25

年
3月

労
務

費
エ

ネ
ル

ギ
ー

費
原

材
料

費
(4

4.
7%

)
48

.6
%

↑
(4

4.
4%

)
47

.8
%

↑
(5

1.
4%

)
54

.5
%

↑
(4

9.
7%

)
52

.4
%

↑
①

全
体

(5
4.

6%
)

61
.3

%
↑

↑
(5

7.
9%

)
62

.4
%

↑
(6

5.
0%

)
69

.3
%

↑
(6

1.
9%

)
64

.8
%

↑
化

学
1位

② 業 種 別

(4
6.

5%
)

61
.7

%
↑

↑
↑

(5
4.

2%
)

56
.6

%
↑

(6
0.

4%
)

68
.7

%
↑

↑
(5

3.
6%

)
64

.1
%

↑
↑

↑
製

薬
2位

(4
7.

2%
)

51
.7

%
↑

(4
7.

6%
)

52
.2

%
↑

(5
8.

3%
)

62
.7

%
↑

(5
5.

3%
)

60
.3

%
↑

↑
食

品
製

造
3位

(4
8.

7%
)

53
.3

%
↑

(4
9.

6%
)

52
.7

%
↑

(5
8.

9%
)

62
.8

%
↑

(5
4.

8%
)

58
.4

%
↑

電
機

・情
報

通
信

機
器

4位
(5

3.
2%

)
51

.0
%

↓
(5

6.
5%

)
57

.9
%

↑
(6

2.
1%

)
60

.2
%

↓
(5

7.
0%

)
57

.6
%

↑
造

船
5位

(4
9.

4%
)

46
.1

%
↓

(4
9.

0%
)

48
.2

%
↓

(6
1.

2%
)

58
.4

%
↓

(5
9.

0%
)

57
.3

%
↓

飲
食

サ
ー

ビ
ス

6位
(4

8.
9%

)
53

.4
%

↑
(5

1.
8%

)
55

.0
%

↑
(5

9.
8%

)
63

.7
%

↑
(5

1.
9%

)
56

.6
%

↑
自

動
車

・自
動

車
部

品
7位

(4
7.

4%
)

50
.6

%
↑

(4
9.

1%
)

52
.2

%
↑

(6
0.

7%
)

63
.3

%
↑

(5
4.

3%
)

56
.2

%
↑

機
械

製
造

8位
(4

2.
9%

)
47

.4
%

↑
(4

3.
9%

)
48

.1
%

↑
(5

1.
7%

)
56

.5
%

↑
(5

1.
2%

)
54

.4
%

↑
卸

売
9位

(4
6.

3%
)

53
.6

%
↑

↑
(3

4.
0%

)
46

.0
%

↑
↑

↑
(3

8.
0%

)
50

.5
%

↑
↑

↑
(4

7.
1%

)
54

.3
%

↑
↑

情
報

サ
ー

ビ
ス

・ソ
フト

ウ
ェア

10
位

(4
3.

9%
)

51
.8

%
↑

↑
(4

3.
5%

)
50

.1
%

↑
↑

(4
9.

0%
)

55
.2

%
↑

↑
(4

8.
0%

)
53

.6
%

↑
↑

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
11

位
(4

7.
4%

)
50

.4
%

↑
(4

6.
0%

)
48

.2
%

↑
(5

1.
6%

)
53

.7
%

↑
(5

0.
3%

)
52

.6
%

↑
建

設
12

位
(4

0.
5%

)
46

.3
%

↑
↑

(4
1.

7%
)

46
.8

%
↑

↑
(4

9.
2%

)
53

.4
%

↑
(4

8.
8%

)
52

.5
%

↑
小

売
13

位
(4

3.
4%

)
49

.5
%

↑
↑

(4
3.

6%
)

51
.0

%
↑

↑
(4

7.
4%

)
53

.5
%

↑
↑

(4
9.

8%
)

52
.2

%
↑

鉱
業

・採
石

・砂
利

採
取

14
位

(4
2.

8%
)

49
.3

%
↑

↑
(4

1.
6%

)
48

.1
%

↑
↑

(4
4.

3%
)

50
.6

%
↑

↑
(4

5.
5%

)
51

.5
%

↑
↑

運
輸

・郵
便

（
ト

ラ
ック

運
送

除
く）

15
位

(4
2.

7%
)

46
.7

%
↑

(4
3.

0%
)

46
.8

%
↑

(4
9.

9%
)

52
.5

%
↑

(5
0.

2%
)

51
.4

%
↑

紙
・紙

加
工

16
位

(3
7.

4%
)

47
.7

%
↑

↑
↑

(3
1.

7%
)

45
.6

%
↑

↑
↑

(3
6.

3%
)

50
.5

%
↑

↑
↑

(4
0.

9%
)

51
.1

%
↑

↑
↑

金
融

・保
険

17
位

(4
2.

6%
)

46
.3

%
↑

(4
4.

5%
)

47
.5

%
↑

(5
5.

4%
)

56
.4

%
↑

(5
0.

3%
)

50
.9

%
↑

金
属

18
位

(4
2.

7%
)

43
.4

%
↑

(4
1.

2%
)

44
.5

%
↑

(4
8.

2%
)

48
.9

%
↑

(4
8.

4%
)

50
.2

%
↑

生
活

関
連

サ
ー

ビ
ス

19
位

(4
5.

4%
)

47
.0

%
↑

(4
1.

0%
)

46
.0

%
↑

↑
(4

6.
5%

)
49

.0
%

↑
(4

8.
1%

)
48

.5
%

↑
不

動
産

・物
品

賃
貸

20
位

(4
0.

6%
)

39
.6

%
↓

(4
1.

1%
)

41
.3

%
↑

(4
9.

0%
)

48
.9

%
↓

(4
8.

5%
)

47
.7

%
↓

印
刷

21
位

(4
6.

8%
)

41
.7

%
↓

↓
(4

5.
3%

)
41

.6
%

↓
(4

8.
8%

)
49

.1
%

↑
(4

9.
0%

)
47

.5
%

↓
繊

維
22

位
(4

2.
8%

)
39

.5
%

↓
(4

4.
9%

)
41

.3
%

↓
(5

1.
6%

)
48

.3
%

↓
(5

1.
6%

)
46

.6
%

↓
↓

建
材

・住
宅

設
備

23
位

(4
1.

0%
)

41
.2

%
↑

(4
2.

9%
)

42
.4

%
↓

(5
5.

5%
)

55
.6

%
↑

(4
7.

6%
)

46
.0

%
↓

石
油

製
品

・石
炭

製
品

製
造

24
位

(3
6.

1%
)

38
.9

%
↑

(3
7.

3%
)

41
.3

%
↑

(3
9.

9%
)

44
.6

%
↑

(4
1.

2%
)

45
.0

%
↑

農
業

・林
業

25
位

(3
6.

8%
)

41
.7

%
↑

(3
6.

2%
)

36
.0

%
↓

(4
0.

4%
)

44
.6

%
↑

(3
9.

8%
)

43
.2

%
↑

放
送

コン
テ

ン
ツ

26
位

(4
8.

7%
)

35
.3

%
↓

↓
↓

(4
7.

0%
)

34
.4

%
↓

↓
↓

(4
3.

1%
)

37
.2

%
↓

↓
(5

0.
7%

)
39

.3
%

↓
↓

↓
廃

棄
物

処
理

27
位

(3
2.

1%
)

36
.3

%
↑

(2
6.

4%
)

37
.8

%
↑

↑
↑

(3
2.

3%
)

48
.4

%
↑

↑
↑

(3
1.

4%
)

38
.7

%
↑

↑
広

告
28

位
(4

5.
7%

)
37

.3
%

↓
↓

(4
0.

5%
)

34
.1

%
↓

↓
(4

4.
7%

)
37

.2
%

↓
↓

(4
7.

0%
)

37
.7

%
↓

↓
通

信
29

位
(2

6.
9%

)
32

.8
%

↑
↑

(2
7.

2%
)

33
.1

%
↑

↑
(2

5.
7%

)
32

.1
%

↑
↑

(2
9.

5%
)

36
.1

%
↑

↑
ト

ラ
ック

運
送

30
位

ー
ー

ー
ー

そ
の

他
ー

73

価
格

転
嫁

の
実

施
状

況
の

業
種

別
ラ

ン
キ

ン
グ

【発
注

企
業

の
業

種
毎

に
集

計
】



•
受

注
者

とし
て

、価
格

転
嫁

して
も

ら
え

て
い

る
業

種
（

上
位

に
あ

る
業

種
）

は
、発

注
者

とし
て

も
価

格
転

嫁
に

応
じて

い
る

傾
向

。
•

製
造

業
系

が
上

位
に

あ
り、

金
融

・保
険

、通
信

が
下

位
に

あ
る

な
どの

全
体

的
な

傾
向

は
従

前
通

りだ
が

、金
融

・保
険

は
約

３
ポ

イ
ン

ト
、通

信
は

約
１

ポ
イ

ン
ト

上
昇

各
要

素
別

の
転

嫁
率

コス
ト

増
に

対
す

る
転

嫁
率

20
25

年
3月

労
務

費
エ

ネ
ル

ギ
ー

費
原

材
料

費
(4

4.
7%

)
48

.6
%

↑
(4

4.
4%

)
47

.8
%

↑
(5

1.
4%

)
54

.5
%

↑
(4

9.
7%

)
52

.4
%

↑
①

全
体

(4
7.

0%
)

58
.9

%
↑

↑
↑

(5
1.

7%
)

60
.9

%
↑

↑
(5

9.
0%

)
69

.8
%

↑
↑

↑
(5

5.
3%

)
64

.4
%

↑
↑

化
学

1位

② 業 種 別

(4
9.

6%
)

51
.8

%
↑

(5
1.

2%
)

52
.9

%
↑

(6
1.

9%
)

63
.7

%
↑

(6
0.

3%
)

61
.3

%
↑

卸
売

2位
(5

1.
8%

)
55

.9
%

↑
(5

2.
7%

)
56

.8
%

↑
(6

2.
1%

)
66

.7
%

↑
(5

7.
3%

)
61

.0
%

↑
機

械
製

造
3位

(4
8.

3%
)

53
.5

%
↑

↑
(4

8.
4%

)
52

.8
%

↑
(5

8.
8%

)
62

.5
%

↑
(5

4.
9%

)
57

.3
%

↑
電

機
・情

報
通

信
機

器
4位

(4
4.

7%
)

46
.1

%
↑

(4
4.

5%
)

46
.9

%
↑

(5
4.

0%
)

56
.7

%
↑

(5
2.

6%
)

55
.7

%
↑

小
売

5位
(3

8.
5%

)
49

.6
%

↑
↑

↑
(4

0.
3%

)
49

.3
%

↑
↑

(4
5.

8%
)

58
.3

%
↑

↑
↑

(4
4.

7%
)

55
.7

%
↑

↑
↑

紙
・紙

加
工

5位
(4

3.
8%

)
49

.4
%

↑
↑

(4
4.

5%
)

49
.2

%
↑

(5
1.

4%
)

57
.4

%
↑

↑
(5

0.
0%

)
55

.4
%

↑
↑

食
品

製
造

7位
(4

6.
8%

)
49

.3
%

↑
(4

7.
7%

)
61

.8
%

↑
↑

↑
(5

3.
0%

)
62

.0
%

↑
↑

(4
9.

5%
)

54
.8

%
↑

↑
造

船
8位

(4
7.

3%
)

53
.4

%
↑

↑
(3

7.
0%

)
45

.4
%

↑
↑

(4
1.

8%
)

50
.1

%
↑

↑
(4

7.
8%

)
54

.0
%

↑
↑

情
報

サ
ー

ビス
・ソ

フト
ウ

ェア
9位

(4
8.

4%
)

52
.3

%
↑

(5
1.

7%
)

53
.4

%
↑

(5
9.

6%
)

63
.2

%
↑

(4
9.

7%
)

53
.4

%
↑

自
動

車
・自

動
車

部
品

10
位

(3
6.

8%
)

45
.8

%
↑

↑
(3

6.
5%

)
50

.3
%

↑
↑

↑
(4

0.
3%

)
50

.1
%

↑
↑

(4
3.

1%
)

53
.0

%
↑

↑
鉱

業
・採

石
・砂

利
採

取
11

位
(4

8.
0%

)
51

.5
%

↑
(4

6.
3%

)
49

.4
%

↑
(5

1.
6%

)
53

.9
%

↑
(4

9.
8%

)
52

.5
%

↑
建

設
12

位
(4

5.
1%

)
47

.0
%

↑
(4

7.
7%

)
48

.5
%

↑
(5

9.
7%

)
59

.8
%

↑
(5

2.
3%

)
51

.9
%

↓
金

属
13

位
(4

4.
3%

)
43

.9
%

↓
(4

4.
3%

)
44

.7
%

↑
(5

4.
2%

)
52

.3
%

↓
(5

3.
1%

)
51

.0
%

↓
印

刷
14

位
(4

3.
7%

)
48

.6
%

↑
(4

4.
1%

)
48

.3
%

↑
(4

4.
8%

)
48

.7
%

↑
(4

7.
7%

)
50

.7
%

↑
運

輸
・郵

便
（

トラ
ック

運
送

除
く

15
位

(4
4.

1%
)

45
.0

%
↑

(4
4.

9%
)

45
.0

%
↑

(4
9.

3%
)

51
.6

%
↑

(4
9.

7%
)

50
.6

%
↑

繊
維

16
位

(4
0.

8%
)

43
.1

%
↑

(4
3.

8%
)

44
.3

%
↑

(4
9.

8%
)

51
.1

%
↑

(4
8.

3%
)

49
.4

%
↑

建
材

・住
宅

設
備

17
位

(4
5.

4%
)

43
.5

%
↓

(4
4.

7%
)

47
.4

%
↑

(5
3.

7%
)

52
.8

%
↓

(5
0.

4%
)

48
.3

%
↓

広
告

18
位

(4
0.

1%
)

48
.6

%
↑

↑
(3

5.
1%

)
50

.6
%

↑
↑

↑
(3

4.
3%

)
50

.8
%

↑
↑

↑
(4

2.
8%

)
47

.8
%

↑
↑

不
動

産
・物

品
賃

貸
19

位
(3

9.
3%

)
39

.9
%

↑
(4

1.
7%

)
42

.4
%

↑
(5

5.
6%

)
58

.4
%

↑
(4

6.
7%

)
46

.8
%

↑
石

油
製

品
・石

炭
製

品
製

造
20

位
(3

7.
2%

)
43

.7
%

↑
↑

(3
7.

5%
)

42
.1

%
↑

(4
3.

6%
)

47
.2

%
↑

(4
2.

1%
)

45
.5

%
↑

電
気

・ガ
ス

・熱
供

給
・水

道
21

位
(4

0.
0%

)
43

.3
%

↑
(7

2.
9%

)
41

.7
%

↓
↓

↓
(8

0.
0%

)
66

.7
%

↓
↓

↓
(5

8.
6%

)
45

.0
%

↓
↓

↓
製

薬
22

位
(3

2.
5%

)
39

.8
%

↑
↑

(3
2.

7%
)

40
.6

%
↑

↑
(3

4.
3%

)
43

.4
%

↑
↑

(3
6.

5%
)

44
.8

%
↑

↑
農

業
・林

業
23

位
(3

3.
7%

)
39

.7
%

↑
↑

(2
9.

3%
)

38
.1

%
↑

↑
(3

4.
5%

)
41

.8
%

↑
↑

(3
8.

1%
)

42
.1

%
↑

生
活

関
連

サ
ー

ビス
24

位
(3

7.
9%

)
40

.4
%

↑
(3

4.
6%

)
38

.2
%

↑
(3

8.
0%

)
45

.4
%

↑
↑

(3
8.

0%
)

41
.0

%
↑

放
送

コン
テ

ン
ツ

25
位

(3
5.

4%
)

37
.4

%
↑

(3
6.

5%
)

38
.8

%
↑

(3
6.

5%
)

37
.6

%
↑

(3
8.

4%
)

40
.1

%
↑

廃
棄

物
処

理
26

位
(3

1.
1%

)
34

.1
%

↑
(3

2.
0%

)
35

.4
%

↑
(2

9.
6%

)
33

.6
%

↑
(3

4.
4%

)
37

.6
%

↑
トラ

ック
運

送
27

位
(4

9.
0%

)
33

.9
%

↓
↓

↓
(4

7.
0%

)
44

.6
%

↓
(5

3.
6%

)
42

.8
%

↓
↓

↓
(5

5.
0%

)
36

.9
%

↓
↓

↓
飲

食
サ

ー
ビス

28
位

(3
8.

0%
)

36
.3

%
↓

(2
7.

0%
)

34
.5

%
↑

↑
(3

0.
7%

)
35

.7
%

↑
↑

(3
4.

7%
)

35
.4

%
↑

通
信

29
位

(2
1.

0%
)

27
.5

%
↑

↑
(1

9.
4%

)
32

.1
%

↑
↑

↑
(2

1.
2%

)
30

.6
%

↑
↑

(2
5.

2%
)

28
.5

%
↑

金
融

・保
険

30
位

ー
ー

ー
ー

その
他

ー
※

20
24

年
９

月
時

点
との

変
化

幅
と矢

印
の

数
の

関
係

↑
：

１
～

４
ポ

イン
ト

上
昇

、
↑

↑
：

５
～

９
ポ

イン
ト

上
昇

、
↑

↑
↑

：
10

ポ
イン

ト以
上

上
昇

※
（

）
内

は
前

回
の

転
嫁

率
を

示
す

。
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価
格

転
嫁

の
実

施
状

況
の

業
種

別
ラ

ン
キ

ン
グ

【受
注

企
業

の
業

種
毎

に
集

計
】



国
民

の
安

心
・
安

全
と

持
続

的
な

成
長

に
向

け
た

総
合

経
済

対
策

（
2
0
2
4
年

1
1
月

2
2
日

閣
議

決
定

） 75
（
資

料
出

所
）
内

閣
府

H
P

よ
り

抜
粋



7/
7全

国
平

均
価

格

17
3.

6 
円

/L

18
3.

6 

16
6

16
8

17
0

17
2

17
4

17
6

17
8

18
0

18
2

18
4

18
6

18
8

19
0

19
2

19
4

19
6

19
8

20
0

20
2

20
4

20
6

20
8

21
0

21
2

21
4

21
6

小
売

価
格

補
助

な
し価

格

20
22

20
23

20
24

20
25

ガ
ソ

リン
全

国
平

均
価

格
の

推
移

レ
ギ

ュラ
ー

ガ
ソ

リン
・全

国
平

均
価

格

（
円

/リ
ット

ル
）

定
額

引
下

げ
措

置

41
.4

円
補

助
39

.0
円

補
助

39
.3

円
補

助

37
.6

円
補

助
33

.4
円

補
助

21
.5

円
補

助

76



都
市

ガ
ス

*
電

気

８
円

/㎥
低

圧
：
２

.０
円

/k
W

h
高

圧
：
１

.０
円

/k
W

h
7月

使
用

分
9月

使
用

分

１
０

円
/㎥

低
圧

：
２

.４
円

/k
W

h
高

圧
：
１

.２
円

/k
W

h
8月

使
用

分

*家
庭

及
び

年
間

契
約

量
1,

00
0万

㎥
未

満
の

企
業

等
が

対
象

•
足

元
の

物
価

高
に

対
応

す
る

観
点

か
ら、

暑
くな

る
夏

へ
の

対
応

とし
て

、電
力

使
用

量
が

増
加

す
る

７
月

か
ら９

月
ま

で
電

気
・ガ

ス
代

の
支

援
を

行
う。

特
に

、電
力

使
用

量
が

ピ
ー

ク
に

な
る

８
月

使
用

分
の

負
担

軽
減

を
重

点
化

す
る

。
•

これ
に

よ
り、

標
準

的
な

家
庭

に
お

い
て

、3
ヶ月

3,
00

0円
程

度
の

負
担

引
下

げ
効

果
が

実
現

。
•

これ
ま

で
の

国
際

的
な

燃
料

価
格

の
動

向
及

び
直

近
の

為
替

水
準

を
前

提
とす

れ
ば

、７
月

か
ら９

月
の

電
気

料
金

等
は

、昨
年

同
時

期
よ

りも
下

が
る

こと
が

見
込

ま
れ

る
。

電
気

・
ガ

ス
料

金
支

援
の

概
要

77



「
年

収
の

壁
」

へ
の

当
面

の
対

応
策

（
「

年
収

の
壁

・
支

援
強

化
パ

ッ
ケ

ー
ジ

」
）

概
要

人
手

不
足

へ
の

対
応

が
急

務
と

な
る

中
で

、
短

時
間

労
働

者
が

「
年

収
の

壁
」

を
意

識
せ

ず
働

く
こ

と
が

で
き

る
環

境
づ

く
り

を
支

援
す

る
た

め
、

当
面

の
対

応
と

し
て

下
記

施
策

（
支

援
強

化
パ

ッ
ケ

ー
ジ

）
に

取
り

組
む

こ
と

と
し

、
さ

ら
に

、
制

度
の

見

直
し

に
取

り
組

む
。

1
0

6
万

円
の

壁
へ

の
対

応

◆
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

助
成

金

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
助

成
金

の
コ

ー
ス

を
新

設
し

、

短
時

間
労

働
者

が
被

用
者

保
険

（
厚

生
年

金
保

険
・

健
康

保
険

）

の
適

用
に

よ
る

手
取

り
収

入
の

減
少

を
意

識
せ

ず
働

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

労
働

者
の

収
入

を
増

加
さ

せ
る

取
組

を
行

っ
た

事
業

主
に

対
し

て
、

労
働

者
１

人
当

た
り

最
大

50
万

円
の

支
援

を

行
う

。
な

お
、

実
施

に
当

た
り

、
支

給
申

請
の

事
務

を
簡

素
化

。

労
働

者
の

収
入

を
増

加
さ

せ
る

取
組

に
つ

い
て

は
、

賃
上

げ
や

所
定

労
働

時
間

の
延

長
の

ほ
か

、

被
用

者
保

険
適

用
に

伴
う

保
険

料
負

担
軽

減
の

た
め

の
手

当

（
社

会
保

険
適

用
促

進
手

当
）

と
し

て
、

支
給

す
る

場
合

も
対

象
と

す
る

。

◆
社

会
保

険
適

用
促

進
手

当

事
業

主
が

支
給

し
た

社
会

保
険

適
用

促
進

手
当

に
つ

い
て

は
、

適
用

に
当

た
っ

て
の

労
使

双
方

の
保

険
料

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
、

新
た

に
発

生
し

た
本

人
負

担
分

の
保

険
料

相
当

額
を

上
限

と
し

て

被
保

険
者

の
標

準
報

酬
の

算
定

に
お

い
て

考
慮

し
な

い
。

1
3

0
万

円
の

壁
へ

の
対

応

配
偶

者
手

当
へ

の
対

応

◆
企

業
の

配
偶

者
手

当
の

見
直

し
の

促
進

特
に

中
小

企
業

に
お

い
て

も
、

配
偶

者
手

当
の

見
直

し
が

進
む

よ
う

、

(1
) 

見
直

し
の

手
順

を
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

で
示

す
等

わ
か

り
や

す
い

資
料

を
作

成
・

公
表

し
た

。

(2
)

中
小

企
業

団
体

等
を

通
じ

て
周

知
す

る
。

◆
事

業
主

の
証

明
に

よ
る

被
扶

養
者

認
定

の
円

滑
化

被
扶

養
者

認
定

基
準

（
年

収
13

0万
円

）
に

つ
い

て
、

労
働

時
間

延
長

等
に

伴
う

一
時

的
な

収
入

変
動

に
よ

る
被

扶

養
者

認
定

の
判

断
に

際
し

、
事

業
主

の
証

明
の

添
付

に
よ

る

迅
速

な
判

断
を

可
能

と
す

る
。

上
記

の
ほ

か
、

設
備

投
資

等
に

よ
り

事
業

場
内

最
低

賃
金

の
引

上
げ

に
取

り
組

む
中

小
企

業
等

に
対

す
る

助
成

金
（

業
務

改
善

助
成

金
）

の
活

用
も

促
進

。
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「
年

収
の

壁
」

へ
の

当
面

の
対

応
策

（
支

援
強

化
パ

ッ
ケ

ー
ジ

概
要

）
（

令
和

７
年

４
月

１
日

時
点

版
）

厚
生

労
働

省
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
よ

り
抜

粋



「
年

収
の

壁
・

支
援

強
化

パ
ッ

ケ
ー

ジ
」

の
周

知
・

広
報

に
つ

い
て

「
年

収
の

壁
・

支
援

強
化

パ
ッ

ケ
ー

ジ
」

は
、

労
働

者
が

壁
を

意
識

す
る

こ
と

な
く

、
希

望
ど

お
り

働
く

こ
と

の
で

き
る

環
境

づ
く

り

に
資

す
る

と
と

も
に

、
企

業
に

と
っ

て
も

労
働

力
確

保
に

つ
な

が
る

も
の

。

パ
ー

ト
・

ア
ル

バ
イ

ト
の

方
々

や
雇

用
す

る
事

業
主

の
皆

さ
ま

に
、

本
パ

ッ
ケ

ー
ジ

の
内

容
・

メ
リ

ッ
ト

に
つ

い
て

ご
理

解
い

た
だ

き
、

実
際

に
ご

活
用

い
た

だ
く

こ
と

が
肝

要
で

あ
り

、
厚

生
労

働
省

と
し

て
は

、
積

極
的

に
周

知
・

広
報

の
取

組
を

進
め

て
い

る
。

業
界

団
体

等
と

協
力

し
、

会
員

企
業

向
け

に
、

説
明

会
や

団
体

等
の

会
合

に
お

け
る

説
明

等
を

実
施

。

事
業

主
か

ら
の

相
談

を
受

け
る

機
会

の
多

い
社

会
保

険
労

務
士

の
方

々
に

、
各

支
援

策
へ

の
理

解
を

深
め

て
い

た
だ

く
こ

と
を

目
的

に
、

説
明

会
の

開
催

や
研

修
動

画
の

配
信

等
に

取
り

組
ん

で
い

る
。

労
働

者
・

事
業

主
等

か
ら

の
お

問
い

合
わ

せ
を

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

で
受

け
付

け
る

「
年

収
の

壁
突

破
・

総
合

相
談

窓
口

」
（

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
）

を
2

0
2

3
（

令
和

５
）

年
1

0
月

よ
り

開
設

。
営

業
時

間
外

の
対

応
等

、
利

便
性

向
上

を
図

る
た

め
、

チ
ャ

ッ
ト

ボ
ッ

ト
を

導
入

。

各
府

省
庁

と
連

携
し

、
パ

ー
ト

・
ア

ル
バ

イ
ト

を
多

く
雇

用
す

る
業

界
団

体
（

1
,2

3
2

団
体

）
に

、

周
知

用
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

提
供

す
る

と
と

も
に

、
会

員
企

業
・

労
働

者
へ

の
周

知
協

力
を

依
頼

。

各
団

体
の

ニ
ー

ズ
に

合
わ

せ
て

、
き

め
細

か
い

サ
ポ

ー
ト

を
実

施
。

各
都

道
府

県
労

働
局

で
も

、

同
様

に
、

個
別

企
業

を
含

め
た

働
き

か
け

を
実

施
。

本
パ

ッ
ケ

ー
ジ

へ
の

関
心

や
認

知
を

広
げ

る
た

め
、

広
く

国
民

の
目

に
触

れ
る

機
会

の
多

い
媒

体

（
S

N
S

・
バ

ナ
ー

等
の

W
e
b

広
告

、
テ

レ
ビ

C
M

等
）

を
通

じ
た

発
信

を
行

っ
て

い
る

。

首
相

官
邸

及
び

厚
生

労
働

省
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
、

本
パ

ッ
ケ

ー
ジ

に
関

す
る

特
設

サ
イ

ト
を

開
設

。

マ
ス

向
け

説
明

会

相
談

体
制

団
体

周
知

【
厚

生
労

働
省

特
設

サ
イ

ト
】
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W

e
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広

告
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テ
レ

ビ
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】



賞
与

・
退

職
金

制
度

導
入

コ
ー

ス
有

期
雇

用
労

働
者

等
を

対
象

に
賞

与
又

は
退

職
金

制
度

を
導

入
し

、
支

給
又

は
積

立
て

を
実

施
年

収
の

壁
・

支
援

強
化

パ
ッ

ケ
ー

ジ

２
事

業
の

概
要

・
ス

キ
ー

ム

１
事

業
の

目
的

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
助

成
金

雇
用

環
境

・
均

等
局

有
期

・
短

時
間

労
働

課
（

内
線

5
2
6
8
）

職
業

安
定

局
障

害
者

雇
用

対
策

課
（

内
線

5
8
6
8
）

有
期

雇
用

労
働

者
、

短
時

間
労

働
者

、
派

遣
労

働
者

（
以

下
「

有
期

雇
用

労
働

者
等

」
）

と
い

っ
た

い
わ

ゆ
る

非
正

規
雇

用
労

働
者

の
企

業
内

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

を
促

進
す

る
た

め
、

正
社

員
転

換
、

処
遇

改
善

の
取

組
を

実
施

し
た

事
業

主
に

対
し

て
包

括
的

に
助

成

令
和

7
年

度
当

初
予

算
額

1
,0

2
5
億

円
（

1
, 

1
0
6
億

円
）

※
（

）
内

は
前

年
度

当
初

予
算

額

支
給

額
（

１
人

当
た

り
）

加
算

措
置

等
／

加
算

額

➀
有

期
→

正
規

：
9

0
万

円
(6

7
.5

万
円

)

➁
有

期
→

無
期

：
4

5
万

円
(

3
3
万

円
)

➂
無

期
→

正
規

：
4

5
万

円
(

3
3
万

円
)

※
(

)は
、

大
企

業
の

場
合

の
額

。
＜

＞
は

、
小

規
模

事
業

所
の

場
合

の
額

。

※
加

算
措

置
要

件
を

満
た

し
た

場
合

は
、

支
給

額
＋

加
算

額
を

助
成

。

※
障

害
者

正
社

員
化

コ
ー

ス
に

つ
い

て
は

、
重

度
障

害
者

の
場

合
は

、

➀
1
2
0
万

円
(9

0
万

円
)➁

➂
6
0
万

円
（

4
5
万

円
）

と
な

る
。

※
上

限
人

数
は

、
１

年
度

当
た

り
の

上
限

。
記

載
が

な
い

コ
ー

ス

は
上

限
は

な
い

。

１
事

業
所

当
た

り
6

0
万

円
(

4
5
万

円
）

１
事

業
所

当
た

り
4

0
万

円
( 

 3
0
万

円
)

賃
金

規
定

等
改

定
コ

ー
ス

有
期

雇
用

労
働

者
等

の
基

本
給

を
定

め
る

賃
金

規
定

を
３

％
以

上
増

額
改

定
し

、
そ

の
規

定
を

適
用

コ
ー

ス
名

／
コ

ー
ス

内
容

障
害

者
正

社
員

化
コ

ー
ス

障
害

の
あ

る
有

期
雇

用
労

働
者

等
を

正
規

雇
用

労
働

者
等

に
転

換

賃
金

規
定

等
共

通
化

コ
ー

ス
有

期
雇

用
労

働
者

等
と

正
規

雇
用

労
働

者
と

の
共

通
の

賃
金

規
定

等
を

新
た

に
規

定
・

適
用

社
会

保
険

適
用

時
処

遇
改

善
コ

ー
ス

短
時

間
労

働
者

を
新

た
に

社
会

保
険

に
適

用
し

た
際

に
、

手
当

等
の

支
給

、
賃

上
げ

、
労

働
時

間
の

延
長

（
週

当
た

り
４

時
間

以
上

等
）

を
実

施
（

R
7
年

度
末

ま
で

の
措

置
）

■
「

職
務

評
価

」
の

活
用

に
よ

り
実

施
１

事
業

所
当

た
り

2
0

万
円

（
1
5
万

円
）

賞
与

・
退

職
金

制
度

導
入

コ
ー

ス
■

両
方

を
同

時
に

導
入

し
た

場
合

１
事

業
所

当
た

り
1

6
.8

万
円

（
1
2
.6

万
円

）

正
社

員
化

コ
ー

ス

賃
金

規
定

等
改

定
コ

ー
ス

■
勤

務
地

限
定

・
職

務
限

定
・

短
時

間
正

社
員

制
度

を
新

た
に

規
定

し
転

換

１
事

業
所

当
た

り
4

0
万

円
（

3
0
万

円
）

令
和

５
年

度
実

績
：

6
5
,5

9
8
件

➀
３

％
以

上
４

％
未

満
：

4
万

円
(2

.6
万

円
）

➁
４

％
以

上
５

％
未

満
：

5
万

円
(3

.3
万

円
）

③
５

％
以

上
６

％
未

満
：

6
.5

万
円

(4
.3

万
円

）

④
６

％
以

上
  
  

  
  
  
：

  
 7

万
円

 (
4
.6

万
円

）

正
社

員
化

コ
ー

ス

有
期

雇
用

労
働

者
等

を
正

社
員

転
換

（
※

）

※
多

様
な

正
社

員
（

勤
務

地
限

定
・

職
務

限
定

・
短

時
間

正
社

員
）

を
含

む

正
社

員
転

換
後

6
か

月
間

の
賃

金
が

正
社

員
転

換
前

6
か

月
間

の

賃
金

と
比

較
し

て
３

％
以

上
増

額
し

て
い

る
こ

と
が

必
要

(1
)手

当
等

支
給

メ
ニ

ュ
ー

5
0

万
円

（
3
7
.5

万
円

）
（

※
）

(2
)労

働
時

間
延

長
メ

ニ
ュ

ー
3

0
万

円
（

2
2
.5

万
円

）

※
１

～
３

年
目

ま
で

の
各

要
件

を
全

て
満

た
し

た
場

合
の

３
年

間
の

合
計

額

新
規

学
卒

者
で

雇
入

れ
か

ら
一

定
期

間
経

過
し

て
い

な
い

者
に

つ
い

て
は

支
給

対
象

外
有

期
雇

用
期

間
が

通
算

５
年

超
の

者
は

無
期

雇
用

労
働

者
と

み
な

し
て

適
用

※
国

（
都

道
府

県
労

働
局

）
で

支
給

事
務

を実
施

■
通

常
の

正
社

員
転

換
制

度
を

新
た

に
規

定
し

転
換

１
事

業
所

当
た

り
2

0
万

円
（

1
5
万

円
）

■
昇

給
制

度
を

新
た

に
設

け
た

場
合

１
事

業
所

当
た

り
2

0
万

円
（

1
5
万

円
）

一
般
会
計

子
子
特
会

労
働
特
会

育
休

徴
収

雇
用

労
災

○

上
限

人
数

：
2
0
人

上
限

人
数

：
10

0人

１
事

業
所

当
た

り
１

回
の

み

１
事

業
所

当
た

り
１

回
の

み

a
:
雇

入
れ

か
ら

3
年

以
上

の
有

期
雇

用
労

働
者

ｂ
:雇

入
れ

か
ら

3
年

未
満

で
、

次
の

①
②

い
ず

れ
に

も
該

当
す

る
有

期
雇

用
労

働
者

①
過

去
５

年
間

に
正

規
雇

用
労

働
者

で
あ

っ
た

期
間

が
１

年
以

下
②

過
去

１
年

間
に

正
規

雇
用

労
働

者
と

し
て

雇
用

さ
れ

て
い

な
い

ｃ
:派

遣
労

働
者

、
母

子
家

庭
の

母
等

、
人

材
開

発
支

援
助

成
金

の
特

定
訓

練
修

了
者

有
期

→
正

規
：

無
期

→
正

規
：

4
0

万
円

（
3
0
万

円
）

2
0

万
円

（
1
5
万

円
）

【
重

点
支

援
対

象
者

※
】

【
左

記
以

外
】

8
0

万
円

（
6
0
万

円
）

4
0

万
円

（
3
0
万

円
）

※

う
ち

雇
用

環
境

・
均

等
局

計
上

分
1
,0

2
0
億

円
（

1
,1

0
1
億

円
）

う
ち

職
業

安
定

局
計

上
分

5
億

円
（

5
億

円
）

80

短
時

間
労

働
者

労
働

時
間

延
長

支
援

コ
ー

ス
短

時
間

労
働

者
を

新
た

に
社

会
保

険
に

適
用

し
た

際
に

、
賃

上
げ

、

労
働

時
間

の
延

長
（

週
当

た
り

５
時

間
以

上
等

）
を

実
施

6
0

万
円

（
4
5
万

円
)

<
7

5
万

円
>

 （
※

）

※
１

～
２

年
目

ま
で

の
各

要
件

を
全

て
満

た
し

た
場

合
の

２
年

間
の

合
計

額
複

数
年

度
か

け
て

要
件

を
満

た
す

場
合

も
助

成
対

象

13
0万
の
壁

対
応

令
和

７
年

６
月

2
4
日

労
働

政
策

審
議

会
雇

用
環

境
・

均
等

分
科

会
（

第
8
2
回

）
資

料
２

－
３

か
ら

抜
粋

し
た

資
料

を
時

点
更

新



キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
の
拡
充
（「
年
収
1
3
0
万
円
の
壁
」へ
の
対
応
）

1
人

当
た

り
助

成
額

賃
金

の
増

額
週

所
定

労
働

時
間

の
延

長

3
0

万
円

ー
４

時
間

以
上

①

5
%

以
上

3
時

間
以

上
4

時
間

未
満

②

1
0

%
以

上
2

時
間

以
上

3
時

間
未

満
③

1
5

%
以

上
１

時
間

以
上

2
時

間
未

満
④現

行
の

労
働

時
間

延
長

メ
ニ

ュ
ー

(注
)・

助
成

額
は

中
小

企
業

の
場

合
。

大
企

業
の

場
合

は
３

／
４

の
額

。
・

取
組

か
ら

６
ヶ

月
後

に
支

給
申

請
。

・
賃

金
は

基
本

給
。

短
時

間
労

働
者

労
働

時
間

延
長

支
援

コ
ー

ス

(注
)・

助
成

額
は

大
企

業
の

場
合

は
中

小
企

業
の

３
／

４
の

額
。

・
取

組
か

ら
６

ヶ
月

後
に

支
給

申
請

。
・

賃
金

は
基

本
給

。
・

現
行

の
メ

ニ
ュ

ー
か

ら
の

切
り

替
え

可
。

複
数

年
度

か
け

て
上

記
要

件
を

満
た

す
場

合
も

対
象

。

【1
年
目
】

1
人

当
た

り
助

成
額

賃
金

の
増

額
週

所
定

労
働

時
間

の
延

長
小

規
模

事
業

者
中

小
企

業

５
０

万
円

４
０

万
円

ー
５

時
間

以
上

①

5
%

以
上

４
時

間
以

上
５

時
間

未
満

②

1
0

%
以

上
３

時
間

以
上

４
時

間
未

満
③

1
5

%
以

上
２

時
間

以
上

３
時

間
未

満
④

【２
年
目
】

(注
)・

被
用

者
保

険
へ

の
継

続
加

入
が

必
要

。
・

助
成

額
は

大
企

業
の

場
合

は
中

小
企

業
の

３
／

４
の

額
。

・
取

組
か

ら
１

年
６

ヶ
月

後
に

支
給

申
請

。
（

被
用

者
保

険
適

用
後

１
年

目
と

２
年

目
で

比
較

）
・

賃
金

は
基

本
給

。

1
人

当
た

り
助

成
額

賃
金

の
増

額
週

所
定

労
働

時
間

の
延

長
小

規
模

事
業

者
中

小
企

業

2
5

万
円

2
0

万
円

ー
労

働
時

間
を

更
に

２
時

間
以

上
延

長
①

基
本

給
を

更
に

５
％

以
上

増
加

又
は

昇
給

、
賞

与
若

し
く

は
退

職
金

制
度

の
適

用

ー
②

令
和

７
年

６
月

2
4
日

労
働

政
策

審
議

会
雇

用
環

境
・

均
等

分
科

会
（

第
8
2
回

）
資

料
２

－
３

か
ら

抜
粋

81



Ⅰ
１

被
用

者
保

険
の

適
用

拡
大

改
正
の
ね
ら
い

82

○
年

金
額

の
増

加
な

ど
、

働
く

こ
と

で
手

厚
い

保
障

が
受

け
ら

れ
る

方
を

増
や

し
ま

す
。

○
厚

生
年

金
や

健
康

保
険

（
被

用
者

保
険

）
の

加
入

条
件

を
よ

り
わ

か
り

や
す

く
シ

ン
プ

ル
に

し
、

働
く

方
が

自
分

の
ラ

イ
フ

ス
タ

イ
ル

に
合

わ
せ

て
働

き
方

を
選

び
や

す
く

し
ま

す
。

○
人

口
が

減
少

す
る

中
で

、
事

業
所

の
人

材
確

保
に

資
す

る
取

組
を

進
め

ま
す

。

〔
短

時
間

労
働

者
（

パ
ー

ト
労

働
者

な
ど

）
の

厚
生

年
金

等
の

適
用

要
件

を
改

正
〕

撤
廃

段
階

的
に

撤
廃

賃
金

要
件

企
業

規
模

の
要

件

最
低

賃
金

が
1,0

16
円

以
上

の
地

域
で

は
、

週
20

時
間

働
く

と
賃

金
要

件
（

年
額

換

算
で

約
10

6万
円

）
を

満
た

す
こ

と
か

ら
、

全
国

の
最

低
賃

金
が

1,0
16

円
以

上
と

な
る

こ
と

を
見

極
め

て
撤

廃
＜

公
布

か
ら

３
年

以
内

の
政

令
で

定
め

る
日

か
ら

施
行

＞

※
最

低
賃

金
の

減
額

特
例

の
対

象
者

は
、

申
出

に
よ

り
任

意
加

入
を

可
能

に
。

よ
り

円
滑

な
施

行
が

で
き

る
よ

う
、

段
階

的
に

撤
廃

実
施

時
期

企
業

規
模

（
常

勤
の

従
業

員
数

で
判

断
）

2
0
1
6
年

1
0
月

5
0
0
人

超

2
0
2
2
年

1
0
月

1
0
0
人

超

2
0
2
4
年

1
0
月

5
0
人

超

2
0
2
7
年

1
0
月

3
5
人

超

2
0
2
9
年

1
0
月

2
0
人

超

2
0
3
2
年

1
0
月

1
0
人

超

2
0
3
5
年

1
0
月

1
0
人

以
下

①
賃

金
が

月
額

8
.8

万
円

（
年

収
1
0
6
万

円
相

当
）

以
上

②
週

所
定

労
働

時
間

が
2
0
時

間
以

上
（

雇
用

契
約

で
判

断
）

③
学

生
は

適
用

対
象

外

④
5
1
人

以
上

の
企

業
が

適
用

対
象

〔
個

人
事

業
所

の
適

用
業

種
を

拡
大

（
フ

ル
タ

イ
ム

も
含

め
た

適
用

拡
大

）
〕

〔
支

援
策

〕

事
業

主
へ

の
支

援

被
保

険
者

へ
の

支
援

（
就

業
調

整
を

減
ら

す
た

め
の

保
険

料
調

整
）

1
3

.4
万

(1
6

1
万

)
1

2
.6

万
(1

5
1

万
)

1
1

.8
万

(1
4

2
万

)
1

1
万

(1
3

2
万

)
1

0
.4

万
(1

2
5

万
)

9
.8

万
(1

1
8

万
)

8
.8

万
(1

0
6

万
)

標
準

報
酬

月
額

(年
額

換
算

)

5
0
％

50
％

→
48

％
50

％
→

45
％

50
％

→
41

％
50

％
→

36
％

50
％

→
30

％
50

％
→

25
％

労
働

者
の

負
担

割
合

০ ৚ ੝ ਫ

約
1
0
7
万

人

（
実

績
値

）

約
1
0
万

人

約
1
5
万

人

約
2
0
万

人

約
2
5
万

人

被
用

者
保

険
の

適
用

に
当

た
り

、
労

働
時

間
の

延
長

や
賃

上
げ

を
通

じ
て

労
働

者
の

収

入
を

増
加

さ
せ

る
事

業
主

を
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

助
成

金
に

よ
り

支
援

す
る

措
置

を
検

討

（
令

和
７

年
度

中
に

実
施

、
１

人
当

た
り

最
大

75
万

円
助

成
）

適
用

拡
大

の
対

象
と

な
る

比
較

的
小

規
模

な
企

業
で

働
く

短
時

間
労

働
者

に
対

し
、

社
会

保
険

料
に

よ
る

手
取

り
減

少
の

緩
和

で
、

就
業

調
整

を
減

ら
し

、
被

用
者

保
険

の
持

続
可

能
性

の
向

上
に

つ
な

げ
る

観
点

か
ら

、
３

年
間

、
保

険
料

負
担

を
国

の

定
め

る
割

合
（

下
表

）
に

軽
減

で
き

る
特

例
的

・
時

限
的

な
経

過
措

置
を

設
け

る
。

（
事

業
主

が
労

使
折

半
を

超
え

て
一

旦
負

担
し

た
保

険
料

相
当

額
を

制
度

的
に

支
援

）

※
こ

れ
ら

の
措

置
は

、
適

用
拡

大
の

対
象

と
な

る
前

の
事

業
所

が
、

任
意

に
短

時
間

労
働

者
へ

の
適

用
を

行
う

場
合

に
も

活
用

可
能

と
す

る
。

※
３

年
目

は
軽

減
割

合
を

半
減

常
時

５
人

以
上

の
者

を
使

用
す

る
事

業
所

法
律

で
定

め
る

17
業

種
適

用
（

現
行

ど
お

り
）

上
記

以
外

の
業

種
（

※
）

非
適

用
⇒

適
用

※
農

業
、

林
業

、
漁

業
、

宿
泊

業
、

飲
食

サ
ー

ビ
ス

業
等

５
人

未
満

の
事

業
所

非
適

用
（

現
行

ど
お

り
）

＜
20

29
年

10
月

施
行

＞
た

だ
し

、
経

過
措

置
と

し
て

、
施

行
時

に
存

在
す

る
事

業
所

は
当

面
期

限
を

定
め

ず
適

用
除

外
。



物
価

上
昇

局
面

に
お

け
る

税
負

担
の

調
整

及
び

就
業

調
整

へ
の

対
応

•
デ

フレ
か

らの
脱

却
局

面
に

鑑
み

、基
礎

控
除

の
額

が
定

額
で

あ
る

こと
に

よ
り物

価
が

上
昇

す
る

と実
質

的
な

税
負

担
が

増
え

る
とい

う所
得

税
の

課
題

に
対

応
•

源
泉

徴
収

義
務

者
の

負
担

に
も

配
慮

しつ
つ

、2
02

5年
12

月
の

年
末

調
整

か
ら適

用

所
得

税
の

基
礎

控
除

の
引

上
げ

•
物

価
動

向
を

勘
案

し最
高

48
万

円
か

ら1
0万

円
（

20
％

程
度

）
引

き
上

げ
、最

高
58

万
円

に
。

※
扶

養
親

族
等

の
所

得
要

件
に

つ
い

て
、基

礎
控

除
と同

額
の

48
 万

円
を

、基
礎

控
除

の
引

上
げ

を
踏

まえ
、5

8 
万

円
に

。

•
低

～
中

所
得

者
の

税
負

担
に

配
慮

し、
所

得
階

層
ご

とに
控

除
を

最
高

37
万

円
上

乗
せ

。

大
学

生
年

代
の

子
の

親
へ

の
特

別
控

除
の

創
設

•
人

手
不

足
の

中
、

特
に

大
学

生
の

ア
ル

バ
イ

ト
の

就
業

調
整

に
対

応

•
大

学
生

年
代

（
1

9
～

2
2

歳
）

の
親

向
け

の
特

別
控

除
の

創
設

。

子
の

給
与

収
入

が
、

1
5

0
万

円
以

下
→

6
3

万
円

子
の

給
与

収
入

が
、

1
5

0
万

円
超

→
控

除
額

が
段

階
的

に
逓

減

•
物

価
上

昇
へ

の
対

応
と

と
も

に
、

就
業

調
整

に
も

対
応

•
最

低
保

障
額

を
5
5
万

円
か

ら
1

0
万

円
引

き
上

げ
、

6
5

万
円

に
。

給
与

所
得

控
除

の
最

低
保

障
額

の
引

上
げ

83



配
偶

者
特

別
控

除
の

対
象

の
最

高
給

与
収

入
水

準
の

場
合

、
給

与
所

得
控

除
の

最
低

保
障

額
（

引
上

げ
後

）
の

適
用

対
象

で
な

い
た

め
、改

正
の

影
響

が
な

い

配
偶

者
控

除
・

配
偶

者
特

別
控

除
の

見
直

し
（

2
0
2
5
年

度
改

正
）

（
万

円
） 38

15
5(

10
0)

36 31 26 21 16 11 6 3

16
0(

10
5)

16
7(

11
0)

17
5(

11
5)

18
3(

12
0) 19
0(

12
5)

19
7(

13
0)

20
1

(1
33

)

0
（
万

円
）

20
1(

13
3)

納
税

者
本

人
の

受
け

る
控

除
額

配
偶

者
控

除
※

配
偶

者
特

別
控

除

※
老

人
配

偶
者

控
除

の
場

合
、

48
万

円

（
万

円
） 38

16
0

(9
5)

36 31 26 21 16 11 6 3 0
（
万

円
）

10
3

(4
8)

配
偶

者
の

給
与

収
入

（
合

計
所

得
金

額
）

12
3

(5
8)

15
0

(8
5)

〈 改 正 前 〉 〈 改 正 後 〉

20
1

(1
33

)20
25

年
分

所
得

税
か

ら
適

用

10
3

(4
8)

17
5(

11
0)

18
0(

11
5)

18
5(

12
0)

19
0(

12
5)

17
0(

10
5)

16
5(

10
0)

15
0

(9
5)

同
一

生
計

配
偶

者
の

所
得

要
件

の
引

上
げ

基
礎

控
除

引
上

げ
を

踏
ま

え
た

同
一

生
計

配
偶

者
の

所
得

要
件

の
引

上
げ

（
10

万
円

）
+

給
与

所
得

控
除

の
最

低
保

障
額

の
引

上
げ

に
よ

る
給

与
収

入
ベ

ー
ス

で
の

所
得

要
件

の
引

上
げ

（
10

万
円

）

配
偶

者
特

別
控

除
が

満
額

（
38

万
円

）
受

け
られ

る
配

偶
者

の
給

与
水

準
の

引
上

げ

給
与

所
得

控
除

の
最

低
保

障
額

の
引

上
げ

に
伴

う
給

与
収

入
ベ

ー
ス

で
の

所
得

要
件

の
引

上
げ

（
10

万
円

）

配
偶

者
特

別
控

除
の

額
が

増
加

20
1(

13
3)

19
7(

13
0)
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